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論"

ii説 ij

中
世
に
、
お
け
る

ウ

ド
ス
ト
ッ

ク
と
そ
の
近
辺

晃

'
E
E
ノ

中世におけるウッドストックとその近辺

ド
ー
ム
ズ
デ
イ
・
サ
ー
ベ
イ
以
前
の
ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
近
辺
の
状
態
は
そ
れ
ほ
ど
明
ら
か
で
は
な
い
。

現
在
の
町
の
位
置
か
ら
約
北
に
一
マ
イ
ル
の
位
置
に
、

ロ
ー
マ
街
道
(
エ
イ
グ
マ
ン
街
道
)
が
南
西
か
ら
東
北
に
走
っ
て
い
た
。
こ
の

街
道
は
東
方
で
は
ピ
ス
タ
!
の
地
点
に
達
し
、
こ
こ
で
南
北
に
は
し
る
ロ
l
マ
街
道
と
交
錯
し
て
い
た
。
こ
の
街
道
を
は
さ
ん
で
、
チ
ャ

か
な
り
多
く
の
ロ

l
マ
ン
・
ヴ
ィ
ラ
が
存
在
し
、
こ
の
部
分
は
、
州
内
で
は
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ

ー
ウ
ェ
ル
川
以
西
の
州
内
の
部
分
に
は
、

ー
ド
近
辺
及
び
ド

l
チ
ェ
ス
タ

l
近
辺
と
と
も
に
、
当
時
最
も
人
口
が
密
な
地
帯
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

《
ア

γ
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
年
代
記
》
及
び
ウ
ェ
セ
ッ
ク
ス
の
征
服
に
関
す
る
伝
説
を
信
頼
す
る
と
す
れ
ば
、

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
近
辺

は
、
メ
ル
シ
ア
王
国
の
興
隆
ま
で
、
西
サ
ク
ソ
シ
王
国
の
一
地
方
を
な
し
て
い
た
。

ア
ン
グ
ロ
・
サ
グ
ソ
ン
人
は
侵
入
に
あ
た
り
、

オ
'y 
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説

ク
ス
フ
ォ
ー
ド
北
方
で
も
な
が
く
極
め
て
激
し
い
戦
闘
を
な
し
、
五
五
六
年
に
は
パ
ン
ベ
リ
イ
の
近
く
で
土
着
の
プ
リ
ト
ン
人
に
彼
ら
れ

も
す
る
。
し
か
し
、
七
世
紀
始
め
(
六
一
四
年
)
バ
ン
プ
ト
ン
の
近
く
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
、

シ
ネ
ジ
ル
ス
及
び
ク
ウ
イ
ケ
ル
ム
は
ブ

論

リ
ト
ン
人
を
破
り
、
二
千
人
ほ
ど
を
殺
害
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、

メ
ル
シ
ア
王
国
が
勢
力
を
い
つ
拡
大
し
、

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
近

辺
が
酉
サ
ク
ソ
ン
王
国
の
安
定
し
た
勢
力
圏
か
ら
い
つ
離
れ
て
い
っ
た
か
は
正
確
に
は
わ
か
ら
な
い
。
六
二
八
年
に
は
、

メ
ル
シ
ア
の
偉

大
な
る
王
ベ
ン
ダ
は
、
南
下
し
、

サ
イ
レ
ン
シ
ス
タ
ー
の
近
辺
で
シ
ネ
ジ
ル
ス
と
ク
ウ
イ
ケ
ル
ム
と
戦
っ
た
。
彼
は
、
「
の
ち
条
約
を
結

び
」
、
こ
れ
に
よ
っ
て
西
サ
ク
ソ
ン
領
は
か
な
り
削
減
さ
れ
た
は
づ
で
あ
っ
た
。
テ

l
ム
ズ
河
は
両
王
国
の
国
境
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
か
、

そ
し
て
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
近
辺
は
こ
れ
に
よ
っ
て
メ
ル
シ
ヤ
領
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
ベ

l
ダ
に
よ
れ
ば
、
六
三
四
|

五
年
、

ピ
リ
ヌ
ス
は
宜
教
の
た
め
、
西
サ
ク
ソ
ン
領
の
ド

l
チ
ェ
ス
タ
ー
に
僧
院
を
聞
い
た
、

と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
が
、
と
も
か

く
も
こ
の
近
辺
は
両
王
国
の
国
境
地
帯
に
あ
た
り
、
紛
争
は
近
辺
で
た
え
ず
起
こ
っ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
も
っ
と
も
、

七
世
紀
の
第

四
・
四
半
世
紀
の
始
め
頃
に
は
、
現
在
の
州
の
大
部
分
は
、
確
実
に
、
西
サ
グ
ソ
ン
の
北
部
辺
境
の
範
囲
外
に
あ
っ
た
。
以
来
、
メ
ル
シ

ヤ
の
支
配
が
い
つ
ま
で
つ
づ
い
た
か
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
八
世
紀
半
ば
(
七
五
二
年
)
パ
フ
ォ
ー
ド
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
西
サ
ク
ソ

ン
王
ク
ス
レ
ド
は
メ
ル
シ
ア
王
エ
セ
ル
ベ
ル
ト
王
を
敗
退
せ
し
め
、
ウ
ィ
ッ
チ
ウ
ッ
ド
の
森
と
テ

I
ム
ズ
河
に
は
さ
ま
れ
た
部
分
は
再

び
、
戦
争
の
結
果
い
か
ん
に
よ
っ
て
所
属
が
き
ま
る
不
安
定
な
地
帯
と
な
っ
た
。
メ
ル
シ
ア
の
大
王
オ
フ
ァ
が
出
現
す
る
に
及
び
、
ベ
ン

シ
ン
ト
ン
の
戦
い
で
の
勝
利
に
よ
っ
て
、
こ
の
地
方
は
，
A

ル
シ
ア
領
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
八

O
三
年
に
即
位
し
た
西
サ
ク
ソ

ン
王
エ
グ
パ

l
ト
は
こ
の
地
を
最
終
的
に
西
サ
ク
ソ
ン
領
と
す
る
。
と
い
う
よ
り
彼
は
英
国
全
体
の
支
配
を
目
ざ
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

彼
に
よ
っ
て
、
決
定
的
に
こ
の
地
方
は
西
サ
ク
ソ
ン
王
の
下
に
あ
る
メ
ル
シ
ア
王
の
領
地
の
一
部
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ア
ル
フ
レ
ッ
ド

大
王
が
デ
l
ン
人
に
対
し
西
サ
ク
ソ
ン
を
防
衛
し
て
い
る
聞
の
七
年
間
は
、
こ
の
地
は
、
他
の
メ
ル
シ
ヤ
の
領
地
と
と
も
に
、
数
度
デ
l

ン
人
の
劫
略
を
う
け
、
あ
る
と
き
は
、
デ
l
ン
人
は
英
国
人
の
小
王
ケ
オ
ウ
ル
フ
を
屈
服
せ
し
め
彼
を
し
て
メ
ル
シ
ア
を
統
治
せ
し
め
も

北法21(1・2)2 



し
た
。
し
か
し
、

ア
ル
フ
レ
ッ
ド
は
や
が
て
デ
l
ン
人
を
破
り
エ
ト
モ
ア
の
条
約
(
八
七
八
年
)
を
締
結
し
た
。
こ
の
な
か
で
彼
は
デ
l

ン
ロ
!
の
地
域
を
認
め
た
が
、
彼
は
将
来
の
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
シ
ャ
!
の
地
域
を
こ
の
な
か
に
含
ま
し
め
な
か
っ
た
。
彼
は
ま
た
、

グ
パ

l
ト
の
先
例
に
従
っ
て
こ
の
地
帯
を
小
王
の
支
配
の
下
に
お
く
こ
と
を
せ
ず
、

エ
セ
ル
レ
ッ
ド
(
義
息
)
を
メ
ル
シ
ア
の
《
エ
ル
ダ

ー
マ
ン
》
と
し
、
彼
に
こ
の
地
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

一
O
世
紀
以
前
に
は
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
に
は
城
は
存
在
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
ま
で
に
は
す
で
に
辺
境
の
町
と
し
て

か
な
り
の
重
要
性
を
も
ち
、
近
辺
一
帯
の
中
心
と
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
九
一
一
一
年
に
「
エ
ド
ワ
ー
ド
王
は
、

フ
ォ
ー
ド
及
び
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
に
属
し
て
い
る
地
方
を
取
っ
た
」
と
《
年
代
記
》
に
し
る
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
デ
l
ン
人
と
戦
い
彼

ロ
ン
ド
ン
、

オ
ッ
ク
ス

ら
を
鎮
圧
し
た
の
で
あ
る
。
ウ
ェ
セ
ッ
ク
ス
内
の
《
州
》
は
九
世
紀
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
う
る
が
、

紀
以
後
形
成
さ
れ
た
と
い
え
る
の
で
あ
り
、

メ
ル
シ
ア
の
《
州
》
は
ほ
ぼ
一

O
世

エ
ド
ワ
ー
ド
と
エ
セ
ル
フ
レ

l
ド
の
寡
婦
(
大
王
の
娘
〉
の
業
績
に
き
し
う
る
で
あ
ろ
う
。

中世におけるウッドストックとその近辺

こ
の
一
一
人
は
、
現
存
す
る
町
を
城
塞
化
し
、

そ
の
周
囲
に
あ
る
地
方
を
も
保
護
す
る
と
い
う
政
策
を
と
っ
た
。
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
に
属

す
る
範
囲
は
、
北
方
で
は
、
九
一
一
一
一
年
に
城
塞
化
さ
れ
た
ウ
ォ
リ
ッ
ク
の
範
囲
と
九
一
四
年
に
城
塞
化
さ
れ
た
ノ
サ
ン
プ
ト
ン
の
範
囲
、

東
方
で
は
、
九
一
五
年
に
城
塞
化
さ
れ
た
バ
ッ
キ
ン
ガ
ム
の
範
囲
、
西
方
で
は
グ
ロ

l
ス
タ
ー
の
範
囲
と
、
境
を
接
し
た
の
で
あ
る
。
州

は
お
そ
ら
く
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
町
や
城
を
中
心
と
す
る
領
域
と
し
て
こ
う
し
て
形
成
さ
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。

一
O
世
紀
に
つ
く
ら

れ
た
と
思
わ
れ
る
《
回
目
的

E
-
E円
佐
官
》
は
、

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
町
に
属
す
る
地
方
と
し
て
二
四

O
O
ハ
イ
ド
が
あ
る
と
さ
れ
て
い

る
し
、

一
一
世
紀
か
ら
始
ま
る
と
思
わ
れ
る
《
。
。
ロ
ロ
ミ
田
正
巳
唱
》
に
お
い
て
も
州
に
二
四

O
O
ハ
イ
ド
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
こ
の
数
字
は
、
パ
ラ
ー
を
除
い
た
ド

i
ム
ズ
デ
イ
・
サ
ー
ベ
イ
の
数
字
と
ほ
ぼ
一
致
も
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、
州
が

町
の
周
囲
に
形
成
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
、

ま
た
そ
の
範
囲
が
後
の
州
の
範
囲
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

州
の
形
成
か
ら
ノ
l
マ
ン
・
コ
ン
ケ
ス
ト
ま
で
の
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
シ
ャ
l
の
歴
史
は
、

一
つ
は
デ
l
ン
人
の
再
侵
冠
の
問
題
と
、 ニ乙

北法21(1・3)3



説

一
つ
は
大
伯
領
の
問
題
と
に
関
聯
す
る
。

エ
ド
ワ
ー
ド
の
併
合
(
九
一
一
l
l
二
年
)
の
後
、

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
は
、
バ
ッ
キ
ン
ガ
ム
と

と
も
に
ウ
ェ
セ
ッ
ク
ス
領
に
編
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
ど
の
伯
領
に
属
せ
し
め
ら
れ
た
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
、

エ
セ
ッ

論

ク
ス
伯
領
の
な
か
で
あ
っ
た
ろ
う
が
。
以
来
、
州
は
様
々
の
伯
領
の
な
か
に
編
入
せ
し
め
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
カ
ヌ

l
ト
の
と
き
に
は
メ

ル
シ
ア
の
伯
領
の
な
か
に
、
ゴ
ド
ウ
イ
ン
の
下
で
は
、

ヘ
リ
フ
ォ
ー
ド
、

グ
ロ

l
ス
タ
l
、
パ

l
ク
シ
ャ

l
、
サ
マ
セ
ッ
ト
諸
州
と
と
も

に
彼
の
息
子
の
ス
ウ
ェ
イ
ン
伯
の
下
に
、

ま
た
レ
オ
フ
リ
ヅ
ク
の
下
に
再
び
メ
ル
シ
ア
に
、

ハ
ロ
ル
ド
の
時
代
に
は
彼
の
弟
の
グ
ウ
イ
ル

ス
の
下
に
イ
ー
ス
ト
・
ア
ン
グ
リ
ヤ
の
な
か
に
、

で
あ
る
。
デ
i
ン
人
の
再
侵
入
に
つ
い
て
い
え
ば
、

一
O
O九
年
に
は
、
彼
ら
が
こ
の

州
に
ま
で
き
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
彼
ら
は
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
ま
で
き
、
「
町
を
焼
い
た
」
と
さ
れ
て
い
る
。

一O
一O
年、

一
一
年
に
も
、
更
に
は
、

一
O
一
三
年
に
は
ス
ウ
ェ
イ
V
白
か
ら
、

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
に
来
た
。
こ
の
時
に
は
「
町
の
も
の
は
直
ち
に

降
服
し
彼
を
歓
待
し
た
」
の
で
あ
る
。

一
O
一
六
年
に
は
カ
ヌ

l
ト
は
全
王
国
を
支
配
し
、

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
は
彼
が
最
も
好
む
場
所

の
一
つ
に
な
っ
た
。

一
O
一
八
年
こ
こ
で
彼
は
集
会
を
聞
き
、
す
べ
て
の
も
の
が
エ
ド
ガ

l
の
法
に
服
す
る
よ
う
命
じ
た
の
で
あ
る
。

ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
の
近
辺
は
、

サ
ク
ソ
ン
時
代
に
か
な
り
開
け
て
い
た
。
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
に
は
大
学
は
ま
だ
な
か
っ
た
が
、
城
が

(
2
u
 

あ
っ
た
し
、
商
業
も
発
達
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
ド
ー
ム
ズ
デ
イ
・
サ
ー
ベ
イ
に
は
、
七
二

O
戸
ほ
ど
の
家
が
あ
る
、
と
記
さ
れ
て
い

ハ
3
〉

る
。
ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
の
南
に
は
、
一
一
世
紀
前
半
(
一

O
二
五
年
)
に
創
立
さ
れ
た
エ
イ
ン
シ
ャ
ム
の
僧
院
が
あ
っ
た
し
、
更
に
そ
の

南
に
は
、
テ

l
ム
ズ
河
を
へ
だ
て
て
ア
ピ
ン
ド
ン
に
は
大
僧
院
が
あ
っ
た
。

伝
説
に
よ
れ
ば
、

ア
ル
フ
レ
ッ
ド
大
王
は
、

ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
の
近
辺
に
も
関
係
を
も
っ
て
い
る
。
大
王
は
、

ボ
エ
テ
イ
ウ
ス
の
《
哲

学
の
慰
め
》
を
こ
こ
ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
の
あ
た
り
に
住
ん
で
い
る
と
き
に
ほ
ん
や
く
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
エ
セ
ル
レ
ッ
ド
一
世
は
、
伝

説
に
よ
れ
ば
、
八
六
六
年
ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
で
賢
人
会
議
の
一
つ
を
聞
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
し
、

エ
セ
ル
レ
ッ
ド
二
世
(
九
七
八
!

O
一
六
年
)
は
、
こ
こ
《
メ
ル
シ
ヤ
の
地
ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
で
、
英
国
法
に
従
っ
て
全
王
国
》
の
平
和
を
維
持
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
勅

北法21(1・4)4
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令
を
、

(
4
)
 

カ
ウ
ン
ス
ル
の
な
か
で
発
し
た
、
と
さ
れ
て
い
る
。
エ
ド
ワ
ー
ド
・
コ
ン
フ
ェ
ッ
サ

l
は
、
近
辺
の
イ
ズ
リ
ッ
プ
に
生
ま
れ
た
。

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
す
ぐ
東
の
へ
デ
イ
ン
ト
ン
は
、
王
の
直
領
地
の
一
部
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
王
の
な
ん
ら
か
の
住
居
が
あ
っ
た
。
ぉ

そ
ら
く
そ
れ
は
王
の
《
ハ
ン
テ
ィ
ン
グ
・
ロ
ッ
ジ
》
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
征
服
後
、
へ
ン
リ

l

一
世
に
よ
っ
て
ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
に
ハ
ン

テ
ィ
ン
グ
・
ロ
ッ
ジ
が
つ
く
ら
れ
る
に
お
よ
び
、
使
用
さ
れ
な
く
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

中世におけるウッドストックとその近辺

第
一
節
は
、
お
も
に
〈
・
。
・
出
・
の
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
シ
ャ
l
の
第
一
巻
、
政
治
史
の
部
分
を
参
考
に
し
た
。

一
一
一
世
紀
始
め
に
は
、
製
革
業
者
や
縮
紙
業
者
の
ギ
ル
ド
が
あ
っ
た
。

ド
ー
ム
ズ
デ
ィ
の
時
期
に
は
、
四

0
ポ
ン
ド
九
シ
ル
の
収
入
を
も
っ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
関
口
D
d
i
g
-
吋

z
z
g
m
m
t円
。
弘
司
ぽ
開
口
問
}
自
弘
司

同

y
吋

Oω

参
照
。
後
述
一
八
頁
以
下
参
照
。

エ
イ
ン
シ
ヤ
イ
ム
の
南
方
一

0
マ
イ
ル
の
ア
ビ
ン
ド
ン
に
は
、
有
名
な
ア
ピ
ン
ド
ン
僧
院
が
あ
っ
た
。
こ
の
僧
院
は
一

O
世
紀
後
半
の
僧
院
復
活
の

三
大
拠
点
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

(
4
)
r
a
a
B
E
F
0
2
0定
。
《
同
氏
〉
口
問
。
}EnHHお

p
r
司

-
M
-
m
-

(
5
)
〈
・
。
・
出
二
〈
c
-
-
〈
・
出
E
仏吉岡件。=・

/戸、〆白、〆ー、

3 2 1 
¥ノ、}ノ」ノ

ド
ー
ム
ズ
デ
イ
の
時
代
に
な
る
と
、

ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
な
い
し
そ
の
近
辺
及
び
州
の
状
態
は
か
な
り
は
っ
き
り
す
る
。

サ
ー
ベ
イ
に
は
、
《
ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
グ
》
と
い
う
名
称
は
、
州
内
の
五
つ
の
王
有
林
の
一
つ
の
名
称
と
し
て
で
て
く
る
。
こ
の
五
つ
の

王
有
林
は
、

た
て
よ
こ
と
も
長
さ
二
七
マ
イ
ル
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
サ
ー
ベ
イ
に
は
こ
れ
以
外
に
は
ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
と
い
う
名
称
の
も

の
は
で
て
こ
な
い
。
四
ハ
イ
ド
半
に
相
当
す
る
耕
作
地
が
こ
の
王
有
林
に
属
し
て
お
り
、
六
人
の
《
ヴ
イ
レ
イ
ン
》
と
八
人
の
《
ボ
デ
ィ

北法21(1・5)5



説

レ
イ
ナ
ル
ド
な
る
も
の
が
こ
れ
を
保
有
し
、
そ
の
た
め
に
、
及
び
王
有
林
め
利
用
の
た

め
に
、
年
々
王
に
一

0
ポ
ン
ド
を
お
さ
め
て
い
た
。
し
か
し
、

ア
》
が
三
カ
ル
ケ
イ
ト
の
耕
作
を
な
し
て
い
た
。

レ
イ
ナ
ル
ド
な
る
も
の
が
保
有
す
る
耕
作
地
が
王
有
林
の
ど
こ
に
あ
っ
た

論

か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
こ
れ
が
、

ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
な
い
し
そ
れ
に
関
係
す
る
叙
述
の
す
べ
て
で
あ
る
。

ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
な
る
名
称
を
、

十

l
ベ
イ
に
現
わ
れ
て
い
る
場
合
に
の
み
限
っ
て
単
に
一
つ
の
王
有
林
の
名
称
と
考
え
る
べ
き
か
、

そ
れ
と
も
、

サ
ー
ベ
イ
に
は
現
わ
れ
て
い
な
い
が
、
他
の
な
ん
ら
か
の
も
の
な
い
し
場
所
の
名
称
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
既
に
の

べ
た
よ
う
に
、

サ
ク
ソ
ン
王
た
ち
は
し
ば
し
ば
《
ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
》
に
滞
在
し
、
会
議
を
聞
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
《
ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ

ク
》
な
る
名
称
を
単
に
森
林
の
名
前
に
限
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
は
な
お
疑
問
が
残
ろ
う
。
サ
ー
ベ
イ
は
、

な
ん
ら
か
の
理
由
で
、
こ
れ
を

落
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
サ
ー
ベ
イ
の
記
述
か
ら
お
ち
て
い
る
村
は
、
こ
の
州
に
限
っ
て
み
て
も
、
少
な
く
と
も
二
、
三
は
あ

る
〉
。
近
辺
の
部
落
に
つ
い
て
は
、
サ
ー
ベ
イ
は
比
較
的
よ
く
叙
述
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
。
あ
る
い
は
、
か
つ
て
は
存
在
し
た
が
、
サ
ー

ベ
イ
当
時
は
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
部
落
あ
る
い
は
居
住
地
と
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

一
一
世
紀
の
始
め
に
は
、

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ

ま
た
、
《
北
部
の
叛
乱
》
(
一

O
六
五
年
)
に
お
い
て
は

近
辺
は
叛
乱
部
隊
が
通
過
し
た
経
路
に
当
っ
て
お
り
、
こ
の
た
め
に
近
辺
の
部
落
は
多
か
れ
少
な
か
れ
損
害
を
蒙
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
の

(
2
v
 

で
あ
る
c

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
う
ち
い
づ
れ
か
の
可
能
性
を
十
分
に
確
か
め
う
る
資
料
は
存
在
し
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ー
ド
始
め
近
辺
の
部
落
は
デ
l
ン
人
に
よ
っ
て
荒
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
し
、

と
も
か
く
確
か
な
こ
と
は
、
現
在
の
ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
の
近
辺
一
帯
に
は
森
林
が
つ
づ
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
北
西
部

コ
l
ン
ベ
リ
l
の
森
、
あ
る
い
は
ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
の
森
が
|
|
お
そ
ら
く
コ
ッ
ツ
ウ
ォ
ル
ド
丘
陵
地
帯
ま

ア
」
今
ふ
、

t
t
 ウ
ィ
ッ
チ
ウ
ッ
ド
、

で
ー
ー
拡
が
っ
て
い
た
し
、
北
東
部
に
は
、
パ

i
ン
ウ
ッ
ド
の
森
が
バ
ッ
キ
ン
ガ
ム
シ
ャ
ー
か
ら
こ
の
州
に
か
な
り
深
く
く
い
こ
ん
で
い

た
に
ち
が
い
な
い
。
州
北
部
に
お
い
て
は
、
平
地
は
少
な
く
、
州
の
北
西
部
と
北
東
部
に
は
さ
ま
れ
た
狭
い
部
分
、

(
3
)
 

チ
ャ

l
ウ
ェ
ル
川
に
は
さ
ま
れ
た
部
分
、
及
び
そ
の
近
辺
に
あ
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
は
こ
の
部
分
に
あ
っ

エ
ベ
ン
ロ

l
ド
川
と

北法21(1・6)6



た
。
オ
y

グ
ス
フ
ォ
ー
ド
シ
ャ

l
は
古
く
か
ら
英
国
で
最
も
森
林
が
多
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、

(
4
v
 

で
、
州
は
主
に
森
林
地
帯
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
す
ぐ
ま
え
に
あ
げ
た
州
北
部
の
森
以
外
に
、
州
の
中
部
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
東

ま
た
南
東
部
に
は
チ
ル
タ
ン
の
深
い
森
が
州
に
く
い
こ
ん
で
い
た
。
市
の
西
方
に

一
二
世
紀
な
い
し
一
三
世
紀
ま

方
に
は
、

シ
ョ
ト

i
パ
l
及
び
ス
ト
ウ
ッ
ド
の
森
が
、

は
、
テ

1
ム
ズ
洞
を
隔
て
て
す
ぐ
、
パ
ー
ク
シ
ャ

1
の
カ
ム
ノ
ア
及
び
ベ
グ
リ
イ
の
森
も
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
森
に
は
、
赤
鹿
、
淡
褐
色

お
お
か
み
、
き
つ
ね
、
野
う
さ
ぎ
、
山
ね
こ
が
お
り
、
動
物
た
ち
は
王
や
領
主
た
ち
の
狩
猟
の
恰
好
の
対
象
と
な
っ

た
。
狩
猟
は
王
や
領
主
た
ち
が
最
も
好
む
ス
ポ
ー
ツ
の
一
つ
で
あ
っ
て
、
森
や
動
物
の
保
存
に
は
、
特
別
の
官
職
が
設
け
ら
れ
、
極
め
て

の
鹿
、

い
の
し
し
、

厳
重
な
監
督
と
、

と
り
し
ま
り
が
な
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
森
は
す
べ
て
王
有
林
で
あ
り
、
王
の
独
自
の
官
吏
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
た
。

ン
リ
l
二
世
に
よ
っ
て
、
森
林
や
動
物
の
保
存
・
保
護
の
た
め
極
め
て
厳
格
な
法
律
、
「
悪
名
高
き
」
森
林
法
が
つ
く
ら
れ
、
こ
こ
ウ
ッ
ド

中世におけるウッドストックとその近辺

ス
ト
ッ
ク
の
地
で
そ
れ
は
発
布
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
首
都
か
ら
比
較
的
近
い
こ
れ
ら
の
森
は
、
王
た
ち
の
狩
猟
の
場
と
し
て
と
く
に
愛
さ

れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
動
物
を
保
護
す
る
た
め
に
、
狼
退
治
に
は
報
酬
も
与
え
ら
れ
た
し
、
そ
の
た
め
に
は
特
別
の
官
職
も
つ
く
ら
れ
た
の

で
あ
る
。
ヘ
ン
リ
l
三
世
の
時
代
に
、
ノ
サ
ン
プ
ト

γ
シ
ャ
ー
の
あ
る
家
臣
は
、
領
地
を
与
え
ら
れ
て
、
ノ
サ
ン
プ
ト
ン
、

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
、
バ
ッ
キ
ン
ガ
ム
諸
州
の
狼
狩
り
の
義
務
を
負
っ
た
。

ハ
ン
一
ア
ィ
ン

ド
ン
、ノ

!
?
ン
王
た
ち
は
、
狩
猟
が
極
め
て
好
き
で
、

ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
近
辺
の
森
も
彼
ら
が
最
も
好
む
場
所
と
な
っ
た
。
三
代
目
の
ノ
l

マ
ン
王
で
あ
る
へ
ン
リ

i

一
世
は
、
森
の
一
角
に
《
ハ
ン
テ
ィ
ン
グ
・
ロ
ッ
ジ
》
を
つ
く
っ
た
し
、

ヘ
ン
リ
l
二
世
は
、

ク
-
フ
レ
ン

v'
ン

や
モ

l
ル
ボ
ロ
等
英
国
の
他
の
二
、
三
の
狩
猟
場
で
の
よ
う
に
、
こ
の
た
め
に
ノ
l
ル
ウ
ェ
イ
か
ら
輸
入
し
た
松
材
を
使
用
し

M
r

リ
l

一
世
は
ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
に
、
英
国
で
最
初
の
《
自
然
動
物
園
》
を
も
つ
く
り
、
周
囲
一

0
キ
ロ
ほ
ど
を
石
壁
で
囲
い
、
な
か
に
、

(
7
v
 

ラ
イ
オ
ン
、
ひ
ょ
う
、
山
猫
、
ラ
ク
ダ
、
や
ま
あ
ら
し
を
放
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
近
辺
の
ス
タ
ン
ト
ン
・
ハ

l

コ
!
ト
の
領
主
は
、
後
に

(
8〉

サ
1
ジ
ャ
ン
テ
ィ
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
動
物
の
世
話
を
す
る
役
を
負
う
の
で
あ
る
。
《
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
の
事
膿
》
の
著
者
に
よ
れ
ば
、
ウ J¥  

J¥  

ン
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説

ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
は
《
へ
ン
リ
l

の
最
も
私
的
な
居
住
地
》
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ヘ
ン
リ
l

一
世
以
来
、

ジ
ェ

i
ム
ズ
一
世
ま
で
、
こ
こ

論

は
狩
猟
好
き
の
王
た
ち
が
よ
く
訪
れ
る
恰
好
の
場
所
と
な
る
。
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
の
争
乱
の
時
期
に
は
、

き
も
し
た
。

マ
チ
ル
ダ
は
こ
こ
に
「
城
」
を
築

サ
ー
ベ
イ
に
よ
る
と
、
現
在
の
範
囲
で
の
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
シ
ャ
ー
に
は
、
二
五
一
の
定
住
地
な
い
し
村
落
が
あ
っ
た
。
中
世
に
お

け
る
こ
の
州
の
村
落
の
図
面
は
見
当
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、

一
六
世
紀
の
図
面
か
ら
推
量
す
る
と
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
シ
ャ

l
の
最

も
普
通
の
定
住
形
態
は
、
街
路
に
沿
っ
て
家
が
か
た
ま
っ
て
い
る
集
落
的
な
部
落
で
あ
ゥ
た
。
集
落
的
で
は
な
い
も
の
も
あ
り
、
ウ
ッ
ド

ウ
ィ
ッ
チ
ウ
ッ
ド
の
森
の
な
か
の
村
の
多
く
は
集
落
を
な
し
て
お
ら
ず
、
人
家
は
散
在
し
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い

る
。
州
南
東
部
の
チ
ル
タ
ン
丘
陵
地
帯
で
も
そ
う
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
、
近
辺
の
州
と
比
較
し
て
さ
え
も
、
散
在
す
る
形
態
は
、
ベ

ッ
ド
フ
ォ
ー
ド
シ
ャ
ー
や
ハ

l
ト
フ
ォ
ー
ド
シ
ャ
ー
ほ
ど
一
般
的
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
近
辺
の
村
落
も
多
く
は

ス
ト
ッ
ク
の
西
方
の
、

集
落
的
な
形
態
を
な
し
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

一
一
世
紀
の
始
め
、

さ
ら
に
そ
れ
以
前
の
ほ
ぼ
百
年
の
問
、

王
の
財
務
官
は
、

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
シ
ャ
ー
が
正
確
に
二
四

O
O
ハ
イ

ド
を
含
ん
で
い
る
と
み
た
。

一
二
世
紀
始
め
に
も
、
デ
!
ン
ゲ
ル
ド
の
徴
集
は
二
四

O
O
ハ
イ
ド
と
い
う
評
価
に
も
と
づ
い
て
な
さ
れ
て

一
一
三

O
年
の
《
パ
イ
プ
・
ロ

l
ル
》
に
お
い
て
、

か
る
か
ら
で
あ
る
(
デ
i
ン
ゲ
ル
ド
は
当
時
一
ハ
イ
ド
に
つ
き
二
シ
ル
)
。
し
か
し
、

、
R

-

。

'
V
ふ
れ

シ
エ
リ
フ
は
ニ
コ
一
九
ポ
ン
ド
九
シ
ル
一
一
一
ペ
ン
ス
を
徴
集
し
て
い
る
こ
と
が
わ

サ
ー
ベ
イ
に
も
と
づ
い
て
、
州
内
に
あ
っ
た
と
み
ら

れ
る
各
村
落
の
ハ
イ
ド
数
を
計
算
す
る
と
、
二
五

O
九
ハ
イ
ド
と
な
る
。
こ
の
く
い
ち
が
い
は
、

一
つ
に
は
、
州
に
属
す
る
と
み
て
計
算

し
た
村
が
、
現
に
そ
う
扱
か
わ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
っ
き
り
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
他
の
州
の
部
分
に
記
載
さ
れ
て

い
る
も
の
を
か
り
に
除
い
て
計
算
す
る
と
、
州
全
体
の
評
価
二
四

O
O
ハ
イ
ド
に
著
る
し
く
接
近
す
る
。
例
え
ば
、
現
在
。
フ
ラ
ウ
リ
l

・

ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
に
属
し
て
い
る
が
、

サ
ー
ベ
イ
の
な
か
で
は
ノ
サ
ン
プ
ト
ン
シ
ャ

l
の
部
分
に
記
載
さ
れ
て
い
る
村
に
は
、

チ
ャ

l
ル
ト
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ン、

ヒ

l
ス、

シ
ェ
ル
ズ
ウ
ェ
ル
の
五
村
が
あ
り
、
こ
の
五
村
の
総
ハ
イ
ド
数
回
二
ハ
イ
ド

コ
テ
ィ
ス
フ
ォ
ー
ド
、

フ
ィ
ン
ミ
ア
l
、

を
、
こ
の
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
内
の
村
の
ハ
イ
ド
数
の
総
計
二
九
三
%
ハ
イ
ド
か
ら
除
く
と
、
二
五
一
%
ハ
イ
ド
と
な
る
。
こ
れ
は
二
死
ド
ー

ム
ズ
デ
イ
・
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
に
極
め
て
近
い
ル
こ
の
州
の
《
プ
ラ
ウ
・
チ

1
ム
》
数
は
二
六
四
八
労
、
直
領
地
で
の
チ
l
ム
数
八
五
一
二
、

チ
ー
ム
数
か
ら
み
る
と
、
こ
の
州
は
英
国
で
中
位
よ
り
は
や
や
上
に
こ
よ
う
。

他
の
チ
l
ム
数
一
四
八
八
で
あ
っ
た
。

サ
ー
ベ
イ
に
よ
っ
て
州
の
《
人
口
》
を
推
測
し
て
み
る
と
、
農
民
に
つ
い
て
い
え
ば
、
計
七
六
四
五
人
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
《
自

由
人
》
は
二
三
人
、
《
ヴ
イ
レ

l
ン
》
は
三
六
八
二
人
、
《
ボ
デ
ィ
ア
》
は
二
九
三
コ
一
人
、
《
サ

l
フ
》
は
一

O
O七
人
で
あ
る
。
従
っ

て
、
こ
の
州
で
は
、
農
民
の
な
か
の
自
白
人
の
割
合
は
極
め
て
小
さ
い
。
リ
ン
カ
ー
ン
シ
ャ
ー
で
は
、
自
由
な
ソ
ク
マ
ン
の
数
は
、

レ
ー
ン
そ
の
他
の
非
自
白
人
と
同
じ
で
あ
っ
た
し
、
自
由
人
の
数
が
非
自
由
人
の
数
よ
り
多
い
ウ
ォ
ベ
ン
テ
イ
ク
は
か
な
り
あ
っ
た
の
で

中世におけるウッドストックとその近辺

ス
カ
ン
ジ
ナ
ビ
ア
の
影
響
を
う
け
た
州
ほ
ど
自
由
人
の
割
合
は
大
き
く
、
西
に
向
え
ば
向
う
ほ
ど
自
由
人
の
割
合
は
小
さ
く
な
る

の
で
あ
る
。

あ
る
。

一
O
六
六
年
に
は
、

一
九
八
三
ポ
ン
ド
一
八
シ
ル
で
あ
っ
た
。

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
シ
ャ
!
の
マ
ナ
l
の
価
値
を
総
計
し
て
み
る
と
、

も
っ
と
も
州
に
属
す
る
村
落
の
数
は
正
確
に
は
わ
か
ら
な
い
か
ら
、
こ
れ
は
大
略
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
こ
の
州
で
は
、
ド

l
ム
ズ
デ
イ

の
時
代
に
は
非
常
に
価
値
が
多
く
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
理
由
も
正
確
に
は
わ
か
ら
な
い
。
シ
ェ
リ
フ
が
王
に
収
め
る
べ
き
フ
ァ
ー
ム
の

プ
ラ
ス
、
二
五
〈
重
量
〉
ポ
ン
ド
、

ほ
か
に
市
か
ら
二

O
(重
量
)
ポ
ン
ド
、
ミ
ン
ト
か
ら
二

0
ポ
ン
ド
、
金

額
は
、

一
五

0
ポ
ン
ド
、

納
化
さ
れ
た
額
、
約
四

0
ポ
ン
ド
、
等
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
に
、

王
は
、

サ
ク
ソ
ン
伯
エ
ド
ウ
イ
ン
の
領
地
か
ら
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
、

ウ
ォ
リ
ッ
ク
両
州
か
ら
の
分
一

0
0ポ
ン
ド
と
一

O
O
シ
ル
を
徴
集
し
た
。

こ
う
し
た
税
は
、

ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
に
割
当
て
ら
れ
、
人
び
と
は
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
・
コ

1
ト
で
王
の
役
人
に
会
っ
た
。
ド
ー
ム
ズ
デ
イ
・

サ
ー
ベ
イ
に
で
て
く
る
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
シ
ャ

l
の
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
の
数
は
一
九
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
に
リ
ン
カ
ー
ン
司
教
の
ハ
ン
ド

ヴ
イ

北法21(1・9)9 



説論

中 ，む 数 最初のレフアレンス 1年代|中心地の価値;

Upton 3 B.B.I. 1546 1086 18 li 

Kirtlington 2弘 イク ク 52 li 

8hipton 3 タ ク 72 li 

Headington 2 タ ク 60 li 

Bampton 2 タ ク 80 li 408 

Bloxham 2 イシ ク 67 li 208 

Bensington 4% ク ク 80 li 1008 

[Kemble， Cod. Dipl. 1292J 

Thame Linctln Cath. Regi. Ant. 

Dorchester ク

Bambury ク

ハンドレッドのグループとその中心(第 I表〉

レ
ッ
ド
三
つ
が
あ
っ
た
こ
と
も
確
実
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
も

の
の
う
ち
三
つ
を
除
け
ば
、

ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
そ
の
も
の
の
名
前
は
で

て
こ
ず
、

た
だ
七
つ
の
王
領
地
の
名
が
あ
げ
ら
れ
、
そ
の
お
の
お
の

に
い
く
つ
か
の
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
が
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ

る
。
ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
の
位
置
は
、
現
在
の
ウ
ッ
ト
ン
村
で
あ
る
ア

プ
ト
ン
(
王
領
地
)
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
三
つ
の
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
内

に
あ
る
。
州
内
の
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
の
名
前
は
、
一
一
八
八
年
か
ら
一

一
九
三
年
ま
で
の
パ
イ
プ
・
ロ
ー
ル
に
す
べ
て
で
て
き
て
お
川
~

《
ウ
ッ
ト
ン
の
一
二
つ
の
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
》
と
い
う
名
前
も
一
一
七
二

年
の
パ
イ
プ
・
ロ

l
ル
に
で
て
き
て
い
る
。
現
在
の
ウ
ッ
ト
ン
・
ハ

ン
ド
レ
ッ
ド
が
ア
プ
ト
ン
の
三
つ
の
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
に
あ
た
る
こ
と

は
確
実
で
あ
る
。

ウ
ッ
ト
ン
の
三
つ
の
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
は
、

チ
ャ
ド
リ
ン
ト
ン
そ
の

他
の
州
内
の
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
と
同
じ
よ
う
に
、
行
政
上
一
つ
の
単
位

と
し
て
扱
か
わ
れ
て
き
た
よ
う
で
あ
一
ヤ
ウ
ッ
ト
ン
王
領
地
の
王
の

役
人
が
三
つ
の
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
の
行
政
を
担
当
し
て
い
た
に
ち
が
い

h
i
h

、O

J
山
h
h
u
vハ

ン
ド
レ
ッ
ド
は
、

し
ば
し
ば
特
定
の
マ
ナ
ー
に
結
び
つ
け
ら
れ

北法21(1・10)10



(
別
)

る
。
そ
の
う
ち
エ
ン
シ
ェ
ン
ト
・
ド
ミ
l
ン
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
は
か
な
り
多
い
。
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
シ
ャ
ー
で
は
、

ド
レ
ッ
ド
は
王
領
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
王
領
も
恐
ら
く
エ
ン
シ
ェ
ン
ト
・
ド
ミ

l
ン
で
あ
っ
た
ろ
う
。

ド
ワ
!
ド
俄
悔
王
の
時
代
に
、

七
つ
の
王
領
が
ど
の
よ
う
に
保
有
さ
れ
て
い
た
か
は
、
殆
ど
わ
か
ら
ず
、

サ
ー
ベ
イ
の
な
か
で
は
、

フ
ロ

ク
サ
ム
は
、

一O
六
六
年
メ
ル
シ
ヤ
の
伯
エ
ド
ウ
イ
ン
に
よ
り
保
有
さ
れ
て
い
た
、
と
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
征
服
以
前
、

他
の
王
領
が
誰
か
に
与
え
ら
れ
た
こ
と
を
示
す
資
料
は
な
い
し
、

カ

i
ト
リ
ン
ト
ン
は
、
確
実
に
エ
ド
ワ
ー
ド
が
保
有
し
て
い
た
し
、

デ
ィ
ン
ト
ン
に
つ
い
て
も
同
様
な
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
「
サ
ー
ベ
イ
全
体
の
語
調
か
ら
み
て
、
ベ
ン
シ
ン
ト
ン
、
ウ
ッ
ト
ン
、
パ
ン
プ

ト
ン
、
シ
ッ
プ
ト
ン
も
王
の
手
に
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
」
の
で
あ
る
。
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
シ
ャ

i
は
、
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
が
エ
ン
シ
ェ

ン
ト
・
ド
ミ
l
ン
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
た
典
型
的
な
州
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
や
が
て
、
二
つ
の
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
を
除
き
、

ハ
ン
ド

レ
ッ
ド
は
王
領
地
と
と
も
に
私
人
の
手
に
移
る
の
で
あ
る
が
。

ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
が
特
定
の
マ
ナ
!
と
く
に
エ
ン
シ
ェ
ン
ト
・
ド
ミ

i
ン
に

中世におけるウッドストックとその近辺

結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
及
び
、
そ
れ
が
そ
の
マ
ナ
!
の
援
与
と
と
も
に
し
ば
し
ば
援
与
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
は
、

」
の
マ
ナ
ー
が
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
の
中
心
を
な
し

ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
の
行
政
(
あ
る
い
は
課
税
、
裁
判
等
)
が
そ
こ
の
王
領
を
中
心
に
な
さ

れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
こ
と
は
、

ウ
ッ
ト
ン
・
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
に
つ
い
て
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

ト
ン
は
こ
の
ハ
シ
ド
レ
ッ
ド
の
中
心
で
あ
っ
た
ろ
う
し
、
そ
こ
の
役
人
(
リ

1
プ
)
は
、
王
領
及
び
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
の
行
政
を
担
当
し
て

い
た
に
ち
が
い
な
い
。
実
際
、
行
政
単
位
と
し
て
の
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
は
、
特
定
の
王
領
地
を
中
心
に
百
ハ
イ
ド
の
単
位
で
つ
く
ら
れ
た
と

い
え
そ
う
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
課
税
は
、
こ
の
行
政
単
位
を
基
礎
に
|
|
こ
の
行
政
単
位
を
創
出
し
た
の
で
は
な
く

l
!な
さ
れ
た
の

に
ち
が
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
ア
プ
ト
ン
な
い
し
ウ
ッ
ト
ン
は
、

ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
の
中
心
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
ハ
ン
ド
レ

y

ド

の
中
心
は
や
が
て
す
ぐ
と
な
り
の
ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
に
移
さ
れ
る
。
そ
も
そ
も
、

サ
ー
ベ
イ
の
時
期
に
は
す
で
に
、

ウ
ッ
ト
ン
は
そ
れ
ほ

ど
大
き
な
村
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
。

ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
の
行
政
の
中
心
で
あ
っ
た
七
つ
の
王
領
地
は
、

そ
れ
ぞ
れ
王
に
年
々
貨
幣
で
地
代

ノ、

ンニLJ、、ア
プ

北法21(1・11)11



説

八
五
ポ
ン
ド
で
あ
っ
た
が
、

ウ
ッ
ト
ン
・
マ
ナ
ー
は
最
も
少
な
く
、

八
ポ
ン
ド
に
す
ぎ
な
い
。
王
に
納
め
る
額
の
う
ち
で
は
一
般
に
地
代
の
額
は
最
も
重
要
な
の
で
あ
る
が
、
金
納
化
さ
れ
た
地
代
が
こ
こ
で

を
お
さ
め
て
お
り
、

ベ
ン
シ
ン
ト
ン
・
マ
ナ
ー
が
最
も
多
額
で
、

論

は
非
常
に
少
な
い
の
で
あ
る
。

各
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
の
な
か
に
ど
の
村
が
属
し
て
い
た
か
は
、
直
接
に
は
わ
か
ら
な
い
。
そ
れ
が
わ
か
る
の
は
、
早
く
と
も
一
二
七
九
年

の
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
・
ロ

l
ル
以
後
で
あ
る
。
し
か
し
、

い
ま
ウ
ッ
ト
ン
・
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
に
属
し
て
い
た
村
落
を
、

の
ち
の
ハ
ン
ド
レ
ッ

ド
の
範
囲
か
ら
類
推
し
て
み
る
と
、
第

E
表
に
示
さ
れ
た
ご
と
く
で
あ
っ
て
、
そ
の
数
は
四

O
(プ
ラ
ス
四
)
前
後
と
み
ら
れ
る
。
た
だ

し
、
こ
の
う
ち
、

グ
リ
ン
プ
ト
ン
、

ウ
ッ
ト
ン
の
一
部
、

シ
プ
ト
ン
は
ノ
サ
ン
プ
ト
ン
シ
ャ

オ
ー
バ
ー
な
い
し
ネ
ザ
l

・
ウ
ォ

1
ト
ン
、

エ
イ
ン
シ
ャ
ム
と
、

リ
ン
カ
ー
ン
司
教
の
所
領
で

ー
の
部
分
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
サ
ー
ベ
イ
当
時
は
、

あ
り
、
こ
の
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
に
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
し
、
ラ
ド
フ
ォ
ー
ド
は
こ
の
州
に
属
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
明
ら

ヨ
1
ン
ト
ン
の
一
部
は
、

か
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
七
つ
の
村
な
い
し
そ
の
一
部
を
除
い
て
、
各
村
の
ハ
イ
ド
数
を
総
計
す
る
と
、

ほ
ぼ
三
一

O
ハ
イ
ド
と
な
る
。

こ
れ
は
サ
ー
ベ
イ
で
評
価
さ
れ
て
い
る
一
一
一
つ
の
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
分
よ
り
も
一

O
ハ
イ
ド
だ
け
多
い
。
表
中
に
一
不
さ
れ
た
村
の
な
か
に
は
、

こ
の
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
に
属
し
な
い
村
が
て
二
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
な
お
、
こ
の
州
の
村
の
ハ
イ
ド
数
の
単
位
、
が
五
ハ
イ
ド
で
あ
っ
た

こ
と
は
ほ
ぼ
確
実
で
あ
り
、
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な
い
し
、
ま
た
表
か
ら
も
か
な
り
よ
く
示
唆
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

」
の
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
の
《
人
口
》
は
|
|
リ
ン
カ
ー
ン
司
教
の
領
地
、

エ
イ
ン
シ
ャ
ム
と
ヨ

l
ン
ト
ン
の
一
部
を
除
い
て
み
る
と

1
1

九
六
二
人
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
ラ
ド
フ
ォ
ー
ド

i
l所
属
不
明
ー
ー
を
除
け
ば
、
九
四
八
名
と
な
る
。
と
な
り
の
。
フ
ラ
ウ
リ
l

・
ハ
ン
ド

レ
ッ
ド
は
七
二
九
名
で
あ
る
。
う
ち
わ
け
は
、
《
ヴ
イ
レ

l
ン
》
五
四
二
人
、
《
ボ
デ
ィ
ア
》
二
七

O
人
、
《
サ

l
フ
》
一
五
五
人
で
あ

る
。
プ
ラ
ウ
リ
l
・
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
で
は
、
こ
れ
に
対
応
す
る
人
数
は
、
四
二
四
人
、
二
二
五
人
、
八

O
人
で
あ
り
、
割
合
は
ほ
ぼ
同
じ

で
あ
る
。
サ
!
フ
の
割
合
が
、
ウ
ッ
ト
ン
・
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
で
は
、
若
干
大
き
い
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
は
直
領
地
の
割
合
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ウットン・ハンドレッドのサーベイ(第E表〕

1 1-1直 領 主
小作地 畔価Lポンド

村 善事 直 領 主 中間領主 ノ、イ ド 7:/1'チ{ムl十サーブ チームI~t レ171 前|後:

N.アストン ソールズベリのエドワード アンジュテイル 9 20 3 7 5 6 10 10 12 
M.アストン 玉 サリック 1 h 1 v lOox 2 2 4 20 s 40 s 

スタフォードのロパート ギルパート 2h2%v 4 2 3 2 2 4 3 3 
S.アストン パイヨーの司教 ハ γフリー 5 9 4 6 6 12 2 10 14 
S.ノ{一トン パイヨーの司教 アダム 10 16 4 9 14 18 5 12 20 

イード パイヨーの司教 ウォダード 1弘 3 2 2 4 40 s 60 s 

ベグブルック ウィリアムイ白 ロジャー・ド・ラシー
4h 1 v 6 2 2 6 3 100s 

4 (ラノレフ更に受領) (6) 
プレイドン パイヨーの司教 アダム 5 7 2 2 2 8 8 6 6 
カシントン パイヨーの司教 ウエオダード 2% 3 2 3 4 60 s 100s 

パイヨーの司教 イノレノミート 6 6 2 一 4 14 6 4 110 s 
コグズ パイヨーの司教 ウォダード 5 8 2 3 10 10 
グム パイヨーの司教 4 2 2 3 6 6 6 10 
デディントン パイヨーの司教 36 30 10 25 20 64 10 40 60 

ヘンプトン ギファード ラノレプ 10 10 2 7% 13 4 6 6 
ダンスロープ リジヮの司教 5 8 3 3 3 3 

エプノレーイ白 5 5 2 2 4 2 60 s 100 s 



ノ、ンノミラー ロパート 9 12 2 5 10 20 6 10 10 
ヘンシントン パイョーの司教 アンガー 5 v 10 12 

ウィリアムイ白 ロノ、ート 5 v 2 20 s 25 s 

イプリのロジャー ウィリアム 2弘 2弘 2 2 弘 4 40 s 40 s 
，、イスロープ ハスコノレフ・マザード 5 8 2 5 2 4 100 s 4 
イノレペリー スタッフォードのロパート ガディス 1 h 1 v 2 1 :弘 2 ろ告 3 20 s 40 s 

キドリントン オイリーのロパート 14 12 3 2 4 32 8 8 14 

N.キデイントン ウィリアムイ白 ロジャー・ド・ラシー
1 h 2%v (ラノレフ) 2% 3 3 30 s 40 s 

o.キデイントン ハスコノレプ・マザード メイノ 5 6 2 4 2% 7 10 3 4 
N. リー イプリのロジャー ゴドフリイ 10 10 2 12 33 8 10 10 

s.ニューイントン パイヨーの司教 アダム 2ろも 2 5 2 30 s 30 s 

パイヨーの司教 アダム 4 3 2 2 3 2 40 s 50 s 

パイヨーの司教 ウォダFード 3 ~Í! 4 50 s 60 s 

パイヨーの司教 ウォダード

ウィリアム伯 アンセテイル(ロパート) 4 3 4 40 s 50 s 
ロウザム |ィプリのロジャー ウィリアム 3 h 予告v 6 3 3 3 7 8 4 100 s 

オイリーのロパート レイナノレド 3 h 1 v 9 3 3 8 6 4 4 
サンドフォード アダム 14 - 1 v 16 3 2 13 24 13 10 20 
シプトン パイヨーの司教 イノレパート 2% 3 2 4 3 3 40 s 4 
スタントン・ハーコート パイヨーの司教 26 23 5 12 17 55 28 30 50 
ストンフィーノレド スタッフォードのロパート アリュアリック 2 20 s 30 s 

タックリー ロパート 8 10 4 2 6 20 9 8 17 
ネザコート パイヨーの司教 ヒュー 1 h 弘V I 20 s 20 s 



G.チュー 16 26 6 14 16 31 8 20 40 

L.チュー パイヨーの司教 ウォダード 20苛 12 s 

パイヨーの司教 ハンフリー 3% 4 2 50 J 50 s 

パイヨーの司教 イノレパート 2 2 3 2 405 40 s 

リジウの司教 ロトロック 2 30 s 30 s 

D.チュー |パイヨーの司教 ウォダード 3ろも 2 6 3 3 

リジウの司教 3 4 2 5 40 s 60 s 

スタッフォードのロパート ユーリン 3% 2 1弘 2 60 s 50 s 

オイリーのロパート ユーリン 7 7 3 3 4 8 3 7 9 

スラップ イプリのロジャー ウォダードの息子 3 6 2 6 6 

ウォーター・イ一トン オイリーのロパート 5+3ろも 5 9 26 7 6 100 s 

ホワイト・ヒノレ パイヨーの司教 ロシャー 3 v 20 s 25 s 

イプリのロジャー ゴドプリイ 1% 2 2 40 s 60 s 

ウイノレコート パイヨーの司教 ウォダード 1弘 2 b 30 s 40 s 

ウィドリー ウィ Pアムイ向 アンシティノレ・グレイ 2 2 2 2 40 s 50 s 

ウノレパーコート イプリのロジャー ゴトフリイ 5 6 4 13 7 100 s 100 s 

ウットン 王 5 4 6 10 11 10 s 18 

ラドウェノレ パイヨーの司教 ウォ夕、ード 1 ;11 2 30 s 50 s 

オイリーのロノごート レイナノレド 1% 20 s 5 s 

l ヘアイソグのアヌノレフ ~5sl AOs 



サーステインの息子 オズモンド 2 1% 2 208 40 s 

o. & N.ウオートン パイョーの司教 アダム 3 h 弘v 5 2 2弘 3 7 40 s 60 s 

アノレウイ 一 2 h一弘v 3 2 3 40 s 40 s 

ウオートン ウィリアム ロジャー(ロパート) 5 5 2 3 8 5 4 6 
ヨーントン パイヨーの司教 ロジャー ろ告

グリンプトン コンスタンテイン ウイりアム 10 6 6 6 5 15 5 6 8 
シプトン フゴユス ヒュー 2% 4 2 4 2 3 40 s 41i lOs 

ウットン コンスタンテイン ウィリアム〈イノレガー〉 5 6 2 2 5 14 2 4 100 s 

O. &N.ウオートン コンスタンティン ジャースティン ろ告 ろ告 58 10 s 

ラドフォード 3 4 8 I 50 s I 3 

エインシヤム リンカーン司教 コロンノミン 15弘 18 3 15 34 33 20 20 
ヨーントン リンカーン司教 ロジャー 予告



The Archbishop of Cant町bury

The Bishop of Winchester 

The Bishop of Salisbury 

The Bishop of Exeter 

The Bishop of Lincoln 

The Bishop of Bayeux 

The Bishop of Lisieux 

The Abbey of Abindon 

The Abbey of Battle 

The Abbey of Winchcombe 

The Abbey of Preaux 

The Church of St. Denis of Paris 

The Canous of Oxford and others(4) 

Earl Hugh 

The Count of Mortain 

The Count of Evr四 X

Earl Aubrey 

Count Eustace 

Wa¥ter Giffard 

Wi1liam Fitz Ansculf 

William de Warene 

周王直属の家臣(第国表)

William Levric 

Wi1liam son of Manne 

I¥bod brother of Ernulf de Hesdin 

Reibald 

Robert son of Murdrac 

Osb町nGifard 

Benzelin 

The Countess Judith 

Cristina 

The Wife of Roger de Ivri 

Hascoit Musard 

Turchil 

The Land of Earl William 

Richard Ingania and other 

servants of the King 

Richard Ingania 

Rainald the archer 

Robert the son of Turstin 

Rannulf 

Roger 

Robert the son of Ralf 



William Pevrel 

Hemy de Fereires 

Hugh de Bolebech 

Hugh de Ivry 

Robert de Stadford 

Robert de Oigly 

Roger de 1 vri 

Ralf de Mortemer 

Rannulf Pevrel 

Richard de Curci 

Richard Puingiand 

Berenger de Tod町註

恥1i1oCrispin 

GUY de Reinbodcurth 

Ghi10 the brother of Ansculf 

Gilbert de Gand 

Geoffrey de Mannevile 

Emulf de Hesding 

Edward of Salisbury 

Suain the Sheriff 

Alfred Nepos of Wigot 

Guy de Oi1gi 

Walter Ponz 

Wi11iam 

Hervey 

Wi¥liam 

Geoffrey 

Gemio 

Teodric the goldsmith 

Aretius 

Saric 

Siward the huntsman 

Lewin 

Goduin 

Alwi 

Alsi 

Lewin 

Sawold 

Alvric 

Ordgar 

Sawold 

Alwi 

Hervey也em臨 enger

(パッキソガンジャーのなかに記載されている〉

Saint Oswald of Gloucester 

〈グロースタージャーのなか〉



が
若
干
大
、
J
C

い
た
め
で
あ
ろ
う
。
い
づ
れ
の
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
に
も
自
由
農
民
は
い
な
い
。

農
民
《
人
口
》
の
ほ
か
に
、
家
族
数
は
別
と
し
て
、
国
王
直
属
の
家
臣
及
び
彼
ら
か
ら
領
地
を
与
え
ら
れ
て
い
る
家
臣
、
ま
た
、
僧
侶

門
別
)

ゃ
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
自
由
人
等
、
自
由
人
も
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
州
に
領
地
を
も
っ
国
王
直
属
の
家
臣
は
八
九
名
前
後
で
あ

い
う
ま
で
も
な
く
彼
ら
は
こ
の
州
に
住
ん
で
い
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
り
、
こ
の
州
に
住
ん
で
い
た
家
臣
の
数
を
数
え
る
こ
と

は
不
可
能
で
あ
る
。
僧
侶
の
数
も
正
確
に
は
わ
か
ら
な
い
し
、
ま
た
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
に
住
む
自
由
人
の
数
も
、
サ
ー
ベ
イ
は
も
う
ら

的
で
は
な
く
、
正
確
に
は
わ
か
ら
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
か
り
に
、
サ
ー
ベ
イ
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
資
料
か
ら
類
推
し
て
み
る
と
一

O
一

る
が
、

八
の
《
テ
ネ
メ
ン
ト
》
が
あ
っ
た
、

と
思
わ
れ
る
。
う
ち
、
二
九
七
は
、
城
壁
の
修
理
・
補
強
の
負
担
を
課
さ
れ
て
い
る
テ
ネ
メ
ン
ト
で

オ
ッ
グ
ス
フ
ォ

I

中世におけるウッドストックとその近辺

ノ、ンドレッド 領 主

明Tooton 王

Chadlington E. of Gloucester 

Bullington Hugh de Plessy 

Ploughley 王

Bampton William de Valence 

Ewelme E. of Cornwall 

Bloxham Almaric de St. Amand 

Lewknor 

Binfield E. of Cornwall 

Langtree 

Pyrton 

Banbury りγヵーン司教

Dorchester リンカーン司教

Tharne リンカーン司教

ハンドレッドの所有者(第W表〉

あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
う
ち
六
七
は
、

ド
の
市
民
と
い
わ
れ
る
も
の
が
所
有
し
て
い
る
も
の
で

か
な
り
身
分
の
'
丙
い
州
の
家

臣
た
ち
が
所
有
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

あ
り
、
残
り
一
一
一
七
は
、

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
シ
ャ

l
内
に
領
地
を
も
っ
国
王

直
属
の
家
臣
の
数
は
、
八
九
名
前
後
で
あ
り
、
そ
の
名

前
は
第
困
表
に
示
す
ご
と
く
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
俗

人
の
家
臣
で
、

一
応
重
要
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の

は
、
四
三
名
も
い
る
。
大
き
さ
で
は
中
ぐ
ら
い
で
あ
る

こ
の
州
に
し
て
は
、
こ
の
人
数
は
「
多
す
ぎ
る
」
と
言

北法21(1・13)13



説

わ
ざ
る
を
え
な
い
。
つ
ま
り
、
州
内
に
大
き
な
領
地
を
も
っ
家
臣
が
少
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
全
国
的
な
大
領
主
が
か
な
り
多
く
こ

こ
に
領
地
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
州
の
領
地
に
は
、
全
国
的
な
大
領
主
の
領
地
の
一
片
を
な
す
に
す
ぎ
な
い
も

論

w
・
ギ
フ
ァ

l
ド、

の
が
多
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
事
実
、

H
・
ド
・
フ
エ
ラ
l
ズ、

R
・
ベ
ブ
レ
ル
、

G
・
ド
・
レ
イ
ン

プ
ド
カ
ス
、

R
・
ド
・
モ
ー
タ
イ
マ
ー
、

H
・
ム
ザ
l
ド
の
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
シ
ャ

l
内
の
領
地
は
そ
う
し
た
も
の
で
あ
る
。
ベ
レ
ン

ガ
l

・
ド
・
ト
ド
ニ
、

G
・
ド
・
ガ
ン
、

w
・
ド
・
ウ
ォ

i
レ
ン
も
他
の
州
に
大
き
な
領
地
を
も
っ
権
円
で
あ
る
。
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド

シ
ャ
ー
に
は
、
伯
ク
ラ
ス
の
人
物
は
定
住
し
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
《
ア
ナ
ー
キ
ー
》
の
時
代
に
、

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
伯
が
モ

l

オ
l
ブ
リ
・
ド
・
ヴ
ィ
ア
l
に
与
え
ら
れ
た
が
、
彼
は
こ
の
州
内
に
殆
ど
領
地
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ

は
《
伯
は
タ
イ
ト
ル
の
州
に
領
地
を
も
っ
権
円
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
観
念
が
無
視
さ
れ
た
》
ケ

l
ス
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
彼
女
も
、

ド
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
、

テ
ィ

l
ヴ
ン
と
と
も
に
、
重
要
な
パ
ロ
ン
の
支
持
が
余
り
に
も
ほ
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。

州
内
に
最
も
多
く
の
領
地
を
も
つ
も
の
は
、
バ
イ
ヨ

l
の
司
教
オ
ド
ー
で
あ
っ
た
。
バ
ラ
ー
ド
に
よ
れ
ば
、
司
教
の
領
地
の
チ
l
ム
数

は
三

O
一
で
あ
り
、
事
実
オ
ド

l
の
領
地
(
チ
l
ム
数
二

O
O
O以
上
)
は
、

ケ
ン
ト
(
九
一
九
メ
)
に
つ
い
で
こ
の
州
に
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
モ
ル
タ
ン
伯
は
こ
の
州
に
は
殆
ど
領
地
を
も
っ
て
い
な
い
。
オ
ド
l
は
叛
乱
の
か
ど
で
、

一
O
八
二
年
以
来
投
獄
さ
れ
て
お
り
、

ま
た
司
教
の
所
領
は
、

ク
l
タ
ン
ス
の
司
教
た
ち
の
所
領
と
同
じ
く
、

王
か
ら
の
《
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
》
援
与
で
あ
っ
て
、

リ
ジ
ウ
、

九
七
年
彼
の
死
亡
と
同
時
に

l
lそ
れ
以
前
で
は
な
か
っ
た
が
P

1

1
彼
の
領
地
は
解
体
し
て
し
ま
っ
た
。
解
体
し
た
領
地
は
、

新
た
に
パ
ロ
ニ
ー
を
形
成
す
る
よ
う
に
な
っ
た
し
、
他
の
も
の
は
、
他
の
国
王
直
属
の
家
臣
の
所
領
に
加
え
ら
れ
た
。
ま
た
王
領
に
編
入

一
部
は
、

さ
れ
た
も
の
も
あ
る
(
た
と
え
ば
、

ウ
ヅ
ド
ス
ト
ッ
ク
の
と
な
り
の
村
、
プ
レ
イ
ド
ン
)

o

所
領
の
解
体
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
パ
ロ
ニ

1

ウ
ォ
ダ
l
ド
の
そ
れ
で
あ
る
。
彼
は
司
教
の
領
地
の
う
ち
一
八
メ
の
領
地
を
授
与
さ
れ
、
彼

の
う
ち
、
こ
の
州
で
最
も
重
要
な
も
の
は
、

の
こ
の
州
内
の
領
地
(
タ
イ
ス
ロ
ー
プ
、

フ
リ
ン
グ
フ
ォ
ー
ド
、

カ
シ
ン
ト
ン
、

ウ
イ
ル
コ

l

ト
、
プ
ラ
イ
タ
ン
プ
ト
ン
、

サ
ウ
ス
・
ニ

北法21(1・14)14
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ー
イ
ン
ト
ン
、
パ

1
ト
ン
・
イ
l
ド
、
ボ
ル
ズ
コ

l
ト、

リ
ト
ル
・
チ
ウ
、
ラ
ド
ウ
ェ
ル
、
コ
グ
ズ
。
傍
線
は
ウ
ッ
ト
ン
・
ハ
ン
ド
レ
ッ

ド
内
の
村
落
)
は
、
他
の
諸
州
の
領
地
と
と
も
に
、

ア
1
シ
ッ
ク
の
パ
ロ
ニ
ー
を
形
成
す
る
。
こ
の
パ
ロ
ニ

l
の
中
心
が
ウ
ッ
ト
ン
・
ハ

ン
ド
レ
ッ
ド
内
の
コ
グ
ズ
に
な
る
の
で
あ
る
。

他
の
州
に
お
け
る
よ
う
に
、
こ
の
州
で
も
、

サ
ー
ベ
イ
の
編
者
は
、
俗
人
の
バ
ロ
ン
の
な
か
で
は
、

フ
ラ
ン
ス
で
の
《
コ
ン
ト
》
、
英

国
で
の
《
ア

1
ル
》
の
称
号
を
も
つ
も
の
に
対
し
優
位
し
た
位
置
を
与
え
て
い
る
。
そ
の
う
ち
最
も
重
要
な
人
物
は
、

l
ル
・
ヒ
ュ
ー
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
彼
か
ら
所
領
を
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
の
う
ち
、
少
な
く
と
も
三
名
の
も
の
、

チ
ェ
ス
タ
l

の
ア

ウ
ォ
ル
タ

l
、

寺
、
、
、

|

}

 

ノ

1
1
1

ウ
ィ
リ
ア
ム
は
極
め
て
重
要
な
人
物
で
あ
る
。
ウ
ォ
ル
タ
!
は
、

チ
ェ
ス

チ
ェ
シ
ャ

I
に
お
け
る
伯
か
ら
の
受
領
者
で
あ
り
、

タ
l
伯
の
バ
ロ
ン
た
ち
の
一
人
で
あ
っ
た
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
は
、

チ
ェ
ス
タ
ー
の
《
コ
ン
ス
タ
ブ
ル
》
で
も
あ
っ
た
し
、

ロ
パ

l
ト
は
す
ぐ

の
ち
に
述
べ
る
オ
イ
リ

l
の
ロ
パ

l
ト
と
思
わ
れ
る
。

オ
イ
リ

l
家
の
受
領
の
関
係
は
一
三
世
紀
ま
で
つ
づ
い
て
い
た
(
サ
ウ
ス
・
ウ
ェ

中世におけるウッドストッ Fとその近辺

ス
ト
ン
と
ア

1
ド
リ

l
村
)

0

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
シ
ャ

l
の
政
治
に
深
く
関
係
し
、
州
で
実
力
を
も
っ
て
い
た
人
物
は
、
伯
の
下
に
位
す
る
よ
う
な
パ
ロ
ン
た
ち
で

あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
パ
ロ
ン
と
し
て
、

オ
イ
リ

l
の
ロ
パ

l
ト
、
ミ
ロ
・
ク
リ
ス
ピ
ン
、

イ
ブ
リ
の
ロ
ジ
ャ
ー
を

あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
ら
は
州
内
に
パ
ロ
ニ
!
な
い
し
オ
ナ
!
の
中
心

E
℃
E

Y

C
ロ
R
U
を
も
っ
て
い
た
国
王
直
属
の
家
臣
で
あ

る
。
サ
ー
ベ
イ
当
時
、

ロ
パ

l
ト
は
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
シ
ャ

l
及
、
ひ
ウ
ォ
リ
ツ
ク
シ
ャ

l
の
シ
エ
リ
プ
で
あ
っ
た
。
彼
は
、

オ
ッ
ク
ス

フ
ォ
ー
ド
の
玉
城
の
城
代
で
も
あ
っ
た
し
、

ク
リ
ス
ピ
ン
は
、
こ
の
州
や
近
辺
で
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
と
と
も
に
最
も
重
要
な
町
で
あ
っ

た
ウ
ォ
リ
ン
グ
フ
ォ
ー
ド
に
あ
る
玉
城
の
城
代
で
あ
っ
た
。

ロ
パ

l
ト
は
、

ウ
ィ
リ
ア
ム
公
の
家
臣
(
ロ
ー
ヤ
ル
・
コ
ン
ス
タ
ブ
ル
)
で

あ
り
征
服
に
従
軍
し
た
。
征
服
後
た
だ
ち
に
(
一

O
六
六
年
)
パ
ロ
ニ

l
の
中
心
を
な
す
よ
う
に
な
る
州
北
部
の
フ
ッ
ク
・
ノ
ー
ト
ン
を
与

え
ら
れ
、
や
が
て
漸
次
、
州
北
部
を
中
心
に
広
大
な
領
地
を
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ロ
パ

i
ト
は
、
サ
ク
ソ
ン
時
代
の
最
も
重
要
な
セ ロ

北法21(1・15)15



百党

一
門
の
領
地
を
ふ
や
し
て
い
っ
た
。
ウ
イ
ゴ
ッ
ト
は
、
征
服
の
時
期
に
ウ
ォ

イ
ン
で
あ
っ
た
サ
ク
ソ
ン
人
ウ
イ
ゴ
ッ
ト
の
娘
を
め
と
り
、

リ
ン
グ
フ
ォ
ー
ド
の
領
主
で
あ
り
、

と
く
に
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
シ
ャ
!
と
パ
l
ク
シ
ャ
!
に
多
く
の
領
地
を
も
っ
て
い
た
。
征
服
に
さ

論

い
し
彼
は
征
服
王
に
協
力
的
で
あ
っ
た
，
o

セ
ン
ラ
ッ
ク
の
戦
い
、

ロ
ン
ド
ン
へ
の
突
入
の
失
敗
後
、

ウ
ィ
リ
ア
ム
公
が
、

ウ
ォ
リ
ン
グ
フ

ォ
1
ド
の
地
点
で
テ
l
ム
ズ
河
を
渡
ろ
う
と
し
た
と
き
、
彼
は
公
を
歓
待
し
た
の
で
あ
る
。
彼
の
息
子
も
ゲ
ル
ベ
ロ
イ
の
戦
い
に
お
い
て

玉
の
た
め
に
討
ち
死
し
た
の
で
あ
り
、
彼
の
戦
死
に
は
、
美
談
も
の
こ
さ
れ
て
い
る
。
征
服
後
、
所
領
を
奪
わ
れ
た

サ
ク
ソ
ン
人
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
l
は
極
め
て
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
な
か
に
あ
っ
て
ウ
イ
ゴ
ッ
ト
は
か
な
り
よ
く
領
地
を
維
持
す

征
服
王
に
従
軍
し
、

る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

サ
ク
ソ
ン
人
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
!
と
親
密
で
あ
っ
た
の
で
あ

オ
イ
リ
!
の
ロ
パ

l
ト
は
と
く
に
、

ろ
う
か
。
サ
ク
ソ
ン
人
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
は
こ
の
州
で
は
征
服
者
と
と
く
に
親
密
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

フ
・
ド
イ
リ
l
に
一
セ
イ
ン
を
与
え
て
も
い
る
。
「
英
国
人
の
権
門
と
征
服
王
の
従
者
が
親
密
な
関
係
、
少
な
く
と
も
平
和
的
な
関
係
に
あ

っ
た
短
い
期
間
」
が
、
少
な
く
と
も
こ
の
州
に
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
オ
イ
リ
!
の
ロ
パ
l
ト
は
、
征
服
後
、
王
の
許
し
を
え
て
、
ウ
イ

エ
ド
ウ
イ
ン
伯
は
、
ラ
ル

ゴ
ッ
ト
の
娘
を
め
と
っ
た
の
で
あ
り
、

ウ
イ
ゴ
ッ
ト
の
死
後
、
所
領
の
多
く
は
彼
の
妻
の
手
に
移
り
、

さ
ら
に
ド
オ
イ
リ
l
家
の
も
の
に

サ
ー
ベ
イ
の
時
期
に
は
、
彼
は
州
内
に
二
四
の
所
領
を
も
っ
て
い
た
。
も
っ
と
も
、
彼
の
後
を
つ
い
だ
の
は

a
|
l
息
子
が
い
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
|
|
彼
の
兄
弟
の
ナ
イ
ジ
ェ
ル
で
、
こ
の
ナ
イ
ジ
ェ
ル
の
子
孫
、
が
オ
イ
リ
l
家
を
つ
ぎ
州
の
名
門
と
な
る
の
で
あ
る
。

な
っ
た
。

こ
の
一
門
も
一
二
三
三
年
に
男
系
が
絶
え
て
解
体
す
る
の
で
あ
る
が
。
な
お
、
サ
ー
ベ
イ
に
で
て
く
る
ギ
ュ
イ
・
ド
オ
イ
リ
l
は
、

パ
l
ト
の
弟
で
あ
り
、
州
で
は
王
か
ら
一
つ
の
マ
ナ

1

(
ウ
イ
ギ
ン
ト
ン
村
)
を
受
領
し
て
い
た
。
ロ
パ

1
ト
と
ウ
イ
ゴ
ッ
ト
の
娘
の
聞

に
は
娘
モ

l
ド
が
お
り
、
ウ
ォ
リ
ン
グ
フ
ォ
ー
ド
の
パ
ロ
ニ

l
の
領
主
ク
リ
ス
ピ
ン
は
、
こ
の
モ
!
ド
を
妻
と
し
て
迎
え
た
の
で
あ
る
。

ク
リ
ス
ピ
ン
は
ノ
l
マ
ン
デ
イ
の
古
い
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
!
の
出
で
あ
り
、
征
服
後
は
ウ
ォ
リ
ン
グ
フ
ォ
ー
ド
城
の
警
備
を
任
さ
れ
て
い

た
。
ま
た
彼
は
ウ
イ
ゴ
ッ
ト
の
領
地
の
多
く
を
与
え
ら
れ
て
い
た
か
、
少
な
く
と
も
そ
l
ド
と
の
結
婚
に
よ
っ
て
、

ク
リ
ス
ピ
ン
家
の
領

北法21(1・16)16
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地
、
ウ
ォ
リ
ン
グ
フ
ォ
ー
ド
の
オ
ナ

i
は
巨
大
な
も
の
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
シ
ャ
ー
に
は
、
こ
う
し
て
大
領
主
の

コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
が
支
配
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
オ
イ
リ

1
家
一
門
と
ク
リ
ス
ピ
ン
家
の
連
合
は
更
に
、
こ
の
州
に
オ
ナ
l
の
本
拠
を
も
っ

イ
ブ
リ
の
ロ
ジ
ャ
ー
に
よ
っ
て
も
強
化
さ
れ
て
い
た
。

ロ
バ

l
ト
は
戦
友
で
あ
る
ロ
ジ
ャ
ー
に
、

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
東
方
の
ベ
ッ
ク
リ

イ
の
領
地
を
ゆ
ず
り
、

ロ
ジ
ャ
ー
は
こ
こ
を
英
国
内
の
領
地
の
本
拠
と
し
た
の
で
あ
る
。

ロ
ジ
ャ
ー
は
英
国
内
の
城
を
任
さ
れ
る
こ
と
は

な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
ノ

1
7
γ

の
城
塞
の
う
ち
あ
る
い
み
で
は
最
重
要
と
も
い
え
る
ル

l
ア
ン
の
警
護
を
(
一

O
七
八
年
)
ま
か

さ
れ
た
ほ
ど
の
人
物
で
あ
っ
た
。
伯
ク
ラ
ス
の
も
の
が
定
住
し
て
い
な
い
こ
の
州
で
は
、
こ
れ
ら
三
家
の
連
合
勢
力
は
圧
倒
的
で
あ
っ
た

に
ち
が
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
家
門
の
領
地
は
、

サ
ー
ベ
イ
に
記
載
さ
れ
た
ス
ペ
ー
ス
の
五
分
の
一
以
上
を
占
め
て
も
い
る
の
で
あ
る
。
ク

リ
ス
ピ
ン
は
子
を
残
さ
ず
に
死
ん
だ
(
一
一

O
七
年
)
が
、
妻
の
モ

l
ド
は
プ
ル
タ

l

ニ
ュ
公
の
庶
子
で
あ
る
守
ブ
ラ
イ
ア
ン
・
フ
ィ
ッ
ツ

-
コ
ン
ト
と
再
婚
し
た
。
彼
は
ウ
ォ
リ
ン
グ
フ
ォ
ー
ド
の
オ
ナ
!
の
所
有
者
、

ウ
ォ
リ
ン
グ
フ
ォ
ー
ド
王
城
の
城
代
と
も
な
っ
た
。
孤
城

中世におけるウッドストックとその近辺

を
ま
も
っ
て
、
な
が
く
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
の
軍
隊
と
対
峠
し
た
の
は
彼
で
あ
る
。

ド
イ
リ

l
家
の
領
地
は
、

一
一
六
六
年
に
は
、
一
一
一
一
一
乃
の
旧
騎
士
領
と
、
ー
ー
ー
一
一
一
一
一
五
年
以
後
受
領
し
た
|
|
一
死
の
新
騎
士
領
の

広
さ
で
あ
っ
た
。
同
じ
年
ウ
ォ
リ
ン
グ
フ
ォ
ー
ド
の
オ
ナ
l

は、

一
O
O
M
の
旧
騎
士
領
と
、
七
%
の
新
騎
士
領
か
ら
な
っ
て
い
た
。
ベ

や
が
て
セ
ン
ト
・
パ
レ
リ
イ
家
の
も
の
と
な
り
、
こ
の
家
門
は
、
と
く
に
州
中
央
部
か
ら
東
北
部
に
か
け
て

(
パ
リ
ン
ド
ン
か
ら
プ
ラ
ウ
リ
l

の
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
)
所
領
と
勢
力
を
も
っ
た
。
州
東
北
部
の
ミ
ク
ス
ベ
リ
に
は
一
門
の
城
も
築
い
た
の

ベ
ッ
ク
リ
イ
か
ら
こ
こ
に
移
さ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。
全
所
領
は
一
一
六
一
年
に
は
五

O
の
騎
士
領
に
相

ッ
ク
リ

l
の
パ
ロ
ニ

l
は、

で
あ
り
、

オ
ナ
l
の
本
拠
は
、

当
し
た
。
パ
イ
ヨ

l
の
司
教
の
所
領
の
解
体
後
こ
の
州
を
中
心
に
形
成
さ
れ
た
ウ
ォ
ダ
ド
な
い
し
ア

l
シ
ッ
ク
家
の
パ
ロ
ニ

l
は
騎
士
領

二

O
乃
分
に
相
当
し
た
(
一
一
六
六
年
)
。

ド
ー
ム
ズ
デ
イ
以
後
、
州
に
本
拠
を
も
っ
パ
ロ
ニ
ー
が
一
、
二
形
成
さ
れ
て
い
る
。

へ
デ
イ
ン
ト
ン
の
パ
ロ
ニ

l
は、

ド
ー
ム
ズ

J

ア
イ
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説

一
一
四
二
年
頃
プ
ラ
グ
ネ
ッ
ト
家
に
与
え
ら
れ
て
形
成
さ
れ
、

の
ち
(
一
二

O
三
年
〉
ト
マ
ス
・
パ
セ
ッ

時
代
に
は
王
領
で
あ
っ
た
が
、

論

ト
に
与
え
ら
れ
た
。
ト
マ
ス
は
身
分
の
低
い
国
王
直
属
の
家
臣
で
あ
っ
た
が
、
有
能
な
官
吏
で
あ
っ
た
彼
は
、
娘
を
ウ
ォ
リ
ッ
ク
伯
に
と

ま
ご
娘
は
州
の
豪
族
ド
イ
リ
l
家
の
後
を
つ
い
だ
プ
レ
セ
テ
ィ
ス
家
に
と
つ
い
だ
(
一
二
四
三
年
〉
。
フ

つ
が
せ
る
ま
で
に
い
っ
た
し
、

ッ
ク
・
ノ

l
ト
ン
の
バ
ロ
ユ

l
は、

ウ
ォ
リ
ッ
ク
伯
の
手
に
移
っ
た
(
ご
二
世
紀
前
半
)

の
ち
、

一
三
世
紀
後
半
に
プ
レ
セ
テ
ィ
ス
家
に

移
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
l

l
確
実
と
は
云
え
な
い
が
|
|
ミ
ド
ル
ト
ン
・
ス
ト

l
ニ
l
は
キ
ヤ
ン
ヴ
イ
ル
家
の
パ
ロ
ニ

l
の
本

拠
に
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
キ
ャ
ン
ヴ
イ
ル
家
は
、
お
そ
ら
く
へ
ン
リ
l

一
世
の
時
代
に
、
こ
の
領
地
を
え
た
で
あ
ろ
う
(
一
門
は

ス
テ
ィ
i
ヴ
ン
の
最
も
熱
心
な
支
持
者
で
あ
っ
た
)
。
州
に
は
一
騎
士
分
の
こ
の
領
地
し
か
も
た
な
か
っ
た
が
二
門
は
こ
こ
を
パ
ロ
ニ
!

の
本
拠
に
し
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
一
二
世
紀
の
城
と
思
え
る
も
の
の
跡
が
残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
一
門
も
極
く
軽
い
身
分

や
が
て
リ
ン
カ
ー
ン
城
の
城
代
と
な
り
、
こ
れ
を
世
襲
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
リ
チ
ャ

l
ド
の
治
世

の
国
王
直
属
の
家
臣
で
あ
っ
た
が
、

に
、
ジ
ョ
ン
の
側
に
つ
き
王
に
叛
乱
し
て
敗
れ
、

二
0
0
0
マ
ル
ク
を
支
払
っ
て
領
地
を
回
復
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

一
門
で
あ

る
。
し
か
し
、
息
子
は
ジ
ョ
ン
王
に
反
抗
し
(
=
二
五
年
〉
、
滅
は
こ
の
た
め
に
と
り
つ
ぶ
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
シ
ャ

l
の
僧
院
そ
の
他
は
、
財
産
、
古
さ
、
知
的
水
準
等
で
、
そ
れ
ほ
ど
よ
い
も
の
で
あ
っ
た
と
は
云
え
な
い
。

財
産
の
点
で
は
、

と
な
り
の
パ

l
ク
シ
ャ

l
の
レ
デ
ィ
ン
グ
、

ア
ビ
ン
ド
ン
僧
院
と
は
較
べ
も
の
に
な
ら
な
か
っ
た
し
、
古
さ
で
も
や
は

り
隣
り
の
ウ

l
ス
タ

l
シ
ャ

l
の
僧
院
に
劣
っ
て
い
る
。
僧
院
解
体
当
時
、
年
八

0
0ポ
ン
ド
の
収
入
を
も
つ
よ
う
な
も
の
は
な
か
っ
た

し
、
サ
ク
ソ
ン
時
代
か
ら
断
絶
な
く
続
い
て
い
る
僧
院
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
は
云
う
も
の
の
、
世
俗
領
主
と
同
じ
よ
う
に
、
僧
院

も
州
に
か
な
り
の
所
領
、
教
会
を
も
ち
、
そ
の
他
部
落
に
対
す
る
種
々
の
権
利
を
保
有
し
た
。
ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
近
辺
の
も
の
で
は
征
服

前
か
ら
あ
っ
た
エ
イ
ン
シ
ャ
ム
僧
院
(
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
派
)
が
比
較
的
大
き
い
。
こ
の
僧
院
は
、

一
O
O五
年
、

エ
ル
ダ
l
マ
ン
の
エ
セ

ル
マ

I
ル
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
が
、
征
服
時
に
解
体
し
、

の
ち
再
び
一

O
九
四
年
な
い
し
一

O
九
五
年
に
最
終
的
に
建
立
さ
れ
た
の
で
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あ
る
。
パ
ト
ロ
ン
は
、
|
|
普
通
の
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
の
僧
院
と
ち
が
っ
て
、

一
一
九
六
年
、

王
で
は
な
く
|
|
司
教
で
あ
る
。

チ
ャ

l
ド
王
は
、
パ
ト
ロ
ン
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
が
、

セ
ン
ト
・
ヒ
ュ
ー
は
こ
れ
に
反
対
し
、
王
は
主
張
を
通
す
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。
ド

l
ム
ズ
デ
イ
・
サ
ー
ベ
イ
の
時
代
に
は
、
収
入
は
四

0
ポ
ン
ド
九
シ
ル
で
あ
っ
た
。
こ
の
高
は
、
英
国
の
僧
院
中
で
は
三
九
番

目
に
あ
た
る
。
ち
な
み
に
、

ア
ビ
ン
ド
ン
僧
院
は
四
六
二
ポ
ン
ド
三
シ
ル
コ
一
ペ
ン
ス
で
あ
る
(
八
番
目
)
。
し
か
し
、
以
後
急
速
に
大
き
く

な
り
、
こ
の
僧
院
は
、

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
シ
ャ
ー
だ
け
で
、

一
二
世
紀
末
ま
で
に
四
つ
の
マ
ナ

i

(
す
べ
て
州
北
部
)
、
八
つ
の
教
会
を

も
つ
よ
う
に
な
り
、

一
一
一
九
一
年
に
は
年
三
三
五
ポ
ン
ド
に
あ
た
る
財
産
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
僧
院
の
一
僧
侶
が
経
験
し

マ
チ
ウ
・
パ
リ
や
ウ
エ
ン
ド

l
パ
!
の
ロ
ジ
ャ
ー
に
よ
っ
て
も
取
り
上
げ
ら
れ
、
中
世
紀
に
は
か
な
り
重
視
さ
れ
た

と 7こ
言ヴ
わイ
れジ
るG ヨ
。)ン

そは
れ、

は

一
一
九
六
年
イ
ー
ス
タ
ー
前
の
木
曜
日
に
、
若
い
僧
が
ね
む
り
に
お
ち
、
土
曜
の
晩
に
息
を
吹
き
か
え
し
た
。

そ
の
間
彼
は
聖
ニ
コ
ラ
ス
と
と
も
に
別
界
に
行
っ
た
と
い
う
の
で
あ
り
、
彼
は
そ
こ
で
み
た
こ
と
を
物
語
り
、
こ
れ
が
マ
チ
ウ
に
取
り
上

中世におけるウッドストックとその近辺

げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

一
二
世
紀
に
は
、
こ
の
地
の
有
力
者
の
寄
進
に
よ
っ
て
、
多
く
の
僧
院
が
建
立
さ
れ
て
い
る
。
ウ
ッ
ト
ン
・
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
内
に
は
、

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
す
ぐ
近
辺
に
創
立
さ
れ
た
。
創
立

一
二
世
紀
の
前
半
に
名
門
の
子
女
た
ち
が
送
ら
れ
る
ゴ
ド
ス
ト
ウ
尼
僧
院
が
、

li 

こ
こ
で
も
あ
る
貴
夫
人
の
ヴ
イ
ジ
ョ
ン
が
ま
つ
わ
っ
て
い
る
。
ヴ
イ
ジ
ョ
ン
に
導
び
か
れ
て
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
近
辺
に
住
む

よ
う
に
な
っ
た
ウ
イ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
の
あ
る
ダ

l
ム
は
、
更
に
ヴ
イ
ジ
ョ
ン
に
導
か
れ
て
《
天
か
ら
さ
す
光
》
が
指
し
示
す
と
こ
ろ
に
尼

僧
院
を
建
立
し
た
の
で
あ
る
(
一
一
一
二
三
年
以
前
)
。
こ
こ
に
創
設
さ
れ
た
僧
院
は
《
最
も
高
貴
な
婦
人
》
二
四
名
が
住
む
も
の
と
な
っ

た
。
奉
納
の
儀
式
に
は
、

王
、
王
妃
、

カ
ン
タ
ベ
リ
ー
大
司
教
、

リ
ン
カ
ー
ン
、

ソ
I
ル
ス
ベ
リ
、
エ
ク
ス
タ

l
、
ウ
l
ス
タ

l
の
司
教
、

そ
の
他
が
列
席
し
た
し
、
建
立
さ
れ
た
位
置
は
、

セ
ン
ト
・
ジ
ョ

1
ン
の
ジ
ョ
ン
の
土
地
で
あ
り
、
彼
が
尼
僧
院
の
パ
ト
ロ
ン
に
な
っ
た

が
、
王
の
ス
テ
ィ

l
ヴ
ン
、
指
導
的
な
パ
ロ
ン
の
グ
ロ

l
ス
タ

l
の
マ
イ
ル
ズ
、

レ
ス
タ

l
伯
、
司
教
た
ち
、
近
辺
の
ア
ピ
ン
ド
ン
僧
院
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説

長
や
ウ
エ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
i
僧
院
長
が
こ
れ
に
寄
進
し
た
。
こ
の
尼
僧
院
は
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
チ
ッ
ク
で
あ
っ
て
、
英
国
南
部
の
高
貴
な
婦

人
た
ち
が
こ
こ
の
尼
僧
に
な
っ
た
し
、
権
門
か
ら
の
寄
進
も
以
後
も
相
つ
い
で
な
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
グ
ロ

l
ス
タ
l
シ
ャ

l
の
ク
リ

論

フ
ォ
ー
ド
家
も
こ
こ
に
寄
進
し
た
一
門
で
あ
り
、

ヘ
ン
リ
i
二
世
が
寵
愛
し
た
《
フ
ェ
ア
l

・
ロ
ザ
ム
ン
ド
》
が
こ
こ
に
埋
葬
さ
れ
る
こ

さ
れ
て
い
る
。

一
二
世
紀
は
こ
の
尼
僧
院
の
絶
頂
期
で
あ
り
、
規
律
も
よ
く
保
た
れ
て
い
た
と

一
二
九
一
年
の
年
収
は
二

0
0
ポ
ン
ド
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
貴
族
的
な
こ
こ
の
尼
僧
に
は
こ
れ
で
は
不
十
分
で
あ
っ
た

と
に
な
っ
た
の
も
こ
の
た
め
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

ら
し
く
、

一
回
世
紀
始
め
に
は
多
く
の
借
財
を
負
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
し
、

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
学
僧
や
近
辺
の
僧
侶
と
の
ス
キ
ャ
ン

ダ
ル
は
既
に
一
三
世
紀
末
か
ら
あ
り
、

一
六
世
紀
の
僧
院
解

一
五
世
紀
半
ば
に
は
規
律
は
弛
緩
の
極
に
達
し
た
こ
と
が
し
ら
れ
て
い
る
。

体
の
時
期
に
は
規
律
は
よ
く
保
た
れ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
。

こ
の
時
期
に
こ
の
州
の
有
力
者
に
よ
っ
て
創
立
さ
れ
た
僧
院
は
あ
ま
た
あ
る
が
、
そ
の
な
か
で
最
も
有
名
な
も
の
は
、

一
一
二
九
年
ド

イ
リ
l
家
の
ロ
パ

l
ト
に
よ
っ
て
、

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
城
の
南
側
に
つ
く
ら
れ
た
オ
ズ
ネ
イ
僧
院
で
あ
る
。
こ
の
僧
院
は
、

ド
イ
リ
l

家
の
多
く
の
直
領
地
か
ら
あ
が
る
十
分
の
一
税
の
う
ち
そ
の
三
分
の
二
、
及
び
そ
の
他
を
与
え
ら
れ
、

所
の
町
村
に
財
産
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
(
一
五
二

O
年
に
収
入
は
七
三

0
ポ
ン
ド
)

o

ウ
ッ
ト
ン
・
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
内
の
コ
ズ
ク
に
も
、

ア
i
シ
ッ
ク
家
の
当
主
は
一
一

O
三
年
コ
ズ
ク
僧
院
を
つ
く
っ
た
。
し
か
し
規
模
は
小
さ
く
、
収
入
は
一
二
九
一
年
に
一
六
ポ
ン
ド
に
す

一
二
世
紀
末
ま
で
に
は
一
二

O
ケ

ぎ
な
い
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
。
セ
ン
ト
・
ヴ
ア
レ
リ
イ
家
も
一
一
七
六
年
に
ス
タ
ッ
ド
リ
イ
僧
院
(
一
六
世
紀
始
め
に
収
入
は
一

O
O

ビ
ス
タ
!
と
ス
ト
ラ
ッ
ト
ン
の
領
主
で
あ
っ
た

G
・
パ
セ
ッ
ト
も
一
一
八
二
年
に
ビ
ス
タ
!
の
僧
院
を
つ
く
っ
た
。

ポ
ン
ド
ほ
ど
)
を
、

州
の
豪
族
た
ち
は
ほ
と
ん
ど
み
な
州
内
に
僧
院
を
つ
く
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
ウ
ォ
リ
ン
グ
フ
ォ
ー
ド
の
城
主
フ
ィ
ッ
ツ
・
コ
ン
ト
は
、

マ
チ
ル
ダ
の
忠
誠
な
バ
ロ
ン
で
あ
り
ア
ナ
ー
キ
ー
の
時
代
に
孤
城
を
死
守
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
彼
は

1
1
へ
ン
リ
l
二
世
が
王
位
に
つ

く
以
前
に

l

l
ア
ナ
ー
キ
ー
の
時
代
に
、
妻
と
と
も
に
僧
院
に
入
っ
た
の
で
あ
る
。

ス
テ
ィ

l
ヴ
ン
王
も
積
極
的
で
あ
っ
た
。

ス
テ
ィ
ー
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ヴ
ン
、

と
い
う
よ
り
は
妻
の
マ
チ
ル
ダ
は
、
十
字
軍
遠
征
に
熱
心
で
あ
り
(
二
人
の
叔
父
は
最
初
の
二
人
の
統
率
者
で
あ
っ
た
三
一
一
一
一
一

一
一
三
九
年
に
は
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
近
辺
の
カ
ウ
リ

1

・
マ
ナ
l

七
年
、
騎
士
た
ち
に
エ
セ
ッ
ク
ス
の
ク
レ
ッ
シ

γ
グ
・
マ
ナ
ー
を
、

を
与
え
た
の
で
あ
っ
た
。
テ
ン
プ
ル
騎
士
団
は
、
英
国
で
は
こ
の
二
つ
の
マ
ナ
ー
を
拠
点
に
発
展
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

リ
ン
カ
ー
ン
司
教
も
州
に
多
く
の
領
地
を
も
っ
て
い
た
。
そ
れ
ら
は
、
征
服
前
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
南
方
に
あ
る
ド

1
チ
ェ
ス
タ

ー
の
司
教
領
か
ら
う
け
継
が
れ
た
も
の
で
あ
り
、

主
に
、
パ
ン
ベ
リ

1
、

ド
l
チ
ェ
ス
タ
!
の
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
内
に
あ
っ
た
。

テ
イ
ム
、

と
い
う
よ
り
は
、
こ
れ
ら
の
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
内
の
大
部
分
の
領
地
は
司
教
の
領
地
な
の
で
あ
り
、

一
連
の
領
地
が
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
を
な
し

て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。

ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
そ
れ
自
体
司
教
に
よ
り
所
有
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
各
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
は
、

サ
ー
ベ
イ
の
時

期
に
は
、
パ
ン
ベ
リ
!
と
テ
イ
ム
は
各
一

O
O
ハ
イ
ド
で
あ
り
、

ド
l
チ
ェ
ス
タ
ー
は
九
五
ハ
イ
ド
で
あ
る
。
ド

l
チ
ェ
ス
タ
ー
は
九
五

中世におけるウッドストックとその近辺

ハ
イ
ド
で
あ
る
が
、
以
前
に
は
こ
れ
に
五
ハ
イ
ド
の
あ
る
村
落
が
属
し
、
サ
ー
ベ
イ
の
時
期
ま
で
に
他
の
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
に
移
さ
れ
た
と

想
定
し
う
る
十
分
の
根
拠
が
あ

M
r
こ
れ
ら
の
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
は
通
常
の
場
合
と
異
な
り
、

一
つ
の
集
団
を
な
し
て
お
ら
ず
、

は
な
れ
た

グ
ル
ー
プ
か
ら
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
ド

l
チ
ェ
ス
タ
!
の
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
は
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
か
ら
な
り
、

と
び
と
び
に
存
在
し

た
。
ま
た
こ
れ
ら
の
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
は
大
部
分
司
教
の
領
地
で
あ
っ
た
が
、
必
ず
し
も
全
部
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
ド
l
チ
ェ
ス
タ
l
の

場
合
、
九

O
ハ
イ
ド
は
司
教
領
で
あ
っ
た
が
、
他
の
五
ハ
イ
ド
は
王
領
で
あ
り
、

の
領
地
と
同
じ
く
、
直
領
地
と
そ
れ
以
外
の
土
地
と
に
分
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
テ
イ
ム
・
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
に
お
い
て
は
、
司
教
の
領
地

ナ
イ
ト
に
よ
り
保
有
さ
れ
て
い
た
。
司
教
領
も
、

は
六

O
ハ
イ
ド
に
相
当
し
た
が
、
そ
の
う
ち
三
七
ハ
イ
ド
が
司
教
の
直
領
地
で
あ
っ
て
、
他
は
彼
の
ナ
イ
ト
が
保
有
し
て
い
た
。

司
教
は
、
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
に
お
い
て
、
種
々
の
権
利
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
で
最
も
重
要
な
も
の
が
《
令
状
差
戻
し
》
で
あ
っ
た
。

彼
は
シ
ェ
リ
フ
を
排
除
し
、
自
己
の
代
官
に
よ
っ
て
王
の
令
状
を
執
行
せ
し
め
え
た
し
、
代
官
は
、
通
常
州
法
廷
で
シ
エ
リ
フ
に
よ
っ
て

審
問
さ
れ
る
《

P
4
2
w
g
g
g
z》
の
訴
訟
を
審
理
す
る
権
利
を
有
し
た
の
で
あ
る
。
司
教
は
ま
た
フ
ラ
ン
ク
ブ
リ
ッ
ジ
の
検
問
、
パ
ン 般
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説

と
エ

l
ル
裁
判
、
縞
盗
を
処
罰
す
る
権
利
等
も
有
し
た
。
一
二
四
七
年
の
巡
回
裁
判
で
は
、
司
教
の
ベ
イ
リ
フ
は
、

プ
の
ベ
イ
リ
フ
を
排
斥
し
て
、
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
内
で
差
押
え
を
す
る
権
利
を
も
っ
て
い
る
し
、

s
t
g
E
B広
の
訴
訟
を
行
な
う
こ
と
が

と
主
張
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
権
利
が
附
属
す
る
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
の
所
有
は
、
司
教
に
と
っ
て
収
入
の
源
で
あ
っ
た
。
た
と
え

シ
エ
リ
フ
や
シ
ェ
リ

論

で
き
る
、

ば
、
テ
イ
ム
・
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
は
年
四

O
シ
ル
の
収
入
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
権
利
も
国
王
に
よ
り
監
視
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

っ
て
、
代
官
が
義
務
を
怠
る
な
ら
、
司
教
は
特
権
を
失
う
こ
と
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、

反
の
た
め
に
、

一
二
八
五
年
、
パ
ン
ベ
リ
イ
の
代
官
が
義
務
違

こ
の
州
の
三
つ
の
司
教
の
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
で
令
状
差
戻
し
権
は
王
に
と
り
あ
げ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

(
1
)

カ
ラ
ム
村
は
、
一

O
世
紀
以
来
、
ア
ピ
ン
ド
ン
僧
院
の
所
有
に
属
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
が
、
サ
ー
ベ
イ
に
は
記
録
さ
れ
て
い
な
い
し
、

ソ
ル
ダ
l
ン
村
に
つ
い
て
の
-
記
録
も
な
い
。

(
2
〉

C
M
A
2
P
E『
0
・、
H，
a
n
o
m
o
h
任。

Z
C
H同Z
S
F
g
a
g
g
o同
-cm印・開・出・同
-w
呂田∞
1
〉
電
子
宮
-
N
回目
l
l
白
・
し
か
し
、
こ
の
損
害
は
余
り
大
き

く
み
て
は
い
け
な
い
、
と
も
さ
れ
て
い
る
。
〈

(U.
出
.. 
〈
D一
・
ア
同
yω
∞
ωwhお印・

(
3
〉
〈
.
(
U
.

出
;
〈

o--二回)・
ω
a
.

(
4
)
〈
・
。
・
同
・
・
〈
D一
・
戸
田
M-MUω
・

(
5
)

閉
山
丘
∞
B
W
C『
吾
旬
開
E
7
2再
♂
司
・
印
ω凶

U
回

D
D
r
o『
3
2
・
司
・
印
一
の
ω
一-
c
こ
Z
-
出
g
q
戸
口
cm-
一mmw
∞口
U・〉
-F
・
H
ν
8
-
F
Hリ

3
5

ロ
0
5
2
E可
回

o
o
r
g
y向指
E
(
V
E
g
-
司・

ω
一
参
照
。

(
6
〉
可
C
D
-
p
o司・

2
戸
相
官
・
∞
∞

UHν60
削

No--ωN
出
。
ロ
・
戸
司
・
二
回
・

(
7
〉

巧
E
3
H
H
M
G町
宮
と
ヨ
ぬ
凹
Z

R

C

Z印
刷

H
a
E
B
・
C
-

ム
∞
印
へ
ン
リ
l
三
世
も
三
頭
の
ひ
ょ
う
と
一
一
鎖
の
ラ
ク
ダ
を
か
っ
た
(
玄
2
P
2
3
2
・

(UF吋
Cロ
-
Y向
m

ニ・

MMH
・
ωMkア

ωω
品
.
)
。

(
8
〉
∞
s
r
D同明。
2
・宅・

5
ω
lム
・
=
二
二
年
に
は
、
ス
タ
ン
ト
ン
・
ハ

1
コ
l
ト
の
領
主
は
こ
の
サ
l
ジ
ャ
ン
テ
ィ
を
負
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
以
前
に
つ
い
て
は
、
不
明
。

(
9
)

の
E
Z
ω
序回

}
F
E
r
a
-
w
M
U
2
H
2・
UM-

(閃

)
8・
2
・
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中世におけるウッドストッタとその近辺

(

日

)

州

内

-Ht-K戸
E
M
D
P
冨
巧
-
F
B
h
C『
F

F
・
c-
回
目
ωF
同，

z
o
m協
同
件
。
仏
〈
三
お
2
0同

C
A
C
H
r
z
z
w
宅
・
コ
l
∞-

(口
)

0

℃・

2
戸

(日
)
H
J
O
G
-
p
o℃
・
門
戸

(
川
門
)
〈
・
の
-z-w
〈
C一-
g
w
宅・

ω
1
4・

〈
日
)
メ
イ
ト
ラ
γ
ド

(
F
B
a
a
F
Q
f丘
町
何
百
ロ
チ
司
・

8
C
に
よ
る
と
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
シ
ャ

l
の
チ

i
ム
数
は
二
一
四
六
七
で
あ
る
が
、

こ
の
計
算
は
正
し
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
が
、
か
り
に
正
し
い
と
し
て
、
こ
の
州
の
チ
l
ム
数
の
|
|
わ
か
っ
て
い
る
州
の
う
ち
で
の
|
|
順
位
を
み
る

と
、
一
二
番
目
で
あ
り
、
他
の
一
八
州
よ
り
も
多
い
。

(
日
山

)
ω
おロ
S
F
吋

r
o
Hり
H
Z
H
U
E
Eロミ

C四
号
。

Z
C
H
F
Rロ
ロ
ωロ巳
ω語
"
司
匂
・
コ

u・

(
行
)
一

O
六
六
年
の
一
評
価
額
は
一
九
八
三
ポ
ン
ド
一
八
シ
ル
で
あ
る
か
ら
ド
l
ム
ズ
デ
ィ
・
サ
ー
ベ
イ
の
時
期
に
は
評
価
額
は
か
な
り
多
く
な
っ
て
い

る
。
こ
の
理
由
は
、
一

O
六
六
年
に
は
不
作
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
州
全
般
に
わ
た
っ
て
評
価
額
は
多
く
な
っ
て
お
り
、
一

O
六
五

年
の
入
北
部
の
叛
乱
者

V
の
通
過
経
路
と
み
ら
れ
る
村
の
額
が
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
彼
ら
に
よ
る
劫
略
は
そ
れ

ほ
ど
と
は
忠
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
前
出
(

6

)

参
照
。

(問

)
(
ν
E
W
E
Z
E
2
2
ι
(
U
O
ヨ
g
S
E
E
-
℃
・
二
O

参
照
。

(
悶
〉

h
O
B
-
-明・

2
F
℃
恒
二
-

N

・

(
初

)
h
E
H
f
G
H
y
n
w戸
、

M
Y
E
-

(
引
〉
〈
-hz-w
〈
D--
ケ
℃
・

ω百
一
〉
口
問
一
DlωωHGロ
(
u
r
5
2円
一
ク
∞
コ
・

(幻

)
(
U
S
M
-
C同
y
E了間》・

8.
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
が
と
く
に
マ
ナ
ー
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
州
と
し
て
は
、
ほ
か
に
ラ
ン
カ
シ
ャ
l
、
シ
ュ
ロ
ッ
プ
シ
ャ

ー
、
コ
1
ン
ウ
ォ
1
ル
、
デ
ボ
ン
シ
ャ
ー
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
ラ
ン
カ
シ
ャ
l
、
シ
ュ
ロ
ッ
プ
シ
ャ

l
、
コ

l
ン
ウ
ォ

l
ル
は
比
較
的
お
そ
く
ウ
エ
ル

ズ
人
か
ら
奪
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
マ
ナ
1
中
心
に
行
政
が
行
な
わ
れ
、
そ
れ
が
ド
1
ム
ズ
デ
ィ
の
時
代
ま
で
つ
づ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
オ
ッ
ク
ス

フ
ォ
ー
ド
シ
ャ

l
の
場
合
な
ぜ
結
合
が
強
か
っ
た
の
か
の
理
由
は
そ
れ
ほ
ど
明
ら
か
で
は
な
い
。

(
お
〉
西
サ
グ
ソ
ン
の
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
が
、
王
の
村

(
Zロ
〉
に
附
属
す
る
領
域
で
あ
り
、
村
の
代
官
に
よ
っ
て
治
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
チ
ャ
ド
ウ

イ
ク
に
よ
っ
て
研
究
さ
れ
〈
〉
ロ
包
Dlω
良
S
}
E
H
F
E
C
S
F
宅
-
M
gー
ア
民
Uga--g)
て
以
来
一
般
に
う
け
い
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
彼
は
こ
の
こ
と
を

さ
ら
に
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
シ
ャ
!
の
場
合
に
も
た
し
か
め
た
の
で
あ
る
。

(
M
A

〉
〈
・
。

-z・
・
〈
c
f
f
H》・

ω
3・
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(お〉

H
N
a
z
g
g
〉
E
5己
n
F
S己
5
0同
ピ
ロ
g
-ロ
の
2
r
a
z
-
-
(邑
・
句
S
R
H
)
L
W
同)・↓
U

↓

(
お
)
〈
・
の

-z--
〈
D-・
ァ

3
・
ω吋
ω
l品
目
問
。
戸
邑
・
明
2
e
-
開口問
-
S
F
司・

2
・

(
幻
)
〈
・
。
・
出
・
・
〈
o
-
4
・
3
・
ω
2
1印・

(
お
〉
第
MH
表
参
照
。

(
刊
日
)
サ
ー
ベ
イ
に
は
、
こ
の
市
に
附
属
し
て
い
る
市
の
マ
ナ

i

(
パ

l
グ
シ
ャ

l
内
の
ス
ト
リ
ー
ト
リ
イ
〉
及
び
王
の
マ
ナ
ー
ハ
パ

l
p
シ
ャ

l
内
の
ス

テ
ベ
ン
ト
ン
〉
、
少
く
と
も
四
二
以
上
の
入
聖
ベ
テ
ロ
慈
善
院

V
所
属
の
家
屋
が
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
〈

-n-国
・
・
〈
of

--同
y
ω
∞
プ

(
ぬ
)
〈
・
(

U

・
回
・
・
ぐ
D
一・

7
z
a
u
l∞一-

(
引

)
ω
需

E
c
p
p
a汁
の
ゆ
口
百
円
可
D
『

H
W

口町一
-
H
u

，ゆ戸内山凶]回目
5
・司・

Nω
日・

(
幻
)
、
H，
Z
U
D
g
2
e可
}
ロ
』
耳
切
汁
古
田

MmM

(
お
)
〈
・
の

-z--g-
匂・↓

Nm-

(
川
出
)
〈
(
リ
・
出
w

〈
C
一
-
ケ
℃

ω
8
・
彼
の
バ
ロ
ニ

I
は
一
度
に
形
成
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。

(お〉

Hwa--mr
出
E
g
g
-
ロ
D
2
5
3
F
?
一
CANi--
∞U
-

宅
-
N
一llM

ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
の
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ

i
の
領
地
は
、
一

O
八
六
年
ま

で
に
英
国
の
領
地
の
八
%
に
し
か
な
ら
な
い
ま
で
に
収
奪
さ
れ
た
。

(
お
)
彼
が
ロ
パ

I
ト
と
ど
う
い
う
関
係
に
あ
っ
た
か
わ
か
ら
な
い
。

(
幻
)
〈
・
。
・
出
-
w

〈
o
f
-
-
司・

ω∞印

(
m
g
ω
自《凶
2
p
阿山口問
-Fm}HEEDM可
・
以
下
の
バ
ロ
ニ

1
の
叙
述
は
基
本
的
に
は
こ
の
著
書
に
よ
っ
た
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
は
キ
ヤ
ン
ヴ
ィ
ル
家
の
パ
ロ
ニ

ー
は
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
。

(犯

)
F
5
8
5
の
え
y
a
E‘
問
。
四
百
昨
日
B
〉
ロ
芹
HAE-呂
自
己

B
・
E
・明，
S
Zア
ケ
∞
u

〈
・
。
・
出
・
・
〈
C一
-
ケ
同
Y
8
m
-

(
伺

)
O
L
2
5
M
m
〈
E
一
グ
国
Z
C
H
S
開
nn-232FS・
a
・
-
o
P
2
2
F
F
N
8・
ウ
ィ
リ
ア
ム
二
世
治
下
で
ロ
ジ
ャ
ー
は
王
の
信
頼
を
失
い
、
追
放
さ
れ

領
地
を
失
っ
た
(
出
。
ョ
E
m
-
n
E
H
E
E
E
S
開
n
n
}
3
2
巧
侃
OBHゆ
E
F
t
-
出
E
H
Z
L
W
M∞〉
o

〈
・
。
・
回
二
〈
o
f
-
-
沼
田
谷
ω・

(
引
〉

M
N
E
切

DD}耐
え
開
問
宮
古
OH(MNO]}印

ω司
〉

-
M
Y
ω
O
M
l印
他
。

(

門

出

)

ヘ

デ

ィ

ン

ト

ン

の

パ

ロ

ニ

l
の
項
参
照
。
な
お
、
。

sd・-司・
2
?
の
r
3・
謡
・
吋
宮
出
口
ロ
任
命
L
D
C
百
円
目
。
任
命

Z
G門昨日】

説論

ωω
ロハ同巾『
ω
・。同
Y

E
同.. 
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中世におけるウッドストッグとその近辺

。ω件。。同
C
M内『
G
己
参
照
。

(
刊
日
)
〈
・
。
・
国
二
〈
O
一・

4
・
宅
-

M

念
l
印
・
一
民

g
Z
F

日

)
E
H
c
n
y
・
(
リ
ロ
時
五
-
r
H
Y
ω
ミ・

(
川
刊
)
関
口
C

三
2
・
、
叶
宮
玄

c
E
E口
。

L
P
苫
巴
品
1
|吋

Oω
・

(
桁
)

H

W

可
S
E
E
P
-
E
F『
可
日
〈
・
(
U
・
回
二
〈
0

7

?

宅

-gi-

(
川
刊
)
阿
ハ
ロ

2-2・
8
・

2
・・

3
・吋
O
M
l
ω
・

(
円
引
)
〈
・
。
・
回
二
〈
D
一
回
w

同)
-
u
・

(川判

)
8・
2r
宅
・
ご

i
・

(川刊
)

D
日

v
・
2
戸
、
沼
Y
U
9
1・

(叩〉

G
百・

2
L
3・
8
l
'

(
引

)

8・

nF叶二
問
者
・

5
∞l
吋
U
M
U
O
O
F

・

s-n比
二
同
y

呂田・

(
臼
〉
〈
・
門
出
・
〈
C
「
〈
戸
司

M
-

(日

)
3
5
5・
3
主
主

F
Eミ
W
3・

-om--u参
照
。

(
日
)
ぐ
・
。
出
・
ぐ
o一
高
崎
司
子
二
日
・

ク
リ
ア
・
レ
ギ
ス
が
中
央
行
政
の
中
心
で
あ
る
の
に
対
応
し
、
地
方
で
は
、

シ
エ
リ
フ
が
王
の
エ
イ
ジ
ェ
ン
ト
と
な
っ
て
活
動
し
た
。

エ
ド
ワ
ー
ド
・
コ
ン
ブ
ェ
ッ
サ
!
の
治
世
に
お
い
て
は
、
地
方
政
治
の
高
官
は
、

コ
ン
ト
で
あ
り
、

シ
エ
リ
フ
は
そ
の
下
に
あ
っ
た
の
で

あ
っ
て
、
こ
れ
に
は
通
常
は
第
一
級
の
家
臣
は
な
ら
な
か
っ
た
。

ノ

1
7
γ
王
た
ち
は
、

こ
の
ジ
エ
リ
フ
の
地
位
を
地
方
行
政
の
中
枢
に

す
え
、
征
服
直
後
の
時
期
(
一

O
七

O
l
一一

O
O頃
ま
で
)
に
は
、
軍
事
的
・
政
治
的
重
大
さ
の
観
点
か
ら
、

シ
エ
リ
フ
に
は
最
も
有

北法21(1・25)25



説

力
な
一
門
が
な
っ
た
。
彼
ら
は
地
方
で
の
有
力
さ
に
お
い
て
、
州
の
権
門
た
ち
に
十
分
に
匹
敵
す
る
人
物
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ド
イ
リ

l
家
の
ロ
バ

l
ト
は
征
服
後
最
初
の
シ
エ
リ
フ
に
な
っ
た
が
、
有
カ
さ
に
お
い
て
州
に
住
む
ど
の
豪
族
に
も
十
分
に
匹
敵
し
え
た
で
あ
ろ

う
。
オ
ド
ー
は
、
恐
ら
く
州
に
は
あ
ま
り
こ
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
レ
し
、
間
も
な
く
彼
の
領
地
は
解
体
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

論

よ
り
低
い
家
門
の
も
の
も
シ
エ
リ
フ
に
と
り
立
て
ら
れ
、
王
の
行
政
に
手
足
と
な
っ

て
働
く
よ
う
に
な
っ
、
た
。
ク
リ
ン
ト
ン
の
ジ
ュ
フ
ロ
ワ
は
そ
の
典
型
的
な
例
で
あ
る
。
彼
は
ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
の
近
辺
に
密
接
な
関
係
を

し
か
し
、
す
で
に
へ
ン
リ
l

一
世
の
時
代
に
は
、

も
っ
て
い
た
。
サ
ー
ベ
イ
の
な
か
の
グ
リ
ン
プ
ト
ン
(
サ
ー
ベ
イ
で
は
ク
リ
ン
ト
ン
)
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
は
彼
の
父
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る

(sv 

か
ら
で
あ
る
。
ダ
ク
デ
ィ
ル
は
、
「
彼
は
英
国
で
始
め
て
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
シ
ャ

i
の
ク
リ
ン
ト
ン
に
住
居
を
も
ち
、
そ
こ
か
ら
名
を
と

(
4〉

っ
た
の
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
息
子
の
ジ
ュ
プ
レ
イ
は
、

ヘ
ン
リ
l

一
世
の
「
成
り
上
り
」
の
出
納
官
で
あ
り
、

シ
ェ
リ
フ
に
も
な
っ

た
(
一
一
一
一

O
年
)
。
当
時
の
歴
史
家
ヴ
ィ
タ
リ
ス
に
よ
れ
ば
、
彼
は
「
ヘ
ン
リ
l

一
世
が
ち
り
の
な
か
か
ら
取
り
立
て
、

ン
の
上
に
昇
進
さ
せ
た
卑
し
い
身
分
の
も
の
の
一
人
」
な
の
で
あ
る
。
父
は
グ
リ
ン
プ
ト
ン
の
領
主
で
は
あ
っ
た
が
、
昇
進
し
た
権
勢
の

地
位
に
較
べ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
ち
り
」
に
も
等
し
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

ア
ー
ル
や
パ
ロ

一
一
三

O
年
に
は
、

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
シ
ャ

l
の
豪
族
で
あ

る
ド
イ
リ

i
家
の
一
門
の
長
ロ
パ

l
ト
は
、
州
の
シ
エ
リ
フ
に
な
っ
て
は
い
る
。
し
か
し
彼
が
こ
の
地
位
を
う
る
た
め
に
は
、
初
代
の
ロ

バ
l
ト
と
ち
が
っ
て
四

0
0
マ
ル
ク
を
拠
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ジ
ョ
プ
レ
イ
の
ク
リ
ン
ト
ン
は
、
一
一
一
一
一

O
年
、
ロ
パ

l
ト

ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
の
法
廷
で
罪
を
問
わ
れ
た
。
州
の
豪
族
と
「
成
り
上
り
」
と

が
シ
エ
リ
フ
に
な
っ
た
と
同
じ
年
に
反
逆
罪
の
か
ど
で
、

の
聞
に
ま
さ
つ
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
ア
ナ
ー
キ
ー
」
の
時
代
に
は
、
豪
族
た
ち
は
再
び
地
方
政
治
で
勢
力
を
の
ば
す
よ
う
に
な

り
、
シ
エ
リ
フ
の
地
位
も
彼
ら
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
へ
ン
リ
l
二
世
の
治
世
の
最
初
の
こ
ろ
ま
で
は
そ
う
で
あ
り
、

(
8〉

上
記
の
コ
グ
ズ
の
ア
l
シ
ッ
ク
家
の
当
主
マ
ナ
サ

l
は
一
一
六
一
年
に
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
シ
ャ

l
の
シ
エ
リ
フ
に
な
っ
た
。
し
か
し
、

ヘ
ン
リ
l
一
一
世
の
勢
力
を
確
立
し
た
と
き
に
は
、

王
の
手
足
と
な
っ
て
働
く
身
分
の
軽
い
も
の
が
取
り
立
て
ら
れ
、
中
央
の
高
官
の
み
な
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ら
ず
、

シ
ェ
リ
フ
に
も
な
り
、

一
方
、
地
方
豪
族
は
シ
エ
リ
フ
の
地
位
か
ら
し
だ
い
に
敬
遠
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ア
l
シ

(
9
)
 

ツ
ク
よ
り
後
に
シ
エ
リ
ブ
に
な
っ
た
パ
セ
ッ
ト
は
1

1
ジ
ャ
ス
テ
ィ
シ
ア
!
の
後
え
い
で
あ
る
が

l
lそ
れ
ほ
ど
の
名
門
で
は
な
い
。
一

一
七
五

l
九
年
に
、
タ

1
ヴ
ィ
ル
の
ロ
パ

l
ト
、
が
シ
ェ
リ
フ
に
な
っ
た
が
、
彼
は
レ
ス
タ

l
伯
の
そ
れ
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
家
臣
で
あ

っ
た
。
彼
の
後
に
は
ロ
パ

l

ト
・
ド
・
ラ
・
メ
ー
ル
が
な
っ
た
が
、
そ
の
さ
い
に
彼
が
支
払
っ
た
金
額
は
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
シ
ャ
!
と

一
0
0ポ
ン
ド
以
下
で
よ
か
っ
切
ク
リ
ン
ト
ン
家
の
後
、
グ
リ
ン
プ
ト
ン
の
領
地
を
つ
い
だ
ブ
リ
ウ
ェ
ア

ハ

l
ク
シ
ャ

l
の
二
つ
で
、

ー
も
、
卑
賎
の
身
か
ら
一
門
を
お
こ
し
た
官
吏
で
あ
っ
た
が
、

リ
チ
ャ

l
ド
、
ジ
ョ
ン
、
へ
ン
リ

l
一
二
世
に
仕
え
、

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
シ

ャ
ー
や
パ

l

ク
シ
ャ
!
の
シ
エ
リ
ア
に
ま
で
な
っ
た
人
物
で
あ
り
、
「
新
し
い
タ
イ
プ
」
の
シ
ェ
リ
フ
の
典
型
で
あ
っ
た
。
ミ
ド
ル
ト
ン

-
ス
ト
l

ニ
イ
に
本
拠
を
も
っ
キ
ャ
ン
ヴ
ィ
ル
も
二
騎
分
の
騎
士
領
し
か
国
王
か
ら
受
領
し
て
い
な
い
家
臣
で
あ
っ
た
が
、
彼
は
、

カ
l
ン
シ
ャ

l
の
シ
エ
リ
フ
及
び
リ
ン
カ
ー
ン
城
の
コ
ン
ス
テ
ブ
ル
に
な
り
、
近
辺
で
絶
大
な
権
力
を
振
っ
た
の
で
あ
る
。

中世におけるウッドストックとその近辺

こ
の
時
期
の
少
な
く
と
も
上
層
の
社
会
階
層
は
、
固
定
的
で
は
な
く
、
極
め
て
流
動
的
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
高
い
官
職
に
ま

で
つ
い
た
ク
リ
ン
ト
ン
の
ジ
ュ
フ
ロ
ワ
は
、

や
が
て
ケ
ニ
ル
ワ

1
ス
に
城
を
も
っ
大
領
主
と
な
っ
た
。
彼
は
、
当
時
の
豪
族
た
ち
と
同
じ

よ
う
に
、

ケ
ニ
ル
ワ

1
ス
に
僧
院
を
建
立
し
、
こ
の
僧
院
に
王
か
ら
受
領
し
た
領
地
や
グ
リ
ン
プ
ト
ン
の
教
会
を
も
含
め
て
多
大
の
寄
進

を
な
し
た
。
ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
の
近
辺
の
カ
シ
ン
ト
ン
の
領
地
に
も
教
会
を
建
て
て
こ
れ
を
近
辺
の
エ
イ
ン
シ
ャ
ム
僧
院
に
寄
進
も
し

た
。
彼
は
こ
の
領
地
に
も
住
ん
で
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
彼
は
、

一
た
び
権
勢
の
地
位
に
昇
っ
た
後
に
は
、
比
較
的
容
易
に
上
層
社
会
に

う
け
い
れ
ら
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
既
に
ウ
ォ
リ
ッ
ク
伯
の
家
臣
と
な
っ
て
お
り
、
伯
に
一
七
騎
分
の
ナ
イ
ト
・
サ
ー
ビ
ス
を
負
っ
て

い
た
が
、
息
子
の
ジ
ュ
フ
ロ
ワ
二
世
は
ス
テ
ィ

l

ヴ
ン
の
時
代
に
は
伯
の
娘
を
め
と
っ
た
。
こ
う
し
て
二
つ
の
家
門
は
、
ウ
ォ
リ
ッ
ク
と

ケ
ユ
ル
ワ

I
ス
に
居
城
を
も
っ
て
、
こ
の
家
門
の
聯
合
は
数
州
に
一
旦
っ
て
強
大
な
勢
力
を
お
よ
ぼ
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
キ
ャ
ン

ヴ
イ
ル
は
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
低
い
身
分
の
国
王
直
属
の
家
臣
で
あ
っ
た
が
、

リ
ン
カ
ー
ン
シ
ャ

1
の
ブ
ラ
ト
ル
ピ
イ
の
パ
ロ
ニ
|

リ
ン
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説

を
領
し
リ
ン
カ
ー
ン
シ
ャ

l
の
コ
ン
ス
タ
ブ
ル
で
も
あ
り
リ
ン
カ
ー
ン
城
の
コ
ン
ス
タ
ブ
ル
で
も
あ
っ
た
へ
イ
一
門
(
一
一
六
六
年
に
二

論

こ O
の騎
た分
めの
で騎
あ士
つ領
たき所
。有

、ーノ

の
あ
と
つ
ぎ
の
娘
を
め
と
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
が
リ
ン
カ
ー
ン
城
の
コ
ン
ス
タ
ブ
ル
の
地
位
を
獲
得
し
た
の
は

ヘ
デ
ィ
ン
ト
ン
の
極
く
小
さ
い
バ
ロ
ニ

l
の
所
有
者
パ
セ
ッ
ト
も
比
較
的
高
い
官
職
に
つ
い
て
の
ち
、
娘
を
ウ
ォ

リ
ッ
ク
伯
に
め
と
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
う
し
た
こ
と
は
こ
の
時
代
に
は
稀
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ジ
ュ
フ
リ
イ
・
リ
デ
ル
も

はへ
、ン

娘リ
を!
彼ー
に世
とヵ1
っと
がり
せた
てて
L 、 7こ
る《
の新
で人
あ》
るaで
。一ぁ

り

王
の
裁
判
官
に
な
っ
た
人
物
で
あ
る
が
、
英
国
最
大
の
領
主
で
あ
る
チ
ェ
ス
タ

i
伯

「
ア
ナ
キ
l
」
の
時
代
に
は
こ
の
州
も
激
戦
地
と
な
り
激
し
い
攻
防
が
く
り
か
え
さ
れ
た
。
権
門
た
ち
(
ウ
ォ
リ
ッ
ク
、

レ
ス
タ
l
、

ノ
サ
ン
プ
ト
ン
各
伯
)
が
支
配
し
、
権
門
た
ち
(
チ
ェ
ス
タ

l
伯
と
レ
ス
タ

l
伯
)
が
同
盟
し
「
平
和
」
を
維
持
し
て
い
た
以
北
の
地
方

と
く
ら
べ
て
、
荒
廃
は
よ
り
甚
だ
し
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

マ
チ
ル
ダ
の
勢
力
は
主
と
し
て
英
国
西
部
に
あ
っ
た
が
、

リ
ン
カ
ー
ン
の

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
に
き
た
。
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
城
の
警
備
の
任
に
あ
た
っ
て
い
た
ド
イ
リ

l
は
彼
女
に
城
を
引
渡
し

(
一
一
四
一
年
春
)
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
は
し
ば
ら
く
の
間
彼
女
の
ヘ
ッ
ド
ク
ォ

l
タ
!
と
な
っ
た
。
こ
こ
は
、

勝
利
の
後
、

フ
ィ
ッ
ツ
・
コ
ン
ト
が

守
る
ウ
ォ
リ
ン
グ
フ
ォ
ー
ド
と
と
も
に
西
方
か
ら
突
出
し
た
マ
チ
ル
ダ
の
勢
力
分
野
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
《
ス
テ
ィ

l
ヴ
ン
の
事
蹟
》

の
著
者
は
、
こ
の
時
期
に
マ
チ
ル
ダ
が
近
辺
に
い
く
つ
か
の
「
城
」
を
築
い
た
と
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。

マ
チ
ル
ダ
は
、
あ
る
も
の
は
王
の
勢
力
に
対
し
効
果
的
に
巻
き
か
え
す
た
め
に
、
あ
る
も
の
は
自
分
の
勢
力
を
防
衛
す
る
た
め
に
、
有
利
な
地
点
に
は
到

る
と
こ
ろ
城
を
築
い
た
。
ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
、
ヘ
ン
リ
l
王
の
最
も
私
的
な
別
荘
地
に
、
ラ
ド
コ

l
ト
、
一
例
と
沼
に
か
こ
ま
れ
た
こ
の
地
点
に
、
サ
イ
レ
ン

シ
ス
タ
ー
、
主
の
樫
の
前
の
ダ
コ
ン
の
よ
う
な
宗
教
家
の
聖
な
る
教
会
の
と
な
り
に
、
パ
ン
プ
ト
ン
の
村
、
教
会
の
塔
に
。

し
か
し
、

や
が
て
サ
イ
レ
ン
シ
ス
タ
ー
、
バ
ン
プ
ト
ン
、
ラ
ド
コ

i
ト
を
攻
め
落
し
、

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
に
迫

ス
テ
ィ

l
ヴ
ン
は
、

っ
た
。

つ
い
に
糧
食
っ
き
て
、

し
も
の
お
り
る
ク
リ
ス
マ
ス
前
夜
の
真
夜
中
、
《
ロ
マ
ン

マ
チ
ル
ダ
は
こ
こ
に
ご
一
ヶ
月
の
間
包
囲
さ
れ
、
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チ
ッ
ク
な
逃
亡
》
を
な
し
、

ア
ピ
ン
ド
ン
を
通
っ
て
ウ
ォ
リ
ン
グ
フ
ォ
ー
ド
城
に
向
っ
た
の
で
あ
る
。
ウ
ォ
リ
ン
グ
フ
ォ
ー
ド
城
は
や
が

て
攻
囲
さ
れ
た
(
一
一
四
六
年
)
が
、

ス
テ
ィ

l

ヴ
ン
の
勢
力
の
な
か
に
孤
城
と
し
て
も
ち
こ
た
え
、
以
来
戦
争
は
穆
着
状
態
に
入
つ

た。

一
一
五
三
年
、

ウ
ォ
リ
ン
グ
フ
ォ
ー
ド
を
つ
い
に
救
出
し

ヘ
ン
リ

l
二
世
は
マ

l
ム
ズ
ベ
リ
に
お
い
て
ス
テ
ィ

l
ヴ
ン
を
破
り
、

た
。
両
勢
力
は
や
が
て
こ
の
ウ
ォ
リ
ン
グ
フ
ォ
ー
ド
で
条
約
を
締
結
、
戦
争
は
終
る
。

ヘ
ン
リ

i
は
、
即
位
後
た
だ
ち
に
ウ
ォ
リ
ン
グ
ブ

ォ
l
ド
の
市
民
に
そ
の
忠
誠
を
報
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
城
代
の
フ
ィ
ッ
ツ
・
コ
ン
ト
は
僧
院
生
活
に
入
り
、

ヘ
ン
リ

l
の
治
世
の

初
期
に
城
及
び
オ
ナ
l
は
へ
ン
リ

l
の
手
に
帰
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

中世におけるウッドストックとその近辺

ヘ
ン
リ

l
二
世
は
、
各
地
の
城
を
点
検
し
、
《
公
認
さ
れ
て
い
な
い
城
》
を
と
り
つ
ぶ
し
た
。
ア
ン
ジ
ュ
ヴ
ァ
ン
王
朝
の
時
代
こ
の
州

及
び
近
辺
に
あ
っ
た
城
を
み
よ
う
。
ま
ず
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
、
ウ
ォ
リ
ン
グ
フ
ォ
ー
ド
に
は
王
の
城
が
あ
っ
た
。
前
者
は
、
一
一
九

O
年
か
ら
三
、
四
年
に
わ
た
り
補
強
修
復
さ
れ
た
(
総
工
費
一
二

O
四
ポ
ン
ド
一
六
シ
ル
五
ペ
ン
ス
)
し
、
後
者
は
主
に
一
一
七
二
年
か
ら

世
紀
末
頃
ま
で
に
補
強
修
復
さ
れ
た
(
一
二
三
ポ
ン
ド
一
五
シ
ル
)
の
で
あ
る
。
パ
ロ
ン
の
城
も
北
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
シ
ャ
ー
に
も
存

在
し
た
0

セ
ン
ト
・
ヴ
ァ
レ
リ
イ
家
は
ミ
ク
ス
ベ
リ
に
城
を
も
っ
て
い
た
。
も
っ
と
も
そ
れ
は
こ
の
時
期
に
放
棄
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
の

マ
ナ
ー
は
二
二
三
年
オ
ズ
ネ
イ
僧
院
に
寄
進
さ
れ
た
。
ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
の
比
較
的
近
辺
に
は
、
ミ
ド
ル
ト
ン
・
ス
ト

l
ニ
l
に
キ
ヤ

ン
ヴ
イ
ル
の
城
が
あ
っ
た
し
、
デ
デ
イ
ン
ト
ン
に
は
チ
ェ
ネ
イ
家
の
城
が
あ
っ
た
。
チ
ェ
ネ
イ
家
の
城
は
、
後
、

デ
ィ
ヴ
ァ
家
の
城
と
な
っ
た
。
ミ
ル
ト
ン
に
は
所
有
者
不
明
の
城
が
あ
っ
た
し
、
西
部
に
は
、
ミ
ル
ト
ン
・
ア
ン
ダ
ー
・
ウ
ィ
ッ
チ
ウ
ッ

マ
ー
ダ
ク
家
、

V
'
ゥ
・

ド
、
及
び
|
|
お
そ
ら
く
1
1
|
シ
プ
ト
ン
・
ア
ン
ダ
ー
・
ウ
ィ
ヅ
チ
ウ
ヅ
ド
に
城
が
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
の
少
な
く
と
も
一
つ
、

ア
ス
コ

ー
ト
・
ア
ン
、
タ

l

・
ウ
ィ
ッ
チ
ウ
ッ
ド
は
ド
イ
リ

l
家
の
も
の
で
あ
っ
た
。
ド
イ
リ

l
家
は
、
す
で
に
の
ベ
た
よ
う
に
、

玉
城
で
あ
る
オ

ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
城
の
城
代
で
あ
り
、

そ
の
た
め
に
こ
の
城
は
放
棄
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
ベ
ッ
ク
リ
イ
に
は
、

イ
ブ
リ
家

な
い
し
セ
ン
ト
・
ヴ
ァ
レ
リ
イ
家
が
以
前
か
ら
の
も
の
に
積
重
ね
た
城
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
し
、

コ
グ
ズ
に
も
ア

l
シ
ッ
ク
家
が
繁
い
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説

た
城
が
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
二
つ
の
城
は
へ
ン
リ

1
二
世
の
時
代
に
は
放
棄
さ
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
近
辺
の
州
で
は
、

バ
ッ
キ
ン
ガ
ム
に
パ
ヅ
キ
ン
ガ
ム
伯
の
城
(
一
一
五
四
|
六
四
年
)
が
あ
り
、
ブ
ラ
ッ
ク
リ
イ
に
は
レ
ス
タ
l
伯
の
城
が
あ
っ
た
。

論

一
一
七
九
年
頃
王
の
手
に
移
り
、

述
の
ク
リ
ン
ト
ン
家
の
ケ
ニ
ル
ワ

l
ス
城
は
、

と
く
に
つ
二

O
年
以
来
ジ
ョ
ン
王
に
よ
っ
て
大
規
模

な
補
強
が
な
さ
れ
た
(
一
一
一
五
ポ
ン
ド
三
シ
ル
-
一
ペ
ン
ス
半
)
。
か
つ
て
は
ウ
ォ
リ
ッ
ク
の
城
と
相
連
合
し
て
あ
た
り
を
威
圧
し
た
こ

の
城
は
王
の
城
と
な
り
、

か
え
っ
て
ウ
ォ
リ
ッ
ク
の
城
と
相
対
的
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ア
ン
ジ
ュ
ヴ
ァ
ン
王
朝
の
政
策
は
、

パ
ロ
ン
の
城
を
縮
少
し
、

王
城
を
強
化
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。

一
一
五
四
年
に
は
、

玉
城
の
数
は
四
九
で
、
パ
ロ
ン
の
城
の
数

は
二
二
五
で
あ
っ
た
が
、

二
二
四
年
に
は
、
九
三
と
一
七
九
と
い
う
配
分
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
玉
城
を
地
理
的
観
点
か
ら
分
類
す
れ

ば
、
南
部
の
海
岸
地
帯
、
北
部
の
辺
境
、

西
部
の
ウ
ェ

l
ル
ズ
の
辺
境
、

そ
れ
に
中
央
部
の
部
類
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

オ
ッ
ク
ス

フ
ォ
ー
ド
の
王
城
は
、
勿
論
中
央
部
の
部
類
に
属
し
、
外
敵
に
対
す
る
防
衛
や
攻
撃
の
拠
点
で
あ
っ
た
他
の
地
帯
の
城
と
は
異
な
っ
た
性

格
を
も
っ
て
い
た
。
内
乱
に
お
け
る
防
衛
の
地
点
で
も
あ
っ
た
が
、
同
時
に
そ
れ
は
国
の
通
常
の
行
政
や
地
方
政
治
の
中
心
地
で
も
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
そ
れ
は
地
方
に
お
け
る
王
の
財
産
保
管
所
で
あ
り
、
牢
獄
で
あ
り
、

シ
エ
リ
フ
や
ベ
イ
リ
フ
の
公
的
居
住
地
で
あ

っ
た
。
中
央
部
の
城
は
ま
た
王
の
行
在
所
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。
ウ
イ
ン
ザ
l
城
、
ウ
イ
ン
チ
ェ
ス
タ
l
城、

王
が
最
も
好
ん
だ
こ
う
し
た
城
で
あ
っ
た
。
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
に
も
王
が
し
ば
し
ば
訪
れ
る
ボ
l
モ
ン
・
パ
レ
ス
が
あ
っ
た
。
王
は
、

ノ
ッ
テ
イ
ン
ガ
ム
城
は
、

こ
れ
ら
と
は
別
に
、
城
と
は
い
え
な
い
好
み
の
行
在
所
を
も
っ
て
お
り
、

そ
の
代
表
的
な
も
の
が
ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
と
ク
レ
ラ
ン
ド
ン
に

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
王
は
こ
う
し
た
行
在
所
に
も
巨
額
の
金
を
注
ぎ
こ
ん
で
お
り
、

ド
ス
ト
ヅ
ク
に
、

ジ
ョ
ン
王
は
、
彼
の
生
地
で
あ
る
ウ
ッ

一一一

O
九
年
か
ら
-
一
年
間
に
一

0
0ポ
ン
ド
を
下
ら
な
い
額
を
注
ぎ
こ
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
既
に
の
べ
た
よ
う
に
マ
チ

た
と
え
ば
、

ル
ダ
は
ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
や
近
辺
の
場
所
に
い
く
つ
か
の
《
城
》
を
築
い
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
も
の
は
城
と
は
い
え
な
い
よ
う
な
、
す

ぐ
後
に
容
易
に
取
り
こ
わ
し
う
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
居
城
は
か
つ
て
の
《
モ

l
ト
・
ア
ン
ド
・
ベ
イ
リ
l
》
の
も 上
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の
か
ら
、

石
づ
く
り
の
頑
強
な
城
に
変
わ
り
つ
つ
あ
る
の
で
あ
っ
た
。

城
に
つ
い
て
の
王
た
ち
の
政
策
は
、
武
器
携
帯
に
つ
い
て
の
政
策
の
方
向
に
も
現
わ
れ
て
い
る
。

一
一
七
三

l
四
年
の
内
乱
直
後
に

は
、
パ
ロ
ン
た
ち
の
多
く
の
城
は
と
り
つ
ぶ
さ
れ
た
(
た
と
え
ば
、
ブ
ラ
ッ
ク
リ
!
の
レ
ス
タ

l
伯
の
城
)
が
、
内
乱
の
翌
年
に
は
、
武

一
つ
は
、
僧
侶
が
武
器
を
携
帯
す
る
こ
と
を
禁
じ
た
も
の
で
あ
り
(
モ

l
の
カ
ウ

ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
の
カ
ウ
ン
ス
ル
で
決
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
セ
パ

l
ン
河
以
東
の
地
に
お
い
て
、
弓
、

矢
、
短
剣
の
携
帯
を
禁
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

器
を
携
帯
す
る
権
利
を
制
限
す
る
命
令
が
出
さ
れ
た
。

ン
ス
ル
で
)
、
も
う
一
つ
は
、

さ
え
そ
う
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

王
か
ら
い
か
に
そ
の
特
権
を
う
る
か
に
腐
心
し
た
の
で
あ
る
。
武
人
だ
け
で
は
な
く
、
僧
侶

ア
ビ
ン
ド
ン
の
僧
院
長
は
近
辺
の
カ
ム
ノ
ア
や
ベ
グ
リ
イ
の
森
で
狩
を
し
た
と
い
わ
れ
る
。
と

武
人
た
ち
は
、
狩
猟
を
こ
よ
な
く
愛
し
、

り
わ
け
王
た
ち
は
狩
猟
に
ふ
け
り
、
彼
ら
は
い
か
に
し
て
狩
猟
の
た
め
の
森
を
保
存
し
拡
大
す
る
か
に
腐
心
し
た
。
ジ
ョ

γ
王
は
、
ミ
ド

中世におけるウッドストックとその近辺

ル
ト
ン
・
ス
ト

l
ニ
l
の
領
主
キ
ャ
ン
ヴ
イ
ル
に
、

ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
の
パ

l
ク
で
っ
か
ま
え
ら
れ
た
一

O
頭
の
牡
鹿
と
四

O
頭
の
牝
鹿

エ
ド
ワ
ー
ド
一
世
も
ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
、

ベ
ッ
ク
リ
l
、
ウ
ィ
ッ
チ
ウ
ッ
ド
の
森
の
鹿
三
六
頭
を
与
え
た

どのを
でで与
ああえ
っ(って
たぎたa増
o O~ 殖

せ
し
め
た
し

一
一
七
六
年
違
反
に
対
し
て
謀
せ
ら
れ
た
罰
金
は
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
シ
ャ
ー
だ
け
で
ご
ニ
七
六
ポ
ン
ド
に
の
ぼ
る
ほ

一
一
八
四
年
ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
で
、
《
悪
名
高
き
森
林
法
》
を
つ
く
り
、
こ
れ
に
よ
り
森
や
動
物
を

へ
ン
リ

l
二
世
は
、

保
護
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
武
人
た
ち
は
、
ま
た
、
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
を
愛
し
た
。

れ
は
さ
か
ん
に
行
な
わ
れ
た
が
、
そ
の
頃
は
、
中
世
末
の
試
合
と
ち
が
っ
て
、
形
式
ば
っ
た
も
の
で
は
な
く
、

一
二
世
紀
末
か
ら
一
三
世
紀
始
め
に
か
け
て
、

ま
た
廷
人
や
貴
人
の
前
で

行
な
わ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
ゴ
ー
ル
も
境
界
線
も
な
い
広
大
な
空
間
で
戦
わ
れ
、

と
き
と
し
て
血
な
ま
ぐ
さ
い
も
の
に
も
な
っ
た
の

で
あ
る
。
法
王
は
し
ば
し
ば
そ
れ
を
禁
じ
た
が
、
そ
れ
は
ま
す
ま
す
さ
か
ん
に
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
リ
チ
ャ

l
ド
一
世
は
二
定
の

条
件
を
ふ
し
て
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
合
法
化
し
た
。
条
件
の
一
つ
は
、
試
合
の
場
所
の
制
限
で
あ
り
、
場
所
は
全
国
で
五
ケ
所
に
限
ら -

1
」y
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説

れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
一
つ
は
、
ブ
ラ
ッ
ク
リ
イ
か
ら
ミ
ッ
ク
ス
ベ
リ
と
の
問
、

間
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
に
も
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
シ
ャ

l
の
す
ぐ
北
方
に
あ
る
。
こ
う
し
た
制
限
の
目
的
は
、

一
つ
は
、

ウ
ォ
リ
ッ
ク
と
ケ
ニ
ル
ワ

l
ス
と
の

な
に
よ
り
も
治
安
を
乱
す

論

お
そ
れ
を
な
く
し
た
り
、
パ
ロ
ン
た
ち
の
反
乱
の
準
備
の
場
に
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
、
。
フ
ラ
ッ
ク
リ

l
は、

一
一
七
三

i
四
年
の
内
乱
直
後
と
り
つ
ぶ
さ
れ
た
レ
ス
タ

l
伯
の
城
の
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

ケ
ニ
ル
ワ

l
ス
も
内
乱
後
王
の
手
に
移

サ
ー
ベ
イ
当
時
、
州
の
中
心
地
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
に
は
、

市
以
上
の
重
要
性
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
く
、

七
二

O
ほ
ど
の
家
が
あ
っ
た
。
征
服
前
に
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
が
地
方
都

エ
ド
ワ
ー
ド
倣
悔
王
は
か
な
り
多
く
の
商
人
が
こ
こ
に
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い

る
。
当
時
は
少
な
く
と
も
七
人
の
金
貸
業
者
が
住
ん
で
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
商
人
た
ち
が
住
ん
で
い
た
だ
け
で
は
な
く
、

州
内
に
領
地
を
も
っ
重
要
な
国
王
の
家
臣
も
家
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
パ
ラ

l
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
接
す
る
便
宜
の
た
め
で
も

あ
っ
た
ろ
う
。
そ
の
数
は
二
九
人
で
あ
り
、
彼
ら
が
も
っ
家
の
数
は
二
一
七
で
あ
っ
た
。

一
二
世
紀
半
ば
に
は
、

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
は

ミ
ッ
ド
ラ
ン
ド
全
体
で
最
も
重
要
な
町
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
大
て
い
の
ミ
ッ
ド
ラ
ン
ド
諸
州
で
は
、
州
に
は
一
つ
の
パ
ラ

l

し
か
な
か
っ
た
が
、
こ
の
テ
l

ム
ズ
河
の
中
流
近
辺
で
は
、

イ
ル
へ
だ
て
て
存
在
し
、
人
々
を
ひ
き
つ
け
た
の
で
あ
る
。

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
と
ウ
ォ
リ
ン
グ
フ
ォ
ー
ド
の
二
つ
の
パ
ラ
ー
が
一
四
マ

一
二
世
紀
半
ば
頃
で
は
、

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
は
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
研
究
で
別
に
有
名
で
あ
る
と
は
い
い
が
た
く
、

エ
ク
ス
タ

l
、

サ
ン
プ
ト
ン
、

リ
ン
カ
ー
ン
の
方
が
む
し
ろ
有
名
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

ロ
ン
ド
ン
、

、
ッ
ド
ラ
ン
ド
西
部
、
南
部
か
ら
比
較
的
容
易
に

来
や
す
い
と
い
う
場
所
的
な
有
利
さ
を
も
っ
て
い
た
し
、
政
治
的
に
も
、

カ
ウ
ン
ス
ル
が
し
ば
し
ば
そ
こ
で
開
か
れ
る
と
い
う
事
情
や
、

王
が
市
に
居
所
を
も
ち
、

ま
た
近
辺
の
ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
に
王
が
好
み
の
狩
猟
場
、
居
所
が
あ
り
王
が
し
ば
し
ば
訪
れ
る
と
い
う
有
利
さ

が
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
一
二
世
紀
半
ば
以
後
、

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
は
、
多
く
の
学
者
や
学
生
が
次
第
に
集
ま
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
の
で

北法21(1・32)32
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ろ
に
」
あ
っ
た
。
臣
下
た
ち
は
、

王
の
決
裁
を
仰
ぐ
た
め
に
、
絶
え
ず
動
き
ま
わ
っ
て
い
た
王
の
後
を
追
っ
て
奔
走
し
た
の
で
あ
る
。
王

の
お
気
に
い
り
の
こ
の
狩
猟
場
も
し
ば
し
ば
宮
廷
と
な
っ
た
。

っ
て
お
り
、
例
え
ば
、

へ
ン
リ
1

一
世
の
治
世
に
も
す
で
に
こ
こ
は
し
ば
し
ば
重
要
な
宮
廷
と
な

〈

2
〉

一
一
一

O
年
‘
三
名
の
司
教
が
こ
こ
に
集
っ
て
決
裁
が
な
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク

ヘ
ソ
リ
l
二
世
の
治
世
に
お
い
て
で
あ
っ
た
ろ
う
。
ベ
ケ
ッ
ト
が
|
|
シ
エ
リ
フ
の
エ
イ
ド

ハ
S
〉

に
関
し
て
|
|
ヘ
ン
リ
!
と
最
初
に
衝
突
し
た
の
は
、
《
ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
の
カ
ウ
ン
ス
ル
》
に
お
い
て
で
あ
っ
た
(
一
一
六
三
年
)
。

が
宮
廷
と
し
て
最
も
重
要
で
あ
っ
た
の
は
、

既
に
の
べ
た
よ
う
に
、

セ
パ
1

ン
河
以
東
の
地
に
お
い
て
一
定
の
武
器
の
携
帯
が
禁
ぜ
ら
れ
た
の
も
こ
こ
で
聞
か
れ
た
カ
ウ
ン
ス
ル
(
一

一
七
五
年
)
に
お
い
て
で
あ
っ
た
し
、
《
悪
名
一
両
き
森
林
法
》
が
制
定
さ
れ
た
の
も
ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
で
聞
か
れ
た
宮
廷
に
お
い
て
で
あ

中世におけるウッドストックとその近辺

っ
た
(
一
一
八
四
年
)
。
森
林
法
は
「
二
人
の
大
司
教
、
司
教
、
バ
ロ
ン
、
伯
、
貴
紳
の
評
議
乙
同
意
に
よ
っ
て
、
ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
で
し

(
4
)
 

制
定
さ
れ
た
、
と
一
六
世
紀
の
コ
ピ
ー
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
王
マ
ル
コ
ム
及
び
弟
ウ
ィ
リ
ア
ム
が
臣
従
を
誓
っ
た
の

は
ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
に
お
い
て
で
あ
っ
た
(
一
一
六
一
一
一
年
)
し
、

つ
ぎ
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
王
と
な
っ
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
の
た
め
に
へ
ン
リ

ー
が
大
パ
ロ
ン
、
ボ
l
モ
ン
ト
子
爵
の
娘
を
め
と
ら
し
め
た
と
き
、
婚
礼
の
式
は
こ
こ
ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
で
荘
大
に
行
な
わ
れ
た
の
で
あ

〈

6
v

る
(
一
一
八
六
年
)

o

寵
愛
す
る
女
ロ
ザ
ム
ン
ド
を
か
こ
っ
た
の
も
こ
こ
で
あ
り
、
伝
説
に
よ
れ
ば
、
王
は
マ
ナ
l

・
ハ
ウ
ス
の
城
壁
の

外
に
《
フ
ェ
ア
1

・
ロ
ザ
ム
ン
ド
》
を
か
こ
っ
て
こ
こ
を
し
ば
し
ば
訪
れ
た
。
妃
の
エ
レ
ア
ノ

l
ル
が
か
く
れ
家
を
つ
き
と
め
、
毒
殺
し

て
し
ま
っ
た
と
い
う
話
は
|
|
恐
ら
く
一
回
世
紀
に
つ
く
ら
れ
た
全
く
の
伝
説
で
あ
ろ
う
が

l
lい
ま
も
パ

l
ク
の
な
か
に
ロ
ザ
ム
ン

ド
が
用
い
た
と
い
わ
れ
る
《
ロ
ザ
ム
ン
ド
の
井
戸
》
が
残
っ
て
い
る
。
彼
女
が
上
述
の
ゴ
ド
ス
ト
ウ
尼
僧
院
に
埋
葬
さ
れ
た
と
い
う
こ
と

も
ほ
ぼ
確
実
で
あ
る
。

ヘ
ン
リ
l
の
息
子
ジ
ョ
ン
は
こ
こ
で
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
し
、
彼
は
こ
の
生
地
の
パ
レ
ス
を
拡
大
も
し
た
の
で
あ

一
一
二
五
年
バ
ロ
ン
た
ち
に
屈
服
し
て
の
ち
、
彼
は
こ
こ
に
退
い
て
休
養
も
し
た
。

ヘ
ン
リ

1
三
世
も
ま
た
ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
を
愛

る
O 

し
た
。
北
ウ
ェ

l
ル
ズ
の
王
た
ち
と
の
抗
争
を
終
隠
せ
し
め
る
た
め
、
彼
が
(
ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
の
)
条
約
を
王
と
結
ん
だ
(
一
二
四
七
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説

年
)
の
は
こ
こ
で
あ
っ
た
し
、

と
り
わ
け
、

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
王
と
娘
で
あ
る
王
妃
を
盛
大
に
歓
待
し
た
の
も
こ
こ
で
あ
っ
た
。
こ
の
夫

妻
を
も
て
な
し
た
さ
い
に
は
「
王
の
命
に
よ
り
数
多
く
の
貴
族
、
貴
族
に
と
も
な
わ
れ
た
数
千
の
従
者
が
集
り
、
無
数
の
馬
が
つ
な
が
れ

論

た。

マ
ナ
!
・
ハ
ウ
ス
は
、
尼
大
な
数
の
人
た
ち
を
う
け
い
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
市
も
周
辺
の
村
々
も
収
容
す
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

ロ
ン
ド
ン
に
向
う
行
列
は
別
々
の
道
を
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
途
中
の
町
や
村
は
こ
れ
ほ
ど
の
人
数
の
用

達
に
は
こ
た
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
」
と
、

マ
テ
イ
ウ
・
パ
リ
は
云
っ
て
い
る
。

一
二
世
紀
後
半
か
ら
一
一
一
一
世
紀
半
ば
頃
ま
で
に
、
か
つ
て
州
に
住
ん
だ
有
力
な
家
門
は
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
か
、
そ
れ
に
近
い
状
態
に

あ
っ
た
。
ド
イ
リ
l
家
は
次
第
に
勢
力
を
失
っ
て
お
り
、

一
二
三
四
年
当
主
の
死
と
と
も
に
男
系
は
絶
え
、

フ
ッ
ク
・
ノ

l
ト
ン
及
び
そ

の
他
の
領
地
は
お
い
の
ウ
ォ
リ
ッ
ク
伯
の
手
に
、

つ
い
で
プ
レ
セ
テ
イ
ス
家
の
手
に
移
っ
た
。
し
か
し
、

プ
レ
セ
テ
イ
ス
が
つ
い
だ
パ
ロ

ニ
ー
は
非
常
に
縮
少
さ
れ
て
お
り
二
騎
分
の
ナ
イ
ト
・
サ
ー
ビ
ス
(
な
い
し
四
人
分
の
サ

l
ジ
ャ

γ
テ
ィ
)
し
か
負
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で

〈

9
}

あ
る
。
ベ
ッ
ク
リ
!
の
パ
ロ
ニ

l
は、

セ
ン
ト
・
ヴ
ァ
レ
リ

1
家
に
移
っ
て
い
た
が
、
男
系
が
断
え
て
ド
ル

l
伯
の
手
に
移
り
、
彼
の
他

の
領
地
と
と
も
に
一
一
一
一
一
六
年
ヘ
ン
リ
l
三
世
に
よ
り
没
収
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
や
が
て
こ
の
領
地
は
ウ
ォ
リ
ン
グ
フ
ォ
ー
ド
の
オ
ナ
l

の
う
ち
の
多
く
の
領
地
と
と
も
に
、
リ
チ
ャ

l
ド
・
コ

i
ン
ウ
ォ

l
ル
に
与
え
ら
れ
る
。
ウ
ォ
リ
ン
グ
フ
ォ
ー
ド
の
オ
ナ
l
は
、
フ
ィ
ッ
ツ

-
コ
ン
ト
が
僧
院
に
入
つ
て
の
ち
、

王
の
手
に
帰
し
て
い
た
の
で
あ
り
、

王
の
弟
で
あ
る
コ

l
ン
ウ
ォ

l
ル
伯
は
、

和
解
の
の
ち
、

王
に
対
す
る
反
抗
と

一
代
限
り
で
こ
れ
を
与
え
ら
れ
た
(
一
二
一
一
二
年
)
の
で
あ
る
。
ウ
ォ
リ
ン
グ
フ
ォ
ー
ド
の
オ
ナ
l
及
び
城
は
、
彼
が
ほ

ぼ
同
じ
頃
与
え
ら
れ
た
パ
カ
ム
ス
テ
ッ
ド
の
オ
ナ
l
及
び
城
と
と
も
に
、
テ
l
ム
ズ
河
中
流
地
帯
及
び
南
部
ミ
ッ
ド
ラ
ン
ド
地
帯
に
お
け

る
彼
の
財
産
と
勢
力
の
拠
点
と
な
っ
た
。
へ
デ
イ
ン
ト
ン
の
パ
ロ
ニ
ー
も
、
パ
セ
ッ
ト
家
の
男
系
が
絶
え
て
一
三
世
紀
の
前
半
に
解
体
の

状
態
に
あ
っ
た
。
長
女
は
ウ
ォ
リ
ッ
ク
伯
に
嫁
し
た
が
、
伯
の
死
後
王
に
反
抗
的
で
あ
り
王
に
嫌
わ
れ
て
い
る
シ
ウ
ォ
ド
と
再
婚
し
た
の
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で
あ
る
。
シ
ウ
ォ
ド
は
、

コ
ー
ン
ウ
ォ

1
ル
と
も
州
内
で
激
し
く
争
っ
た
人
物
で
あ
っ
た
。

ア

l
シ
ッ
グ
家
は
、

ヘ
ン
リ
l
三
世
の
治
世

な
か
ば
ま
で
州
で
有
力
な
一
円
で
あ
っ
た
が
、
男
系
が
た
え
、
領
地
は
州
南
部
の
グ
レ
イ
家
の
手
に
移
っ
た
。
し
か
し
以
後
グ
レ
イ
家
の

領
地
も
複
雑
な
屈
折
を
た
ど
る
こ
と
に
な
る
。

キ
ャ
ン
ヴ
イ
ル
家
の
領
地
も
一
三
世
紀
前
半
に
解
体
し
、
領
地
の
一
部
は
、
も
と
も
と
ド

イ
リ
l
家
の
家
臣
で
あ
っ
た
ス
タ
ン
ト
ン
・
ハ

l
コ
l
ト
家
に
、

一
部
は
へ
ン
リ
l
三
世
の
末
年
に
ソ

1
ル
ス
ベ
リ
伯
の
手
に
移
り
、
や

が
て
さ
ら
に
ヲ
ン
カ
ス
タ
l
家
に
移
っ
て
し
ま
う
。
ウ
ォ
リ
ン
グ
フ
ォ
ー
ド
の
オ
ナ
l
の
一
部
(
ピ
ス
タ
!
近
辺
の
七
つ
の
領
地
)
を
受

領
し
て
い
た
他
の
パ
セ
ッ
ト
の
一
門
の
所
領
も
同
じ
く
ラ

γ
カ
ス
タ

1
家
の
大
所
領
の
な
か
に
吸
収
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
う
し
て
一
一
一
一
世

紀
半
ば
頃
に
は
、
こ
の
州
に
住
ん
だ
豪
族
の
一
門
は
殆
ん
ど
解
体
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
シ
ャ
ー
に
は
も
と
も
と
全

国
的
な
大
領
主
は
住
ん
で
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
州
内
の
領
地
は
、
ま
す
ま
す
、
他
の
州
に
住
む
権
門
の
大
所
領
の
一
部
を
な
す
に

す
ぎ
な
い
よ
う
に
な
り
、
州
に
住
ん
で
州
に
大
き
な
勢
力
を
振
う
豪
族
が
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
の
ち
に
述
べ
る
よ
う

中世におけるウッドストックとその近辺

に
、
州
内
の
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
を
支
配
す
る
も
の
は
、

ほ
と
ん
ど
、

i
lパ
リ
ン
ド
ン
・
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
を
所
有
し
た
プ
レ
セ
テ
ス
家
を
除

き

l
lこ
の
州
に
住
ま
ず
、
国
の
政
治
で
有
力
な
権
門
や
貴
紳
で
あ
る
。

っ
た
。

一
回
世
紀
に
は
州
内
の
大
領
地
は
王
の
手
に
帰
す
る
傾
向
が
あ

コ
ー
ン
ウ
ォ

l
ル
伯
家
の
所
領
は
、
男
系
が
絶
え
(
二
ニ

O
O年
)
、
王
の
手
に
移
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
州
内
に
住
む
豪
族
が

解
体
し
、
州
に
住
ま
な
い
権
門
や
貴
紳
が
州
の
《
上
級
》
勢
力
と
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
他
面
か
ら
み
れ
ば
、
よ
り
小
さ
い
規
模
の
ナ
イ

ト
級
の
地
方
有
力
者
の
発
言
が
増
す
と
い
う
こ
と
に
並
行
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
例
え
ば
、
一
回
世
紀
始
め
に
は
、
か
つ
て
は
ド
イ
リ
l

家
の
家
臣
で
あ
っ
た
(
第
皿
表
)
サ
l
・
ダ
モ
リ
l
は
、

こ
の
二
つ
の
職
は
、

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
玉
城
の
城
代
で
あ
り
、
州
の
シ
エ
リ
フ
に
な
っ
て
い
る
。

ド
イ
リ
l
一
門
が
か
つ
て
は
し
ば
し
ば
兼
ね
た
も
の
で
あ
っ
た
。

ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
は
、
王
の
手
に
あ
る
も
の
と
、
私
的
な
領
主
の
手
に
あ
る
も
の
と
が
あ
る
。

一
三
世
紀
末
に
は
、
英
国
の
ハ
ン
ド
レ
ッ

ド
の
総
数
六
二
八
ほ
ど
の
う
ち
、
私
的
な
も
の
は
三
五
八
で
あ
り
、

王
の
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
は
二
七

O
で
あ
る
。
王
の
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
は
、
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ー
、
ウ
ォ
リ
ツ
ク
シ
ャ
ー
に
は
私
的
な
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
は
存
在
し
な
い
。
こ
れ
に
反
し
、

東
部
ミ
ッ
ド
ラ
ン
ド
に
多
く
、
私
的
な
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
は
南
部
及
び
南
西
部
に
多
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
近
辺
で
は
、
バ
ッ
キ
ン
ガ
ム
シ
ャ

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
ジ
ャ
ー
で
は
、

説論

ン
ド
レ
ッ
ド
の
う
ち
、

一
四
の
ハ

一
二
が
私
的
な
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
で
あ
る
。
各
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
の
領
主
を
み
る
と
、
第

w表
の
ご
と
く
で
あ
る
。
王

の
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
は
、

ウ
ッ
ト
ン
・
ハ

γ
ド
レ
ッ
ド
と
、

そ
の
東
ど
な
り
に
あ
る
。
フ
ラ
ウ
リ
l
・
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
の
二
つ
に
す
ぎ
な
い
。

ド
ー
ム
ズ
デ
イ
の
時
代
に
は
、

リ
ン
カ
ー
ン
司
教
の
も
の
を
除
き
、
他
は
す
べ
て
王
の
手
に
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
か
ら
、
こ
の
間
多
く
の

の
本
拠
を
も
っ
プ
レ
セ
テ
ィ
ス
を
除
け
ば
、

ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
が
王
の
手
か
ら
離
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
ら
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
の
所
有
者
を
み
る
と
、

コ
ー
ン
ウ
ォ
l
ル
伯

フ
ッ
ク
・
ノ
l
ト
ン
に
パ
ロ
ニ
l

い
づ
れ
も
国
の
政
治
で
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
る
人
た
ち
で
あ
る
。

は
王
の
弟
で
あ
り
、
こ
の
時
期
の
王
の
、

ま
た
は
バ
ラ
ン
ス
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
の
勢
力
に
反
対
し
た
リ
ー
ダ
ー
で
あ
っ
た
し
、

ウ
ィ
リ
ア
ム

は
へ
ン
リ

l
三
世
の
妃
の
叔
父
で
あ
っ
て
、
サ
ヴ
ォ
イ
か
ら
移
っ
て
き
て
以
来
国
の
政
治
の
中
心
を
占
め
た
人
物
、
セ
ン
ト
・
ア
マ
ン
ド
の

ア
ル
マ
リ
ッ
ク
は
、
彼
の
息
子
で
あ
っ
て
、
抗
争
の
時
期
の
一
二
名
の
カ
ン
ス
ラ
l

の
一
人
と
な
っ
た
人
物
で
あ
る
。
彼
ら
は
す
べ
て
、
一

三
世
紀
前
半
に
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
を
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
国
の
政
治
で
は
重
要
な
役
割
合
」
果
し
て
い
た
彼
ら
は
、

ノ チテパチプ
ノレ イ リ ヤラ

ス タ ム ン ドウ. 、;/ " ド リ リ

ゲデ ( 世、中中J ン ン l イー (ト(
ト 三 一ンー
" 0 ニ(二
一九 八一五
- ¥ーノ 二二五
八 〉七)

ブL
¥ノ 、】J

一
O 五二七四一

ポ
4シ ク ク イシ ク ン

ド

九一六
一

イク タ
シ

ク ノレ

七九
r、。一 J¥b 

ク イク ンン
スス
四半
分
の
一

い
づ
れ
も
オ
ッ
ク
ス

フ
ォ
ー
ド
シ
ャ

1
に
住
む
一
門
で
は
な
か
っ
た
。

い
ま
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
の
行
政
活
動
を
み
る
た
め

ア
」
、t
 
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
が
年
間
に
受
領
す
る
額
を
み

残よ
念う
な O

カL ウ

らツ
しト
らン
Jミ・

るハ
こン

と ド
カ1 レ

でッ

きド
なの
かそ
っ(れ
7こ18は。、

受
領
す
る
額
の
内
分
け
を
み
よ
う
。
プ
ラ
ウ
リ

ー
・
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
の
そ
れ
を
み
て
み
る
と
、

北法21(1・38)38
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(uv 

ぎ
の
ご
と
く
で
あ
る
。

ゲ
山
門
同
間
関
叩

二
ポ
ン
ド

一
シ
ル

4
-巾
請
。
同
片
岡
田
ロ
日
両
立
巾
仏
関
巾

一
九
タ

六
ペ
ン
ス

タ

日
立
巴
ロ
q
B
Oロ
ミ

一
三
タ
一
一
一
ペ
ン
ス
半

四

。
そ
の
他

四
つ
半
の
チ
ル
タ
ン
・
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
の
額
の
内
分
け
を
み
て
み
よ
う
。
こ
の
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
は
、

エ
ド
ワ
ー
ド
)
世
の
い
と
こ
の
エ

ド
モ
ン
ド
・
コ

l
ン
ウ
ォ

1
ル
の
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
で
あ
っ
た
が
、
彼
の
死
後
(
ご
ニ

O
O年
以
後
)
、
王
の
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
に
な
っ
た
。

一二

O
九
年
の
会
計
簿
に
よ
る
と
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
(
村
の
数
二
四
)
。

中世におけるウッドストックとその近辺

E
E
m
m
守
口
仏
者
間
宮

5
5

4
-
2
司
丘
町
Eロ
W
H】
戸
巾
仏
関
叩

~ 

六
ポ
ン
ド

九
シ
ル
一
一
一
ペ
ン
ス

七

タ

r
E口
内
同
町
内
向
日

noロ
ユ

一
六

七

九

。

タ

ク

同v
巾
H
1
内
山
口
F
m
F
同
町
田
。
同
同
}
凶
巾
-
巾
巾
同

五

ムノ、

七

タ

。

タ

興
味
が
あ
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
額
は
極
め
て
長
く
固
定
さ
れ
て
お
り
変
わ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
o

例
え
ば
、

-
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
の
額
は
、
一
二
七
九
年
か
ら
一
三
二
七
年
|
|
お
そ
ら
く
こ
れ
よ
り
後
ま
で
も
|
|
変
わ
ら
な
か
っ
た
し
、

チ
ャ
ド
リ
ン
ト
ン

プ
ラ
ウ
リ

ー
・
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
の
、
ハ
イ
デ
i
ジ
と
検
問
の
額
五
ポ
ン
ド
六
ペ
ン
ス
は
二
六
五
二
年
ま
で
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
テ
イ
ム
・
ハ
ン
ド
レ

ッ
ド
の
額
は
中
世
中
四

O
シ
ル
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
に
よ
り
そ
の
額
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

リ
ン
カ
ー
ン
司
教
の
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
を
別
と
し
、
例
え
ば
、
パ
リ
ン
ド
ン
、
プ
ラ
ウ
リ
l
の
ハ
ン
ド
レ

γ
ド
の
額
は
極
め
て
小
さ
い
。
こ

れ
は
、

ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
内
の
マ
ナ
!
の
領
主
が
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
の
裁
判
の
下
に
な
い
か
ら
で
あ
る
σ

。
フ
ラ
ウ
リ
l

・
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
の
例

北法21(1・39)39



説

一
つ
の
村
落
(
ソ
ウ
ル
ダ

i
ン
)
は
例
外
的
な
《
フ
リ
l

・
マ
ナ
l
》
(
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
・
ロ
ー
ル
)
で
あ
っ
て
、

を
と
ろ
う
。

ベ
イ
リ

フ
は
王
の
令
状
が
な
け
れ
ば
、

入
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
領
主
は
、
欲
す
る
な
ら
、

ハ
ン
ド
レ
ヅ
ド
の
二
大
裁
判
に
お
も
む
き
、

論

《
領
地
の
人
々
に
対
す
る
彼
の
自
由
》
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
た
し
、
ま
た
欲
す
れ
ば
、
|
|
領
民
は
罰
せ
ら
れ
ず
に
そ
こ
に
行
く
こ
と

が
で
き
る
の
で
!
|
裁
判
の
利
得
を
求
め
る
こ
と
も
で
き
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
に
は
、
ウ
ォ
リ
ン
グ
フ
ォ
ー
ド
の

オ
ナ
l
に
属
す
る
領
地
が
数
多
あ
り
、
こ
れ
ら
の
も
の
は
、
種
々
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
の
行
政
の
管
轄
の
外
に
あ
っ
た
。
二
つ
の
村
は
、

オ
ナ
l
の
ベ
イ
リ
フ
の
も
と
で
う
け
る
。
一
二
つ
の
村
の
訴
訟
は
、
年
一
回
は
オ
ナ

1
の
法
廷
で
行
な
わ
れ
る

し
、
二
つ
の
村
の
オ
ナ
l
の
中
間
領
主
(
オ
ズ
ネ
イ
僧
院
と
ル
l
リ
イ
僧
院
)
は
、
そ
れ
ぞ
れ
検
問
、
裁
判
を
行
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

ン
グ
ブ
リ
ッ
ジ
の
検
聞
を
、

ウ
エ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ

l
僧
院
も
こ
こ
に
領
地
を
も
ち
、
特
権
的
地
位
を
与
え
ら
れ
て
お
り
、
僧
院
長
は
、

ィ
。
ス
リ
ッ
プ
に
法
廷
を
聞
き
、

二
つ
の
村
の
領
民
を
裁
き
、
う
ち
一
つ
の
村
で
検
聞
を
行
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
あ
る
二
人
の
領
主
は
、

み
づ
か
ら
検
聞
を
行
な
っ
た
。

も
っ
と
も
、
こ
の
二
人
の
場
合
に
は
、

シ
エ
リ
フ
と
王
の
ベ
イ
リ
フ
が
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
し
、
彼
ら
に
一

O
シ
ル
を
支
払
わ
ね
ば
な

ら
ぬ
。
こ
う
し
て
、
プ
ラ
ウ
リ
l

・
ハ
ン
ド
レ

y
ド
は
、

王
の
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
(
?
)
、
王
の
権
限
の
巾
は
小
さ

い
の
で
あ
る
。
パ
リ
ン
ド
ン
・
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
は
、
そ
の
額
は
一
一
層
小
さ
い
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
も
、
そ
れ
は
、

所
有
者
で
あ
る
プ
レ
シ
!
な
い
し
プ
レ
セ
テ
イ
ス
家
以
外
に
、

ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
の

ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
の
行
政
に
服
し
な
い
多
く
の
領
地
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る

(
ウ
ォ
リ
ン
グ
フ
ォ
ー
ド
の
オ
ナ
ー
や
テ

γ
プ
ル
騎
士
団
の
領
地
)
。
過
去
、
王
や
ウ
ォ
リ
ッ
ク
伯
が
ふ
ん
だ
ん
に
恩
恵
を
与
え
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
農
村
の
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
に
比
較
す
る
と
、
都
市
的
な
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
で
は
、
そ
の
価
値
は
よ
り
高
い
。
例
え

ば
、
ノ

l
ス
・
ゲ
イ
ト
の
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
は
、
小
さ
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
高
い
。

資
料
的
に
最
も
豊
富
な
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
で
あ
る
プ
ラ
ウ
リ
l

・
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
を
と
っ
て
、

み
よ
う
(
第

V
表
)

o

こ
の
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
に
多
く
の
所
領
を
も
っ
直
属
の
家
臣
は
、
ウ
ォ
リ
ン
グ
フ
ォ
ー
ド
の
コ
ン
ウ
ォ

l
ル
伯
(
少
な

一
三
世
紀
半
ば
頃
の
所
領
の
状
態
を
み
て

北法21(1・40)40
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HONORS AND KNIGHTS' FEES，一三世紀半ば(第V表〉

Honor and 
Manors Mesne lords Tenants Overlord 

WALLING- .. .. Longespee 

FORD Wretchwick 2 Longespee Audley 

EARL OF Stratton Audley .. Audley 
CORNWALL 

Chesterton 2 De Chesterton .. 

Lower Heyford .. De La Mare 

Upper Heyford .. Redvers 

D'OILLY Bletchingdon .. Damory 

EARL OF Bucknell f Damory 
WARWICK 

and part of T usmore I 
Damory 

l Pa制1U1

Fulwell Damory Oseney Abbey 

Hardwick Fitz Wyth Aundeley 

Kirtlington ろ告 .. I Dives 

l De la Grave 

Tusmore % Fitz Wyth Aundeley 

Weston-th←Green 2 ?Damory Oseney Abbey 



ARSIC I Fringford 
( Grey 

1 Ga出 ner

Fritwell Grey 

Newton Purcell Purcell 

Somerton 
( Grey 

1 Ga出 ner

CHESTER 
|b』Arい∞k王1 Earl of Warwick Fitz Wyth n Somerton 

EARL OF 

ARUNDEL 

RICHARD'S I Souldern I De Arderne 

CASTLE 
MORTIMER 

GIFFARD I Stoke LYne with ( 1 1 ( De Lisle 
Earl of Oxfond 

lands in T usmore l弘 j l De Col日field

HONOR Finmere De Turri-De Broke 

OF Hampton Gay w出 l I De Gay-Useney 
ろ告 Champernoun 

GLOUCESTER Otley in Oddington I l Thame Abbey 

Hethe ろも De Verdun 

Lower Heyford Champernoun Henred 

Newton Purcell 

Shelswell 

1" De Newton 



HONOR Hampton Gay ろ色 De GayベコseneyAbbey 

OF Mixbury 1% Oseney Abbey 

ST. VALERY Newton Purcell % Purcel 

百月1illaston % (demesne manor) 

ISLIP l Iasnl…d mcott Murcott 
LIBERTY 

Launton 

Northbrook in Kirtlington 弘 De Gay 

Noke. De Williamscote 

Oddington 弘 Le Poure 

DEVON AND Fritwell Foliot 

THE ISLE Noke % Foliot 

HONOR OF Stratton Audley ろ主 Gargat←Bicester 

WARENNE Priory 

STAFFORD Bletchmgdon !cMo;弘tain〕Gr児ren町m叩n肝nVl刊l Prescote 

DE STAFFORD 

'-SJ- Fρv 



MANDEVILLE I Wendle 2 I De Oseville 
l Fitz AUlT町Y

EARL OF 

HEREFORD 

ANCIENT kktingtonj l 1 Basset 
ろ告 Tenants in chief 

l Le B問 t-De.Langley DEMESNE Bignel1 

LESSER Godington Longespee Camville 

TENANTS Middleton Stoney Longespee 

IN CHIFF Bainton De Hampden Carbonel 

Cottisford free alms Abbey of Bec Priory of Ogbourne 

Char1ton free alms Abbey of St. Evroul Le Poure 
Priory of Ware 

Hampton Poyle De Hampton-De la Poyle 

Betchingdon Sergeanty Grenevile-Prescote 

'Saxinton' Boffin I De Blakeville 



-
寸
(
↑
寸

-c-N巾
穂
村

オックスフォードシャーの人口と身分(第VI表)

ドームズデイ・ブック、 1086
11 

ハンドレッド・ローノレ、 1279

国王直属の家臣 84 国王直属の家臣 72 

undertenants 

自
occuplers 

自
socmen 

burgenses free socmen 

由
Francigenae 

由
burgage tenants 

他の自白人 milites 他の自由人 3389 

人
homines 

人
liberi homines 

liberi homines pnests 
を合む

pnests 
を含む

Vi1lani 3545 Villani 1969 
手ド 手ド Cotarii， coterelli， cotagiarii， etc. 1349 Bordarii 1889 
自 自 Serviと tenantsin bondage 921 

Servi 163 
由 由 Nativi 620 

その他 27 その他 510 人 人

Buri 17 Custumarii， consuetudinarii，etc. 457 

周
回
(
町
山
町
付

h
h
'
ι
，
K
勺

{

h

b
健
全
お
は
割
門
寸



説

く
と
も
六
騎
士
分
)
、
ド
イ
リ
l
な
い
し
ウ
ォ
リ
ッ
ク
伯
(
七
騎
士
分
)
、
ァ
l
シ
ッ
ク
(
か
な
り
〉
、
グ

?
l
ス
タ
l
伯
(
少
な
く
と
も
三
騎

論

土
分
)
、
セ
ン
ト
・
ヴ
ァ
レ
リ

l

(
三
騎
士
分
)
等
で
あ
る
。

ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
・
ロ

l
ル
に
せ
よ
、
《
人
口
》
の
計
算
は
容
易
で
は
な
い
。
現
に
オ
ッ
ク
ス
フ

ド
ー
ム
ズ

J

ア
イ
・
サ
ー
ベ
イ
に
ぜ
よ
、

ォ
l
ド
シ
ャ
!
の

V
・
C
-
H
に
お
い
て
も
第
一
巻
と
第
二
巻
の
計
算
の
結
果
は
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
一
巻
で
は
農
民
人
口
は

七
六
四
五
で
あ
る
が
、
第
二
巻
で
は
六
七
七
五
で
あ
る
。
よ
り
新
し
く
出
版
さ
れ
た
一
巻
の
計
算
の
方
が
よ
り
正
確
で
あ
ろ
う
が
、

れ
も
計
算
の
基
礎
が
十
分
明
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
両
者
を
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
、
第
二
巻
に
は
、

各ハンドレッドの町村数 (1316)第百表

(川ドレッド・)
ローノレtこよる町村数ハンドレッド

56 羽Tooton

R
d
 

F
A
J
 

Chadlington 

43 Bul¥ingdon 

41 (32+1) 

40 

Ploughley 

Bampton 

24 

20 

15 

21 

Ewelme 

Banbury 

Bloxham 

Lewknor 

ド
ー
ム
ズ

J

ア
イ
の

《
人
口
》
と
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
・
ロ
ー
ル
の

《
人
口
》
と
が
計
算
・
比
較
さ
れ
て
い
る

の
で
、
こ
れ
を
か
り
に
引
用
し
、
二
つ
の

サ
ー
ベ
イ
聞
の
《
人
口
》
の
変
動
の
概
要

を
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

い
づ
れ
も
第

12 

10 

371 

巻
に
よ
る
計
算
に
従
う
と
、
《
人
口
》
は

10 

9 

9 

6 

六
七
七
五
か
ら
九
二
八
七
と
な
っ
て
お

Binfield 

Dorchester 

Islip-Liberty 

えり
Tこ、

と こ
いの
う間

と 《
が人
で口
き》
るは
(著
第る
M し
表会く
Y己ふ

と
く
に
自
由
人
の
数
は
増
加
し
た
。
国
王

Langtree 

Thame 

Pyrton 

直
属
の
家
臣
の
数
は
、

八
四
名
か
ら
七
二

名
に
減
少
し
て
い
る
が
、
他
の
自
由
人
の

北法21(1・42)42
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玄込 ... 

プラウリー・ハンドレッドの人口の変動(第酒表〉

Dornesday Survey Hundred Rolls Survey 
1086 1279 

NeS04Ea.4t‘~; I ViIlani I Bordars I Serfs 1:町0o1.atnao包l f NII1oanOoEfS lllllehsota-steeors f lいii|tenFFraene」tーs1!i i lNatim1|ll1Servi1i|||Cottm1| i1 l tnTe0no.atnad l ts 

Ardley 8 15 23 
11 

5 9 14 

Bicester 28 14 5 47 3 14 17 

Bignel¥ 2 7 23 30 

wretchwick 25 7 32 

Total 2 28 14 5 47 4 10 62 7 79 

Bletchingdon 2 9 7 7 23 2 18 20 38 

Boycott (Bucks) 13 6 19 

Bucknel¥ 6 3 3 12 2 2 13 4 19 

Saxenton 2 9 4 13 2 9 11 

Total 3 15 7 3 25 2 4 22 4 30 



Chesterton， Great 3 24 28 55 

ク ， Little 2 8 10 

Total 22 10 2 34 5 32 28 65 

Charlton 5 26 2 33 

Fencott 2 30 8 40 

Murcott 

Total 15 11 6 32 8 56 10 74 

Cottisford 10 5 15 5 15 21 

Finmere 2 10 5 4 19 4 29 33 

Fringford 2 18 8 4 30 2 4 19 8 31 

Fritwel¥ 2 12 7 3 22 2 11 14 14 5 44 

Godington 16 2 19 2 7 21 6 34 

Hampton Gay 2 8 2 10 

Hampton Poyle 7 2 2 11 6 15 7 28 

Hardwick 5 2 7 2 2 8 10 

Hethe 8 5 14 26 2 29 



叶… 附 町 品 開 … 吋崎"“ 町同M申

一一一一一一一一一一戸一…川町._，

Heyford， Lower 2 2 19 20 

Caulcott 6 33 39 

Total 2 11 12 5 28 2 7 33 19 59 

Heyford， Upper 10 3 14 31 7 38 

Islip 10 5 2 17 6 34 40 

Kirtlington 4 42 25 4 71 4 36 40 2 78 

Northbrook 2 3 6 9 16 

Total 5 44 25 5 74 2 4 42 49 3 94 

Launton 64 64 
Lillingstone Lovell 

2 8 2 11 (Bucks) 3 16 10 15 41 

Middleton Stoney 25 7 5 37 18 27 45 

お1ixbury 18 11 30 37 11 48 

Fulwell 3 2 6 匂 7 7 唱嵯 . .‘ . 一引
Willaston 

叫
、 18 • 19 

Tota! 2 21 13 2 36 3 55 19 74 
.恥品 十 一戸 【 T 守一一一



一、z一一一一一一明町一一一一一一一一一一明日… ザ 何 判内

Newton Purcell 7 9 6 22 

Noke 2 3 6 2 11 2 8 15 6 29 

Oddington 10 4 2 16 2 2 13 14 

Shelswell 7 7 2 16 3 7 10 

Somerton 3 17 9 2 28 2 15 28 43 

Northbrook 2 9 5 14 2 

Total 5 26 14 2 42 2 2 15 28 43 

Souldern 
[1 

7 25 32 

Stoke LYne 34 9 2 45 2 6 14 13 2 35 

Bainton 2 3 5 11 16 

Fewcot 4 4 6 10 

Total 2 35 11 2 48 3 4 15 25 19 2 61 

Stratton Audley 8 2 11 2 6 44 8 58 

Tusmore 2 3 10 9 20 

Wendlebury 4 5 3 12 2 2 9 13 22 

Weston 17 11 5 33 5 35 10 50 

54 424 225 80 729 
1I 

55 29 264 820 103 188 



数
が
目
ざ
ま
し
く
増
加
し
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
れ
に
は
様
々
の
留
保
を
附
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

町
村
の
数
も
か
な
り
増
加
し
て
い
る
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。

ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
・
ロ

l
ル
に
は
、
そ
れ
は
三

O
O以
上
に
な
っ
た
。

世
紀
始
め
に
は
、
州
全
体
は
公
的
に
(
徴
税
の
た
め
)
地
理
的
単
位
に
分
け
ら
れ
た
。

一
一
一
二
六
年
に
作
成
さ
れ
た
文
書
ロ
。
B
F
E
i
-
-ー

に
よ
る
と
、
州
の
町
村
数
は
三
七
一
で
あ
る
。
こ
れ
を
各
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
毎
に
み
て
み
る
と
、
第

W
表
の
ご
と
く
で
あ
り
、

ド
ス
ト
ッ
ク
が
属
す
る
ウ
ッ
ト
ン
・
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
の
町
村
数
が
最
も
多
く
、
五
六
で
あ
る
。

出】守口口
Hハ

ン
ド
レ
ッ
ド
の
う
ち
、

ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
・
ロ

l
ル
に
最
も
良
く
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
フ
ラ
ウ
リ

1

・
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
の
人
口
を
み
て
み

ょ
う
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
も
ド
l
ム
ズ
デ
イ
・
サ
ー
ベ
イ
よ
り
も
よ
り
正
確
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
り
、
種
々
の
不
正
確
な
点
が

(
M
M
〕

推
測
さ
れ
る
の
で
は
あ
る
が
。

一
二
七
九
年
の
サ
ー
ベ
イ
に
お
い
て
は
、
《
人
口
》
は
七
二
九
(
ヴ
イ
ラ
ニ
、

四
二
回
、

ボ
デ
ィ
ア
一
一
一
一

五
、
サ

l
フ
八

O
)
で
あ
っ
た
が
、

一
二
七
九
年
の
サ
ー
ベ
イ
に
お
い
て
は
、

一
三
七
五
(
自
由
小
作
人
二
六
回
、
ナ
テ
ィ
ヴ
ィ
八
二

O
、

中世におけるウッドストックとその近辺

セ
ル
ビ
一

O
三、

コ
ッ
タ

l

一
八
八
)
で
、
こ
の
間
に
《
人
口
》
は
二
倍
ほ
ど
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
の
う
ち
で

は
、
王
領
で
あ
り
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
の
ベ
イ
リ
フ
が
い
る
カ

l
ト
リ
ン
ト
ン
の
人
口
は
、

ド
ー
ム
ズ
デ
イ
に
お
い
て
も
(
七
一
)
、
ハ
ン
ド
レ

ッ
ド
・
ロ

1
ル
に
お
い
て
も
(
七
八
)
最
も
多
い
が
、
人
口
の
伸
び
は
そ
れ
ほ
ど
で
は
な
い
。
こ
の
古
い
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
の
中
心
地
に
は

ま
だ
及
ば
な
い
が
、
人
口
の
伸
び
は
著
る
し
い
も
の
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
表
に
は
《
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
暮
し
て
い
る
》
人
び
と
は
含
ま
れ

て
も
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
州
で
自
由
人
の
数
は
増
加
し
た
と
は
い
え
、

ら
ば
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
も
こ
の
州
で
は
、
他
の
州
に
比
し
て
非
自
由
人
の
割
合
は
依
然
と
し
て
大
き
く
、
北
ど
な
り
の
ウ
ォ
リ
ヅ
ク

ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
・
ロ

l

ル
に
現
わ
れ
て
い
る
各
州
の
自
白
人
の
割
合
を
比
較
す
る
な

シ
ャ
!
と
同
じ
部
類
に
属
し
て
い
る
。
こ
の
点
、
非
自
白
人
の
割
合
が
比
較
的
小
さ
い
東
や
と
な
り
の
バ
ッ
キ
ン
ガ
ム
シ
ャ
!
と
は
異
な
っ

て
い
る
。
ま
た
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
シ
ャ
ー
で
も
、
各
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
に
よ
っ
て
、
非
自
白
人
の
割
合
は
か
な
り
異
な
っ
て
お
り
、
ピ
ア 四

ウ
ッ

北法21(1・43)43



説

ユ
l
エ
ル
ム
、
ラ
ン
グ
ト
リ
l
等
南
部
の
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
で
は
、
非
自
由
人
の
割
合
は
比
較
的
小
さ
く
、
自
由
人
の
割
合
は
高

い
(
た
だ
し
チ
ル
タ
ン
丘
陵
地
帯
の
ピ
ン
フ
ィ

l
ル
ト
・
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
は
そ
れ
ほ
ど
で
も
な
い
)
。
非
自
由
人
の
割
合
は
州
北
部
で
よ
り

ト
ン
、

論

高
い
。
上
記
の
固
フ
ラ
ウ
リ

l
・
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
は
ー
ー
ー
リ
ン
カ
ー
ン
司
教
の
南
部
の
小
さ
い
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
、

ド
l
チ
ェ
ス
タ

l

・
ハ
ン

ド
レ
ッ
ド
と
と
も
に
|
|
非
自
由
人
の
割
合
が
最
も
大
き
い
。
ウ
ッ
ト
ン
・
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
で
も
、
パ
ラ
!
と
な
っ
た
ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク

か
な
り
高
い
割
合
と
な
る
。
地
代
形
態
を
み
る
と
、
ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
の
属
す
る
ウ
ッ
ト
ン
・
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド

や
東
ど
な
り
の
プ
ラ
ウ
リ

l

・
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
で
は
、
非
自
由
人
の
貨
幣
支
払
い
と
賦
役
と
は
お
お
よ
そ
等
し
い
。
西
ど
な
り
の
チ
ャ
ド

を
除
い
て
み
る
な
ら
ば
、

リ
ン
ト
ン
・
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
で
は
、
非
自
白
人
の
義
務
の
な
か
で
、
貨
幣
地
代
に
対
し
て
賦
役
が
い
ち
ぢ
る
し
く
超
過
し
て
い
る
。
こ
れ

に
対
し
、
州
南
東
部
の
ピ
ア
ト
ン
、

ユ

l
エ
ル
ム
の
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
で
は
貨
幣
地
代
が
か
な
り
多
い
。
農
奴
の
割
合
が
比
較
的
高
い
こ
の

と
み
ら
れ
て
い
る
。

州
に
お
い
て
|
|
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
|
|
貨
幣
地
代
の
割
合
も
比
較
的
多
い
、

(
1
)

へγ

リ
l
二
世
の
治
下
に
、
最
初
に
、
ウ
エ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
l
に
大
蔵
省
が
比
較
的
固
定
的
に
位
置
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
も
っ
と
も
大
蔵
省
が
他

に
移
動
し
な
い
よ
う
に
な
っ
た
の
は
一
回
世
紀
末
で
あ
る
。
吋
D
Z
F

、H
，r
F笹口口

H

口問的。『

ω
冨

ao円

出

【

U8FE--(リ

o一-2
g仏

F
句。

a
c同同，・同リ・

、H
，c
c
y
〈
口
一
・
回
・
議
会
が
ウ
エ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
に
固
定
的
に
開
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
百
年
戦
争
以
後
で
あ
る
。
吋
2

7

0
司・

2
・

経
済
上
の
中
心
地
で
あ
っ
た
ロ
ン
ド
ン
が
政
治
の
中
心
地
と
も
な
っ
た
の
は
一
回
世
紀
後
半
に
す
ぎ
な
い
。

(
2
〉
出
席
し
た
司
教
は
ロ
ジ
ャ
i

(
ソ
l
ル
ス
ベ
リ
〉
、
ロ
パ
l
ト
(
ロ
ン
ド
ン
〉
、
ヴ
イ
ル
ラ
の
ジ
ョ
ン
(
パ
ス
・
ウ
エ
ル
ズ
)
で
あ
る
。
決
裁
は
ア
ピ
ン

ド
ン
僧
院
に
関
す
る
こ
と
が
ら
で
あ
っ
た
。

(
3
)
H
v
o
o
r
u
O司・

2
・L
-
M
O
M
h
O
P
E
-
-
3・ω-
∞|ωN-
一
MNDEL・
3
E巳
開
口
問
-
E
P
3・
ω∞
∞
|
-

(
4〉
句

8
-
P
D
H》

-nx-w
℃・

ωN
一
句
作
門
戸
岬

l
口
三
巴
=
町
除

z
r
r
H
0・
ω
Z
L
5
g品
Z
C円
g
ω
ロ
司
自
ν
一命日
g
g
q
g
ω
E
r
g
-
の
自
国
民
z
g
E
-
同
区
c
p

3
・一∞中
l
ア
参
照
。

(
5
〉
]
・

3
口同

D
B
P
2
3
E
A
5
仏

o
z
m戸
0
5
2
5
E
E
m
Z
2
2
5
F
S
E佐
官

P
E
E
n
一2
0同

ω
S
F
o
p
E
Oロ
ミ
一

ω
E
m
w
E己

ケ
邑
・
出

04司
-2FMNo--回

ω耳
目

ω)wH亡、

7
-
N印回・
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(∞) Poo~e ， op. cit.， p. 279. 

(トー) Powicke， The Thirteenth Century， pp. 400， 412 

(∞) Sanders， op. cit. -$~。

(∞) op. cit.， p. 54， Note 6， 7. 

(2) Powicke， op. cit.， pp. 40-1. 

(ニ) Cam， Liberties and Communities， chap. vn. 
(ご) V.C.H.， Vol. V， p. 160. 

(竺) V.C.H.， Vol. 1， p. 440. 

(三) op. cit. 

(己) Cal. Fine R. 1307-19，336， 339 ; V.C.H.， V， pp. 160-1. 

(~) Cam， The Hundred and Hundred Rolls， p. 147. 

(とこ) op. cit.， PP. 276-7. 
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説

(
お
)

(

幻

)

。司
-
n
F
汁
・
ビ
ス
タ
!
で
「
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
生
活
し
て
い
る
」
人
び
と
は
こ
の
表
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

コ
ス
ミ
ン
ス
キ
ー
〈
秦
訳
〉
、
A
二
二
世
紀
に
お
け
る
賦
役
と
貨
弊
地
代
V
。

論

五

ド
ー
ム
ズ
デ
イ
・
サ
ー
ベ
イ
に
よ
っ
て
も
、
現
在
の
ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
の
位
置
に
人
び
と
が
住
ん
で
い
た
か
ど
う
か
は
知
る
こ
と
が
で

き
な
い
の
で
あ
る
が
、
近
辺
に
は
い
く
つ
か
の
部
落
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
ハ
ン
テ
ィ
ン
グ
・
ロ
ッ
ヂ
が
つ
く
ら
れ
、

王
や
側
近

が
し
ば
し
ば
き
て
泊
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、
町
が
発
展
す
る
条
件
は
十
分
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
町
が
王
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
で
形
成

さ
れ
た
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
町
が
王
の
ハ
ン
テ
ィ
ン
グ
・
ロ
ッ
ヂ
の
近
辺
に
発
達
し
た
と
い
う
こ
と
、

し
か
も
こ
の
発
達
に
は
王
た

ち
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
が
十
分
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
は
否
定
さ
る
べ
く
も
な
い
。
町
は
、
王
の
ハ
ン
テ
ィ
ン
グ
・
ロ
ッ
ヂ
、

マ
ナ
l

・
ハ
ウ
ス
、
「
宮
廷
」
の
ま
わ
り
に
、

と
き
と
し
て
は
王
の
客
に
、
必
需
品
を
供
給
す
る
人
び
と

へ
ン
リ
l
二
世
の
治
世
に
は
と
く
に
こ
う
し
た
人
び
と
が
必
要
と
な
っ
た
に
ち

ま
づ
、
王
や
王
の
従
者
や
役
人
、

が
集
ま
る
こ
と
に
よ
っ
て
《
形
成
》
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

が
い
な
い
。
彼
は
王
領
地
の
な
か
か
ら
、

四

O
エ
ー
カ
ー
の
土
地
を
さ
い
て
町
の
人
々
に
与
え
、
従
者
た
ち
が
宿
泊
で
き
る
宿
屋
を
建
て

し
め
た
の
で
あ
る
o

「
ニ
ュ

l

・
ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
」
の
中
心
部
は
こ
う
し
て
|
|
恐
ら
く
計
画
的
に
|
|
つ
く
ら
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。

そ
し
て
王
は
ま
た
毎
週
火
曜
日
に
マ
ー
ケ
ッ
ト
を
開
く
特
権
を
町
の
人
び
と
に
与
え
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
町
に
は
、
教
区
教
会
と
し
て

と
な
り
の
村
プ
レ
イ
ト
ン
の
教
会
の
チ
ャ
ペ
ル
と
し
て
で
は
あ
っ
た
が
、
教
会
も
こ
の
時
期
に
建
て
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
教

会
の
南
側
の
入
口
に
は
、
半
円
形
の
ノ

l
マ
ン
式
ド
ア
ー
が
今
も
残
っ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
時
期
に
、
現
存
の
教
会
の
建
物
の

で
は
な
く
、

一
部
が
既
に
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
せ
し
め
る
。

へ
ン
リ
l
三
世
は
、
更
に
、
聖
マ
チ
ウ
祭
に
三
月
間
フ
ェ
ア
ー
を
聞
く
こ
と
を
許
し
た
。
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そ
れ
は
「
こ
の
町
が
貧
し
い
の
を
憐
れ
ん
で
の
こ
と
」
(
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
・
ロ
ー
ル
)
で
あ
っ
た
と
い
う
。
彼
は
ま
た
マ
ナ
l

・
ハ
ウ
ス

を
修
理
し
拡
大
し
た
し
、

町
の
建
物
を
い
く
つ
か
建
て
た
と
も
云
わ
れ
る
。
ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
郊
外
に
は
、
当
時
聖
十
字
架
(
瀬
患
者
〉

病
院
、

い
つ
創
設
さ
れ
た
か
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

(

2

)

 

へ
ン
リ
ー
に
よ
っ
て
種
々
の
保
護
、
便
益
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。

い
づ
れ
も

ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
(
婦
人
頗
患
者
)
病
院
等
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
、

一
二
三

0
年
代
に
、

へ
ン
リ
l
三
世
の
時
期
に
は
、
教
会
も
拡
大
さ
れ

た
。
現
在
も
残
っ
て
い
る
タ
ワ
ー
は
こ
の
時
期
の
も
の
で
あ
り
、
内
部
の
柱
頭
に
は
、

ヘ
ン
リ
l
三
世
の
顔
と
お
守
ほ
し
き
彫
刻
が
き
ざ
ま

れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
町
は
へ
ン
リ

l
二
世
の
時
期
か
ら
へ
ン
リ
l
三
世
の
時
期
ま
で
に
か
な
り
発
展
し
、
町
は
町
と
し
て
の
体
裁
を

か
な
り
よ
く
と
と
の
え
た
に
ち
が
い
な
い
。

こ
の
時
期
に
は
、
近
辺
一
帯
も
大
い
に
様
相
を
変
え
た
。
そ
れ
は
、
産
業
の
発
展
の
た
め
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。
近
辺
で
は
、
織
物
業
は

(
3
)
 

ジ
ョ
ン
王
の
時
代
に
は
既
に
、
六

O
軒
以
上
の
は
た
お
り
が
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
ゥ

既
に
起
っ
て
い
た
。

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
に
は
、

中世におけるウッドストックとその近辺

イ
ッ
ト
ニ
イ
|
|
ウ
イ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
の
司
教
の
パ
レ
ス
が
あ
っ
た
ー
ー
で
は
、
既
に
一
一
一
一
世
紀
前
半
の
時
期
に
毛
織
物
の
生
産
が
な

さ
れ
て
お
り
、
へ
ン
リ
l
一
二
世
は
二
二
二
一
年
、
「
ピ

l
タ
l

・
デ
・
ロ
ッ
シ
ェ
を
訪
れ
た
と
き
に
、
衣
裳
を
二

0
ポ
ン
ド
も
」
買
入
れ
た

と
さ
れ
て
い
る
。
町
の
発
達
は
、
こ
の
よ
う
に
産
業
の
発
達
に
よ
る
「
自
然
の
」
発
達
で
も
あ
っ
た
ろ
う
が
、
ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
の
よ
う
に

王
に
よ
っ
て
、

ま
た
大
領
主
に
よ
っ
て
、
計
画
的
に
つ
く
ら
れ
た
か
ら
で
も
あ
っ
た
。
パ
フ
場

l
ド
の
例
は
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
。
州

ド
1
ム
ズ
デ
イ
の
時
期
に
は
普
通
の
村
落
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
グ
ロ

l
ス
タ
l

・
オ
ナ
l
の
大
領
主
フ
イ
ッ
ツ
・

西
部
の
こ
の
町
は
、

ハ
モ
ン
が
こ
こ
の
領
地
を
手
に
い
れ
る
や
、
彼
は
村
氏
に
自
由
な
与
え
、
村
を
一
気
に
パ
ラ
l

に
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
o

一
書
き
に
よ
っ
て
、
農
奴
た
ち
は
自
分
の
財
産
を
処
分
で
き
る
自
由
な
権
利
を
も
っ
町
人
と
な
っ
た
」
の
で
あ
る
。
ウ
イ
ッ
ト
ニ

l
の
東

「
ベ
ン
の

北
、
ウ
ッ
ト
ン
・
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
内
の
コ
グ
ズ
の
領
主
(
前
述
)

一
二
世
紀
末
、

(
6
)
 

マ
ー
ケ
ッ
ト
を
与
え
て
、
こ
の
パ
ロ
ニ

l

の
本
拠
を
村
以
上
の
も
の
に
し
よ
う
と
し
た
。

ア
l

シ
ッ
夕
、
も
、

コ
グ
ズ
に
パ

l
ゲ
ッ
ジ
を
区
画
し
、

一
二
世
紀
半
ば
ご
ろ
に
は
城
を
つ
く
っ
た
ミ
ド
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説

ア
l

シ
ッ
ク
に
や
や
お
く
れ
て
同
様
の
努
力
を
払
っ
た
。
彼
は
、
パ

i
ゲ
ッ
ジ
(
一

ル
ト
ン
・
ス
ト
l

ニ
l
の
領
主
キ
ャ
ン
ヴ
ィ
ル
も
、

二
七
九
年
の
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
・
ロ
ー
ル
で
は
一
四
名
の
パ

l
ゲ
ッ
ジ
の
所
有
者
が
い
た
)
を
区
画
し
、

一
二

O
一
年
に
ジ
ョ
ン
王
か
ら
マ

論

ー
ケ
ッ
ト
を
開
く
権
利
を
え
た
。
バ

i
ゲ
ッ
ジ
は
領
主
に
収
入
を
も
た
ら
す
。
ミ
ド
ル
ト
ン
・
ス
ト
l

ニ
l

の
パ

l
ゲ
ッ
ジ
所
有
者
は
、

一
人
一
シ
リ
ン
グ
(
一

O
名
)
ま
た
は
そ
の
半
額
(
四
人
)
を
支
払
っ
て
い
た
し
、

二
九
五
|
六
年
に
は
三
シ
ル
一

0
ペ
ン
ス
の
利
益
を
え
て
い
た
。
し
か
し
領
主
が
こ
う
し
た
努
力
を
す
る
の
は
収
入
の
た
め
ば
か
り
で
は

一
二
七
九
年
に
は
、

マ
ー
ケ
ッ
ト
法
廷
か
ら
は
、

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
彼
の
本
拠
を
村
以
上
の
も
の
に
す
る
こ
と
、

マ
ナ
l

・
ハ
ウ
ス
や
パ

l
ク
を
と
と
の
え
る
こ
と
、
こ
れ
は
領
主
た

ち
が
従
う
モ
デ
ル
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
キ
ャ
ン
ヴ
ィ
ル
は
、
ジ
ョ
ン
王
か
ら
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
権
利
を
え
て
か
ら
二
年
後

ア
」
+
』
酢
、

v
t
 ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
・
パ

l
ク
か
ら
一

O
頭
の
牡
鹿
と
四

O
頭
の
牝
鹿
を
ゆ
ず
り
う
け
た
の
で
あ
る
。

ミ
ド
ル
ト
ン
・
ス
ト

l

ニ
l
が
年
一
度
の
フ
ェ
ア

i
の
特
権
を
与
え
ら
れ
た
の
は
、

一
二
九
四
年
で
あ
る
。
こ
れ
は
ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク

よ
り
も
か
な
り
お
そ
い
。
近
辺
で
こ
の
時
期
に
マ
ー
ケ
ッ
ト
や
フ
ェ
ア
l
の
特
権
を
与
え
ら
れ
た
も
の
を
あ
げ
る
と
、

つ
ぎ
の
通
り
で
あ

る
。
ビ
ス
タ
ー
が
、

ロ
ン
ジ
ェ
ス
ベ
の
下
に
、

フ
ェ
ア
l
の

王
か
ら
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
特
権
を
与
え
ら
れ
た
の
は
一
二
三
九
年
で
あ
っ
た
。

特
権
を
与
え
ら
れ
た
の
は
ミ
ド
ル
ト
ン
・
ス
ト

l

ニ
ー
よ
り
も
早
く
一
二
五
二
年
で
あ
る
〈
一
二
二
六
年
以
後
は
、
二
つ
の
マ
ナ
l
の
領

主
は
同
一
人
物
で
あ
る
)

o

町
は
、
バ

i
ゲ
ッ
ジ
で
保
有
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
に
近
い
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
保
有
地
は
(
聖

験
者
や
ユ
ダ
ヤ
人
に
は
と
き
と
し
て
禁
ぜ
ら
れ
た
が
)
自
由
に
売
買
で
き
、
年
額
の
レ
ン
ト
以
外
に
払
う
必
要
も
な
か
っ
た
。
年
額
の
レ

ン
ト
は
一
二
ペ
ン
ス
で
あ
り
、
こ
の
時
期
に
新
た
に
つ
く
ら
れ
た
町
で
は
普
通
の
額
で
あ
っ
た
。
家
も
領
主
か
ら
与
え
ら
れ
、
世
襲
す
る
こ

と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
テ
イ
ム
も
リ
ン
カ
ー
ン
司
教
に
よ
っ
て
計
画
的
に
つ
く
ら
れ
た
。
そ
の
時
期
は

l
i確
実
な
資
料
に
よ
る
と
、

一
二
世
紀
末
で
あ
る
が
1
1
1
お
そ
ら
く
四

0
年
代
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
て
い
る
。
火
曜
日
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
権
利
は
、

一
二
世
紀
の
八

O

年
代
に
与
え
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、

王
の
特
許
状
を
最
初
に
え
た
の
は
ご
二
五
年
で
あ
っ
た
。
後
、
パ

l
ゲ
ッ
ジ
が
つ
く
ら
れ
(
一
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三
世
紀
の
第
二
・
四
半
世
紀
)
、
各
パ

l
ゲ
ッ
ジ
は
一
シ
リ
ン
グ
を
支
払
っ
た
。
も
っ
と
も
、
あ
る
大
工
は
三
メ
の
パ

l
ゲ
ッ
ジ
を
も
っ

て
い
た
。
ほ
か
に
三
つ
分
を
も
つ
も
の
一
人
、
半
分
の
も
の
一
人
、
他
は
一
パ

i
ゲ
ッ
ジ
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
タ
ウ
ン
は
、

一
三
世
紀
中
に
発
達
し
た
。
も
っ
と
も
、
ミ
ド
ル
ト
ン
・
ス
ト

l

ニ
イ
に
お
け
る
キ
ャ
ン
ヴ
イ

ル
の
努
力
は
ど
れ
ほ
ど
み
の
っ
た
か
は
疑
問
で
あ
る
。
ド
ー
ム
ズ
デ
イ
の
時
代
の
《
人
口
》
三
七
は
、

一
二
七
九
年
に
も
四
五
に
し
か
な

っ
て
い
な
い
。
こ
の
近
辺
に
二
倍
以
上
に
ふ
く
れ
上
っ
た
村
が
数
多
く
あ
っ
た
|
|
ミ
ド
ル
ト
ン
・
ス
ト
l

ニ
イ
の
属
す
る
。
フ
ラ
ウ
リ
l

-
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
も
《
人
口
》
は
二
倍
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
|
|
こ
と
か
ら
す
る
と
、

キ
ャ
ン
ヴ
ィ
ル
の
町
づ
く
り
は
あ
ま
り
成

功
は
し
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
町
の
パ

l
ゲ
ッ
ジ
所
有
者
は
一
四
名
で
あ
り
、
他
に
自
由
人
が
四
名
で
あ
っ
て
、
ド
ー
ム
ズ

デ
イ
時
代
の
《
人
口
》
が
三
七
、
二
一
七
九
年
の
非
自
由
人
が
二
七
、
こ
の
差
一

O
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
恐
ら
く
村
に
住
ん
で
い

た
多
く
の
《
ヴ
ィ
ラ
ニ

i
》
は
、
そ
の
ま
ま
パ

l
ゲ
ッ
ジ
所
有
者
と
な
り
自
由
人
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
が
、
こ
こ
を
除
け
ば
、

中世におけるウッドストックとその近辺

ケ
ッ
ト
を
も
っ
村
は
、

ド
ー
ム
ズ
デ
イ
の
時
代
以
来
か
な
り
発
達
し
た
に
ち
が
い
な
い
。
と
り
わ
け
ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
は
そ
う
で
あ
っ
た

に
ち
が
い
な
い
。

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
時
期
の
ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
の
状
態
を
《
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
・
ロ
ー
ル
ズ
》
に
よ
っ
て
か
な
り
よ
く
知
る
こ
と
が
で
き

一
O
八
世
帯
が
住
ん
で
い
た
。
町
の
人
び
と
は
、

王
か
ら
与
え

る
Q

こ
の
サ
ー
ベ
イ
に
よ
る
と
、
当
時
町
に
は
一
三
七
軒
の
家
が
あ
り
、

ら
れ
た
土
地
や
建
物
に
対
し
賃
貸
料
を
払
っ
た
。

ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
・
ロ

l
ル
に
よ
れ
ば
、
最
も
多
く
支
払
っ
て
い
る
も
の
の
額
は
、

ペ
ン
ス
で
あ
り
、
最
低
の
額
は
二
ペ
ン
ス
で
あ
っ
た
。

い
く
人
か
の
人
た
ち
は
現
物
で
払
っ
て
お
り
、
あ
る
も
の
は
毎
年
一
ポ
ン
ド
重
の

桂
樹
、

王
の
チ
ャ
ペ
ル
に
一
つ
の
燈
火
を
納
め
る
等
、

で
あ
っ
た
。
王
に
対
し
て
町
の
人
々
が
払
っ
た
も
の
は
こ
れ
ら
の
年
々
の
レ
ン
ト

の
み
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
れ
は
1

1
新
ら
し
く
で
き
た
町
で
は
1

l
め
づ
ら
し
く
な
い
し
、
額
も
特
別
の
も
の
で
あ
る
と
は
云
い
が
た
い

で
あ
ろ
う
。

サ
ー
ベ
イ
に
よ
る
と
町
の
人
々
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
職
業
の
も
の
が
い
る
。

ぺず

八
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説

金
物
商
一
名
、
染
物
屋
一
名
、
竪
琴
師
一
名
、
ナ
プ
キ
ン
作
り
一
名
、
ひ
だ
つ
く
り
一
名
、
紙
屋
一
名
、
仕
立
屋
一
名
、
大
工
一
名
、
な
め
し
皮
屋
一

名
、
細
工
師
一
名
、
か
ち
屋
一
名
、
機
織
り
一
名
、
陶
器
師
一
名
、
呼
売
商
人
一
名
、
そ
の
他
パ

l
p
で
働
く
庭
師
や
接
待
人
多
数
で
あ
る
。

論

の
ち
に
か
な
り
有
名
に
な
る
革
手
袋
製
造
も
金
物
製
造
も
き
ざ
し
は
殆
ど
み
ら
れ
ず
、

こ
れ
を
み
る
と
、
町
に
は
ま
だ
、

と
く
べ
つ
の

産
業
は
全
く
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
町
は
、
毎
週
マ
ー
ケ
ッ
ト
を
開
き
年
一
度
フ
ェ
ア
ー
を
聞
く
特
権
を
有
し
て
い
た
の

で
、
近
辺
の
市
場
の
中
心
と
し
て
か
な
り
重
要
な
地
位
を
占
め
て
い
た
ろ
う
。

マ
ー
ケ
ッ
ト
や
フ
ェ
ア
l
は
、
こ
の
州
で
は
以
上
の
ベ
た

も
の
の
外
に
パ
ン
プ
ト
ン
、
ラ
ド
コ
l
ト
、

内
J
J

ィ
ッ
k
'
=
1』

、

チ
ャ

l
ル
ベ
リ
l
、
パ
ン
ペ
リ
ー
で
も
ひ
ら
か
れ
て

ス
タ
ン
ド
レ
イ
ク
、

い
た
が
、
こ
の
町
は
、
す
で
に
特
許
状
を
授
与
さ
れ
て
い
た
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
に
つ
ぎ
、
パ
フ
ォ
ー
ド
に
お
と
ら
ず
重
要
な
経
済
上
の

役
割
を
果
し
て
い
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

一
三
世
紀
に
は
、
こ
の
町
は
す
で
に
パ
ラ
!
と
よ
ば
れ
て
お
り
、
パ
ン
ベ
リ
、
チ
ッ
ピ
ン
グ

ウ
イ
ッ
ト
ニ
イ
と
と
も
に
、
パ
ラ
ー
と
し
て
州
裁
判
所
に
代
表
を
送
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら

-
ノ
l
ト
ン
、

J
7
J
ア
ィ
ン
ト
ン
、

ヘ
ン
レ
J
t
、

の
町
は
、
殆
ど
州
北
部
に
あ
る
町
で
あ
る
こ
と
を
こ
こ
に
つ
け
加
え
て
お
こ
う
。

こ
の
町
は
二
二

O
二
年
に
は
議
会
に
代
表
を
送
り
始
め
た
。
こ
の
議
会
は
一
二
九
五
年
の
《
モ
デ
ル
・
パ
l
ラ
メ
ン
ト
》
以
来
七
年
目

の
も
の
で
あ
る
。
一
三

O
二
年
の
議
会
に
は
英
国
全
体
で
七
四
の
パ
ラ
ー
が
代
表
を
送
っ
た
と
云
わ
れ
、
ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
は
そ
の
一
つ

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
同
じ
年
に
、
こ
の
州
か
ら
は
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
以
外
に
、
チ
ッ
ピ
ン
グ
・
ノ

1
ト
ン
及
び
デ
デ
ィ
ン
ト
ン
が
代

表
を
送
っ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
年
に
は
か
な
り
小
さ
い
パ
ラ
ー
も
代
表
を
送
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
中
世
議
会
の
研

究
家
は
、
エ
ド
ワ
ー
ド
一
世
の
時
期
に
議
会
に
代
表
を
送
っ
た
パ
ラ
l
の
数
は
、
平
均
す
れ
ば
、

て
い
る
。
ど
の
よ
う
な
町
が
議
会
に
代
表
を
送
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
た
か
は
、
そ
れ
ほ
ど
明
ら
か
で
は
な
い
。
と
な
り
の
バ
ッ
キ
ン
ガ
ム

シ
エ
リ
フ
が
通
常
そ
れ
を
決
め
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
は
議
会
制
の
《
試
行
錯
誤
》
の
時
期
で
あ
り
、
ど
ん
な
町
を

一
議
会
で
「
八
六
を
下
ら
な
い
」
と
し

シ
ャ
ー
で
は
、

選
ぶ
か
の
標
準
は
定
ま
っ
て
お
ら
ず
、

シ
エ
リ
フ
に
よ
っ
て
、

ま
た
同
じ
シ
エ
リ
フ
で
も
年
に
よ
っ
て
ち
が
っ
た
の
で
あ
る
。
代
表
を
送
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る
よ
う
に
な
っ
た
町
が
な
ん
ら
か
の
い
み
で
重
要
な
町
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
戸
数
一

O
O前
後
の
も
の
も
そ

の
な
か
に
は
か
な
り
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
州
で
エ
ド
ワ
ー
ド
一
世
の
時
代
に
議
会
に
代
表
を
送
っ
た
町
を
み
る
と
つ
ぎ

の
ご
と
く
で
あ
る
(
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
を
除
く
)

0

チ
ッ
ピ
ン
グ
・
ノ

1
ト
ン

一
三

O
O年

一
三

O
五
年

一
三

O
二
年

ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク

一
三

O
二
年

一
三

O
五
年

J

ア
J

ア
ィ
ン
ト
ン

一
三

O
二
年

一一ニ

O
五
年

ウ
イ
ッ
ト
ニ

l

一三

O
五
年

一
三

O
六
年

ハ
フ
ォ
ー
ド

一三

O
六
年

中世におけるウッドストックとその近辺

ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
・
ロ

l
ル
の
な
か
で
、

ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク

「
現
在
王
が
所
有
し
て
い
る
マ
ナ
l
の
一
つ
。

「
ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
は
王
の
手
に
あ
り
、
王
位
に
属
す
る
エ
ン
シ
ェ
ン
ト
・
デ
ミ
l
ン
で
あ
る
。

」
う
し
て
ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
は
、

エ
ン
シ
ェ
ン
ト
・
デ
ミ

i
ン
で
あ
り
、

し
か
も
以
来
王
の
手
に
あ
る
直
領
地
で
あ
る
。
ま
た
、

ド
ス
ト
ッ
ク
は
一
三
世
紀
に
は
既
に
パ
ラ
!
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
従
っ
て
王
の
パ
ラ
ー
と
し
て
《
ロ
ー
ヤ
ル
・
パ
ラ
1

》
と
呼
ば
れ
て
い

る。
更
に
ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
は
、

い
く
つ
か
の
村
落
か
ら
な
る
王
の
領
地
、

ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
・
マ
ナ
!
の
中
心
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
ウ
ッ

ウ
ッ
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説

ド
ス
ト
ッ
ク
・
マ
ナ
l
は、

七
つ
の
村
か
ら
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
り
パ
ラ

l
の
隣
に
あ
る
ブ

レ
イ
ド
ン
は
、
《
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
・
ロ
ー
ル
》
の
な
か
で
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

論

「
プ
レ
イ
ド
ン

「
先
王
た
ち
の
手
に
あ
っ
た
し
、
現
在
も
王
の
手
に
あ
る
マ
ナ
l
の
一
つ
:
:
・

「
プ
レ
イ
ド
ン
・
マ
ナ
ー
は
教
会
の
僧
職
授
与
権
と
と
も
に
玉
の
直
領
地
に
属
し
、
ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
F

・
マ
ナ
!
の
一
部
を
な
す
。
こ
の
マ
ナ
ー
は
エ
ド
ワ

ー
ド
の
父
王
、
へ
ン
リ
l
三
世
に
よ
っ
て
、
一

O
年
前
の
チ
ャ
ー
タ
ー
に
お
い
て
、
王
の
事
務
官
で
あ
っ
た
ロ
ン
ド
ン
の
ジ
ョ
ン
に
、
一
代
限
り
の
期
限

で
あ
た
え
ら
れ
た
。
地
代
は
一
五
ポ
ン
ド
四
ペ
ン
ス
半
で
あ
り
、
イ
ク
ス
チ
ェ
ッ
カ
ー
に
納
め
ら
れ
る
。

プ
レ
イ
ド
ン
・
マ
ナ
ー
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
ド

l
ム
ズ
デ
イ
・
ブ
ッ
ク
に
記
載
さ
れ
て
お
り
、
当
時
は
パ
イ
ヨ
!
の
司
教
の
所
領
で

b

め
っ
こ
:
、

8

7
カ

や
が
て
王
の
直
領
地
に
編
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
プ
レ
イ
ド
ン
以
外
に
ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
・
マ
ナ
ー
に
属
す
る
村
は
、

ム、

ホ

i
ド
リ
イ
で
あ
っ
た
。

一
五
五
一
年
、
こ
の
マ
ナ
ー
に
つ
い
て
三
名
の
コ

ハ
ン
パ
ラ

l
、

ス
ト
ー
ン
フ
ィ
ー
ル
ド
、

ウ
ッ
ト
ン
、

ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ー
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
調
書
に
よ
る
と
、
各
部
落
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
負
担
を
負
っ
て
い
た
。
プ
レ
イ
ド
ン
、

ク
ム
、

、J

'

F

A

Y

、

ノ

、

ザ

ノ

ホ

i
ド
リ
イ
村
の
も
の
は
王
が
マ
ナ
ー
に
く
る
た
び
に
マ
ナ
l

・
ハ
ウ
ス
を
掃
除
す
る
負

担
、
ク
ム
村
の
も
の
は
ト
イ
レ
の
掃
除
を
す
る
負
担
を
負
っ
て
い
た
。
た
だ
一
三
世
紀
に
こ
れ
ら
の
村
人
が
ど
の
よ
う
な
負
担
を
負
っ
て

ラ
ー
の
借
地
人
は
パ

l
ク
の
芝
を
か
る
負
担
、

い
た
か
は
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
・
マ
ナ
ー
に
は
属
し
な
い
が
、
同
じ
く
ウ
ッ
ト
ン
・
ハ
ン
ド
レ
ザ
ド
の
王
領
地
に
属
す
る
ス
タ
ン
ト
ン
・
ハ

l
コ
l

ト
の
ス
タ
ン
ト
ン
・
ハ

l
コ
l
ト
家
も
、
す
で
に
へ
ン
リ

i
一
世
時
代
の
当
主
以
来
、
代
々
、

ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
・
パ

l
グ
で
王
に
「
サ

ー
ジ
ャ
ン
テ
イ
」
を
負
っ
て
い
た
。
こ
の
サ
ー
ジ
ャ
ン
テ
イ
の
負
担
は
中
世
紀
中
金
納
化
さ
れ
て
は
い
な
い
。

イ

ン

ク

イ

ジ

テ

オ

〔

H
V

(
四
月
二
日
)
の
「
調
書
」
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

ヘ
ン
リ

l
一
一
一
世
の
四
二
年
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-
:
四
三
ポ
ン
ド
の
土
地
を
王
か
ら
う
け
て
保
有
し
、
(
三
分
の
一
の
)
:
:
:
:
ナ
イ
ト
・
サ
ー
ビ
ス
と
、
ス
タ
ン
ト
ン
で
j
i
-
-
年
々
:
・
・
・
:
一
六

ペ
ン
ス
半
の
:
:
:
:
を
支
払
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
彼
は
ま
た
、
ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
で
王
の
牧
草
を
運
搬
し
、
ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
・
パ

l
p
の
「
0
5ロ
(
?
)
」
と

濯
木
を
か
り
と
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

エ
ド
ワ
ー
ド
一
世
の
二
一
年
(
四
月
一
一
一
日
)
の
「
調
書
」
に
も
、

ハ
l
コ
l
ト
家
の
あ
る
当
主
に
つ
い
て
、
彼
が
ス
タ
ン
ト
ン
の
王

領
地
を
保
有
す
る
代
償
と
し
て
一
人
分
の
ナ
イ
ト
・
フ
ィ
l
以
外
に
、

ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
・
パ

l
ク
で
の
諸
負
担
を
負
っ
て
い
る
こ
と
が

記
さ
れ
て
い
る
。
上
述
の
一
五
五
一
年
の
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ー
に
よ
る
調
書
に
お
い
て
は
、
彼
の
負
担
は
、
冬
雪
が
降
っ
た
と
き
に
、
二
日

お
き
に
鹿
に
草
を
与
え
る
た
め
に
四
人
の
も
の
を
用
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、

王
の
代
官
が
彼
の
マ
ナ
ー
に
い
っ
た
と
き
に
は
、

ハ
ン
と
チ
l
ズ
、

一
ガ
ロ
ン
の
エ
イ
ル
を
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、

と
さ
れ
て
い
る
。

ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
・
マ
ナ
ー
に
は
、
管
理
人
穴

2
℃

2
0
r
Z
5
2
2
0同
可
。
。
含
宮
内
W

が
い
て
こ
れ
を
管
理
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

中世におけるウッドストックとその近辺

少
く
と
も
こ
の
マ
ナ
ー
が
女
王
に
与
え
ら
れ
て
い
た
と
き
に
は
彼
は
、

く
ウ
ッ
ト
ン
・
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
に
属
し
て
は
い
る
が
、
王
領
で
は
な
い
グ
リ
ン
プ
ト
ン
の
領
主
は
、
グ
リ
ン
プ
ト
ン
の
領
地
内
の
一
ヴ
ィ

レ
l
ン
が
王
領
内
の
ウ
ッ
ト
ン
に
逃
亡
し
て
い
る
の
を
知
っ
て
、
彼
の
返
還
を
求
め
て
手
紙
を
書
い
て
あ
て
た
の
は
、
ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク

・
マ
ナ
l
の
キ
l
パ
l
に
対
し
て
で
あ
っ
た
。

ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
の
ベ
イ
リ
フ
以
外
の
人
物
で
あ
っ
た
ろ
う
。
同
じ

A
r
H回
目
。
凹
同

r
D
E
E
r
-
p
g
c
m仲
間

B
i
o
g・
8
内
回
目
。
ω同
一
防
毒

p
-
ζ
自
百
宮
c
g↑
2
門
担
ロ
ザ
仏

o
F
〈
mw口

Z
.
H内
諸
問
出
円

o
h
p
o
g
E
C
H
C同

者
8《

凶
凹

T
H
r
v

彼
は
キ
l
パ
ー
で
あ
る
ベ
イ
チ
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
手
紙
を
送
っ
て
い
る
。

ト
マ
ス
・
セ
ン
ト
・
ジ
ョ

l
ン
ズ
は
つ
ぎ
の
こ
と
を
お
願
い
し
た
く
存
じ
ま
す
。
ト
マ
ス
の
ヴ
ィ
レ
l
ン
で
グ
リ
ン
プ
ト
ン
領
に
属
し
て
お
り
ま
す
ト
マ

北法21(1・53)53



言見

ス
・
ホ
l
キ
ン
ス
な
る
も
の
、
ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
玉
領
地
内
の
ウ
ッ
ト
ン
に
住
ん
で
お
り
ま
す
。
ト
マ
ス
・
セ
ン
ト
・
ジ
ヨ
!
ン
ズ
が
こ
の
ヴ
ィ
レ
l
ン
を

法
と
理
性
に
従
っ
て
う
け
取
れ
る
よ
う
命
じ
下
さ
れ
ば
幸
い
と
存
じ
ま
す
。

神
と
慈
悲
と
の
た
め
に
。

論

キ
l

パ
l

の
地
位
は
豪
族
ク
ラ
ス
の
も
の
で
は
な
が
っ
た
ろ
う
が
、
卑
し
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
ド
・
ラ
・
ヴ
ェ

王
の
ハ
ウ
ス
ホ
ル
ド
の
騎
士
の
一
人
で
あ
り
(
一
三
九
六
年
ベ
ッ
ク
リ
l
の
領
地
を
王
か
ら
与
え
ら
れ
た
)
、
ま
た
、
へ
ン
リ

l

四
世
治
下
で
は
、
女
王
の
出
納
官
と
し
て
仕
え
た
人
物
で
あ
る
。
彼
と
同
じ
一
門
に
属
し
た
と
思
わ
れ
る
リ
チ
ャ
l
ド
は
、

で
あ
っ
た
。

イ
チ
は
、

一
三
六

O
年

ウ
イ
ン
ザ

1
城
の
警
備
長
官
に
任
ぜ
ら
れ
て
お
り
、
彼
も
阿
ハ
巳

mz
。
同
岳
山
同
吾
氏

ウ
ィ
ッ
チ
ウ
ッ
ド
の
森
は
中
央
政
府
の
独
立
の
管
轄
下
に
あ
り
、
森
の
ベ
イ
リ
フ
、
キ
1

パ
l
、
森
林
官
明
日

g
g
H
(
の
ち
に
は

E
ロ
官
同
)

が
森
を
管
理
し
、
森
林
法
違
反
者
を
裁
判
し
た
で
あ
ろ
う
。

一
三
世
紀
に
は
、
森
林
官
に
は
近
辺
に
す
む
ド
・
ラ
ン
グ
リ
l
家
の
も
の
が

な
っ
た
(
父
の
ト
マ
ス
は
森
林
官
と
し
て
《
悪
名
高
い
》
人
物
で
あ
っ
た
)
。
ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
は
ウ
イ
ッ
チ
ウ
ッ
ド
の
森
に
隣
接
し
て

い
た
の
で
、
関
係
の
役
人
は
ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
に
役
所
を
も
っ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。

ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
王
領
地
は
、

王
の
マ
ナ
l
・
ハ
ウ
ス
及
び
パ
l
ク
の
所
在
地
で
あ
り
、

ま
た
ウ
ィ
ッ
チ
ウ
ッ
ド
の
森
に
隣
接
し
そ
の

管
理
官
、
警
護
官
の
居
住
地
と
し
て
、
近
辺
の
、

お
そ
ら
く
は
北
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
シ
ャ
l
の
王
領
地
の
中
心
的
な
存
在
で
あ
っ
た
に

ち
が
い
な
い
。
恐
ら
く
こ
れ
ら
の
王
領
地
か
ら
あ
が
る
収
入
は
こ
こ
に
集
め
ら
れ
、

そ
の
う
ち
の
あ
る
部
分
は
こ
こ
か
ら
国
庫
に
運
ば
れ

た
で
あ
ろ
う
。
パ
フ
ォ
ー
ド
に
近
い
グ
ロ
l
ス
タ
シ
ャ
l
の
一
部
落
パ
リ
ン
ト
ン
内
に
あ
る
王
領
地
の
レ
ン
ト
さ
え
も
、

ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
で
支
払
わ
れ
て
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
G

州
西
部
の
王
領
地
ラ
ン
グ
ト
ン
(
パ
ン
プ
ト
ン
・
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
)
の
自
由

へ
ン
リ

l

一
世
の
時
代
以
来
、
王
の
物
産
の
運
搬
を
こ
こ
か
ら
サ
ザ
ン
プ
ト
ン
ま
で
護
衛
す
る
負
担
を
負
わ
さ
れ
て
い
た
。
州
の

し
ば
し
ば
こ
こ
で
シ
エ
リ
フ
の
納
入
官
に
よ
っ
て
集
め
ら
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。
ま
た
町
に
い
る
王
の
役
人
は
、
王
の
必

一
二
世
紀
以
来

人
も
、

フ
ァ
ー
ム
、
も
、
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要
の
た
め
、
少
く
と
も
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
シ
ャ

l

全
体
に
わ
た
り
物
品
の
(
強
制
)
買
上
げ
を
と
り
仕
切
っ
て
も
い
る
。

一
回
世
紀
前

王
の
役
人
に
よ
る
食
糧
の
強
制
買
上
げ
が
し
ば
し
ば
ま
た
と
き
と
し
て
か
な
り
大
量
に
行
な
わ

れ
た
。
部
落
に
と
っ
て
こ
の
買
い
あ
げ
は
迷
惑
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
部
落
は
自
分
の
部
落
で
あ
ま
り
多
く
の
買
上
げ
が
な
さ
れ
な
い
よ

半
に
南
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
シ
ャ

l
で、

は

王
の
役
人
の
と
こ
ろ
に
代
表
を
送
っ
て
交
渉
せ
し
め
て
い
る
。
例
え
ば
、
カ
ク
サ
ム
村
1
1
マ

1
ト
ン
・
カ
レ
ッ
ヂ
所
領

l
l

一
三
四
三
年
l
四
年
に
交
渉
の
た
め
代
表
を
送
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
が
い
っ
た
の
は
、
ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
(
及
び
パ

l
カ

う
に
と
、

ム
ス
テ
ッ
ド
〉
の
役
人
の
も
と
に
で
あ
っ
た
。
こ
の
村
は
、

王
が
ウ
ヅ
ド
ス
卜
γ

ク
に
き
た
と
き
、
近
辺
の
へ
ン
レ
イ
か
ら
そ
こ

ま
た
、

ま
で
食
料
品
や
ワ
イ
ン
を
運
搬
す
る
負
担
を
も
負
わ
さ
れ
て
い
る
。

ウ
y
ド
ス
ト
ッ
ク
は
-
二
世
紀
末
頃
に
は
、

ウ
ッ
ト
ン
・
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
の
中
心
、

ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
・
ベ
イ
リ
フ
の
所
在
地
と
な
っ
た

中世におけるウッドストックとその近辺

で
あ
ろ
う
。

ハ
γ
ド
レ
ッ
ド
の
位
置
は
、

一
般
に
、

一
三
世
紀
以
来
極
め
て
重
要
な
も
の
と
な
っ
た
。
ヴ
ィ
レ

l
ン

警
察
や
民
兵
組
織
に
お
い
て
、

も
、
決
定
的
に
、
自
由
人
と
同
様
に
州
の
警
察
や
民
兵
組
織
の
一
環
を
荷
う
よ
う
に
な
っ
た
ヘ
ン
リ
l
一
二
世
の
時
代
に
は
と
く
に
そ
う
で

あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
各
部
落
は
、
そ
れ
ぞ
れ
警
察
や
民
兵
組
織
(
と
く
に
前
者
)
を
も
つ
よ
う
に
な
り
、
村
の
コ
ン
ス
タ
ブ
ル
が

こ
の
任
に
あ
て
ら
れ
た
。

ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
の
段
階
に
お
い
て
、
警
察
や
民
兵
組
織
に
は
、

ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
の
ハ
イ
・
コ
ン
ス
タ
ブ
ル
が
当

一
般
に
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
・
ベ
イ
リ
フ
は
こ
れ
に
関
与
し
な
か
っ
た
。
こ
の
ハ
イ
・
コ
ン
ス
タ
ブ
ル
は
、

ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
の
平
和
と
防

り衛
に
向
け
ら
れ
る
人
び
と
の
リ
ス
ト
と
武
器
の
リ
ス
ト
を
と
と
の
え
る
義
務
を
負
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

エ
ド
ワ
ー
ド
一
世
の
時

代
に
は

l
l
一
二
八
五
年
の
ウ
イ
ン
チ
ェ
ス
タ

lの
法
例
に
よ
っ
て
|
|
、
彼
は
、
年
二
回
こ
の
組
織
と
武
器
を
査
察
す
る
義
務
を
加
え

ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
役
に
任
ず
る
ハ
イ
・
コ
ン
ス
タ
ブ
ル
は
ウ
y

ド
ス
ト
ッ
ク
に
住
ん
だ
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
ウ
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説

ッ
ト
ン
・
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
で
は
、
こ
の
役
に
は
、

ロ
ー
ヤ
ル
・
マ
ナ
!
の
キ
l
パ
ー
が
当
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

一
一
一
四
一
年
(
へ
ン

リ
l
三
世
の
二
五
年
〉
に
は
、

ウ
ッ
ト
ン
・
ハ
ン
ド
レ

γ
ド
の
歩
兵
隊
は
、
燕
尾
旗
を
先
頭
に
立
て
て
王
の
召
集
に
応
じ
て
い
る
。
燕
尾

論

旗
を
も
っ
た
の
は
|
l
サ
l
ジ
ャ
ン
テ
ィ
に
よ
っ
て
土
地
を
所
有
す
る
|
|
サ
ー
ジ
ャ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
一
二
七
五
年
ま
で
に

は
、
こ
の
サ
ー
ジ
ャ
ン
テ
ィ
は
金
納
化
さ
れ
て
い
る
。

ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
に
は
ロ
ー
ヤ
ル
・
パ
ラ
!
と
し
て
王
の
ベ
イ
リ
フ
が
ロ
ー
ヤ
ル
・
パ
l
ク
及
び
ロ
ー
ヤ
ル
・
マ
ナ
!
と
し
て
王
の
ベ

(
加
)

イ
リ
フ
な
い
し
キ
l
パ
ー
が
い
た
で
あ
ろ
う
。
ゥ
ッ
ト
ン
・
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
の
中
心
と
し
て
、
こ
こ
に
は
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
の
ベ
イ
リ
フ
が

ま
た
、
パ
ラ

i
の
コ
ン
ス
タ
ブ
ル
だ
け
で
は
な
く
、

ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
の
ハ
イ
・
コ
ン
ス
タ
ブ
ル
も
い
た
で
あ
ろ
う
。

ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
・
コ

ー
ト
の
事
務
官
も
ほ
か
に
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
ま
た
、
ウ
ィ
ッ
チ
ウ
ッ
ド
の
森
の
ベ
イ
リ
フ
、
キ
l
パ

i
、
森
林
官
『
。
お
印
片
足
の
ち
に
は

g
ロ
m巾
る
が
こ
こ
に
役
所
を
も
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
官
職
は
、
理
論
的
に
い
え
ば
、
明
確
に
区
別
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

事
実
一
、
二
の
職
を
除
け
ば
、
同
一
人
物
が
兼
職
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
森
林
官
、

コ
ン
ス
タ

e

フ
ル
、

ハ
イ
・
コ
ン
ス
タ
ブ

ル
等
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
、
同
一
の
人
物
が
兼
ね
る
こ
と
は
な
か
っ
た
ろ
う
し
、
彼
ら
が
、
パ
ラ
l
の
ベ
イ
リ
フ
や
、

マ
ナ
!
、

ノ、

ク

の
ベ
イ
リ
フ
、

キ
l
パ
ー
に
な
る
こ
と
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
パ
ラ
l
の
ベ
イ
リ
フ
や
、

マ
ナ
l
、
パ
ー
ク
の
ベ
イ
リ
フ
、

キ
1

パ
ー
は
あ
る
い
は
兼
職
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
資
料
は
み
つ
か
ら
な
い
の
で
確
か
な
こ

マ
ナ
!
と
パ
l
ク
の
キ

i
パ
!
な
い
し
ベ
イ
リ
フ
が
同
一
人
物
で
あ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
こ
と
は
い
え
る
で
あ

と
は
云
え
な
い
。
た
だ
、

ろ
う
。
彼
が
パ
ラ
l
の
ベ
イ
リ
フ
に
も
な
か
っ
た
か
ど
う
か
は
極
め
て
疑
問
で
あ
る
。

ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
・
ベ
イ
リ
フ
に
つ
い
て
も
同
様
で

あ
る
。
ウ
ッ
ト
ン
・
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
は
、

王
の
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
で
あ
り
、
パ
ー
ク
や
マ
ナ
ー
の
ベ
イ
リ
プ
が
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
の
ベ
イ
リ
フ

に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
。
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説

(
円
〉
回

r
・
0同
司

2
F
F・
-
D
吋
ニ
〈
・
の
-
E
C向。一
0
5
2
S
F
〈
D

f

J
デ
℃
-
E・

ォ

I
デ
ン
の
職
が
設
け
ら
れ
も
し
た
。

(
加
〉
∞
R
H
o
d〈
w

司
2ι
巳
開
口
問
}
m
w

貝
Y

司・

ω品
。

(
引
)
(
U
E
H
r
c司

-pr
司
・
∞
∞
・

(

忽

)

凶

ν
・
ロ
・
〉
・
出
回
三

aw
〉
豆
包
括

S-ou内向。み
ωrFZ
〈
H
-

一ω問。

u
h
R
E
B
-
-
Mム
o
g
工
0
0
・
問
)
・
三
一
・
著
者
に
よ
れ
ば
、
強
制
買
上
げ
は
一
一
一
一

O
一

ー
二
年
ま
で
に
つ
い
て
は
全
く
記
載
が
な
く
、
一
三
二

O
l
-
年
ま
で
は
ま
れ
で
あ
っ
た
が
、
以
後
、
次
第
に
規
則
的
に
ま
た
大
量
に
な
り
、
一
一
一
一
四

0
年
代
後
期
に
も
っ
と
も
ひ
ん
ぱ
ん
に
な
っ
た
。
ご
二
五

O
年
以
後
は
記
載
が
全
く
な
く
な
っ
て
い
る
。
買
い
上
げ
ら
れ
る
量
は
し
ば
し
ば
極
め
て
大

量
で
あ
り
、
一
一
一
一
四
四
l
五
年
に
か
け
て
は
村
か
ら
売
ら
れ
た
穀
物
の
四
分
の
三
ほ
ど
(
八
四
唱
・
六
『
5
・
の
小
麦
、
七
唱
・
の
カ
ラ
ル
、
一

O

脅
・
五
吉
田
・
の
か
ら
す
麦
)
に
も
な
っ
て
い
る
。
村
落
の
人
が
強
制
買
上
げ
を
嫌
っ
た
理
由
は
価
格
の
点
で
は
な
く
て
、
契
符
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ

た
か
ら
で
あ
り
、
村
び
と
た
ち
が
こ
れ
を
現
金
に
か
え
る
に
は
あ
る
場
所

l
l権
門
領
の
役
人
ー
ー
ま
で
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ

る。

(
竹

ω
)
(
U
ω
g
-
、
吋
宮
田
口
邑
司

L
S仏
H
，
吉
田

E
L司
宏
一

mo--ω
・
右
・

5
∞i
-

(
川
け
〉

(
U
ω
E
W
D旬
・
円
相
了
間

y

↓∞
U・

(
お
)
切
D
c
r
o
問問。
2
・
2
u
M
印ω
(
-
N
-
U
)
・
二
吋
一
~
(
一
日
印
口
)

(
お
)
一
一
二
世
紀
半
ば
に
は
、
王
領
地
の
管
理
は
シ
ェ
リ
フ
の
手
か
ら
引
は
な
さ
れ
、
王
領
地
自
体
の
役
人
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

一
三
世
紀
前
半
に
は
広
い
範
囲
に
一
回
一
る
主
領
地
の
管
理
を
つ
か
さ
ど
る
ウ

論

...... 
/、

ヘ
ン
リ

l
二
世
の
治
世
以
来
官
庁
は
次
第
に
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
に
固
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
)
、

ま
た
一
三
世
紀
以
来
発
達
し
た
議

会
も
ま
す
ま
す
ウ
エ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
で
聞
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
巡
回
す
る
王
と
と
も
に
あ
っ
た
コ

l
ト
の
所
在
地
の
一
つ
と
し
て

果
し
て
き
た
ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
の
役
割
は
、
こ
う
し
て
次
第
に
失
な
わ
れ
て
い
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
国
の
政
治
と
は
切
り
離
さ
れ
つ
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つ
あ
っ
た
ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
も
、

王
の
狩
猟
場
と
し
て
、

ま
た
王
族
の
居
所
・
別
荘
地
と
し
て
、
な
お
愛
さ
れ
つ
づ
け
た
の
で
あ
る
。

ド
ワ

l
ド
一
世
の
二
人
の
子
供
は
こ
こ
で
生
れ
た
。

一
人
は
、
義
兄
の
エ
ド
ワ
ー
ド
二
世
が
殺
害
さ
れ
た
直
後
同
じ
く
モ

l

テ
イ
マ
ー
に

よ
っ
て
殺
害
さ
れ
た
ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
の
エ
ド
モ
ン
ド
で
あ
る
。

ん
だ
の
で
あ
る
。

エ
ド
ワ
ー
ド
三
世
の
妃
も
こ
の
マ
ナ
ー
を
愛
し
、
皇
太
子
を
こ
こ
で
生

マ
ナ
ー
が
王
妃
に
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
こ
の
時
期
か
ら
で
あ
り
、

ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
は
王
の
家
族
た
ち

の
別
荘
地
と
し
て
最
も
華
や
か
な
歴
史
を
も
っ
た
と
い
え
よ
う
。

エ
ド
ワ
ー
ド
三
世
の
妃
は
こ
の
マ
ナ
ー
を
与
え
ら
れ
た
し

ヘ
ン
リ

l

四
世
の
妃
も
こ
の
マ
ナ
ー
を
与
え
ら
れ
た
。
州
南
部
の
ユ

l
エ
ル
ム
に
住
む
チ
ョ

l
サ
l
家
一
門
の
も
の
が
、
ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
・
マ
ナ

ー
ー

l
こ
れ
以
外
に
も
彼
女
か
ら
領
地
を
か
り
て
い
る
ー
ー
を
借
り
た
の
も
こ
の
王
妃
か
ら
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
今
も
残
っ
て
い
る
《
チ

ョ
ウ
サ

1
ズ
・
コ
テ

l
ジ
》
に
住
ん
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
彼
は
王
妃
に
年
々
一
三

0
ポ
ン
ド
を
支
払
っ
た
が
、
王
妃
か
ら
借
り
た
マ
ナ

ー
の
う
ち
、
こ
こ
の
マ
ナ
ー
が
最
も
重
要
で
あ
っ
た
。

中世におけるウッドストックとその近辺

一
回
世
紀
、
百
年
戦
争
が
は
じ
ま
っ
た
と
き
、
こ
の
州
か
ら
も
数
多
く
の
軍
隊
が
出
征
し
た
。

O
名
、
軽
武
装
の
も
の
八

O
名
、
弓
隊
八

O
名
が
で
か
け
た
し
、

一
三
三
九
年
に
は
、
重
武
装
の
軍
人

一
三
四
六
年
に
は
、

ク
レ
シ
!
の
戦
い
の
た
め
に
、
二
名
の
旗
手
(
ハ

ン
ス
ロ
ー
プ
の
ジ
ョ
ン
と
、
コ

l
ン
ウ
ォ

1
ル
の
エ
ド
モ
ン
ド
)
、
騎
士
二
ニ
名
、

エ
ス
ク
ワ
イ
ヤ
ー
-
一
名
が
で
か
け
た
。
騎
士
二
二
名

ウ
ィ
リ
ア
ム
及
び
リ
チ
ャ

l
ド
・
ハ

l
コ
l
ト、

〈

6
〉

R
・
コ
ー
ン
ウ
ォ

l

ル
が
含
ま
れ
て
い
る
。

の
う
ち
に
は
、

J
・
ゴ
ラ
フ
ァ

l
、

セ
ン
ト
・
ジ
ョ

l
ン
ズ
、

T
・
ヴ
ァ
!
ノ
ン
、

-
ポ

l
ル
家
が
拾
頭
し
、

一
回
世
紀
末
か
ら
一
五
世
紀
に
か
け
て
は
、
ラ
ヴ
ェ
ル
家
、

地
方
的
人
物
以
上
の
も
の
を
送
っ
た
。
こ
の
州
に
お
い
て
も
、
有
力
な
一
家
は
、
ラ
ン
カ
ス
タ

l
家
と
ヨ

l
ク

チ
ョ

l
サ
1
家
さ
ら
に
ド
・
ラ

家
に
分
れ
た
が
、
ラ
ン
カ
ス
タ

l
公
領
及
び
コ

l
ン
ウ
ォ

l
ル
公
領
が
広
く
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
ラ
ン
カ
ス
タ
!
派

が
優
勢
を
占
め
た
。
ド
・
ヴ
ェ

l
ァ
、
ラ
ベ
ル
、

ド
・
ラ
・
ポ

l
ル
い
づ
れ
も
ラ
ン
カ
ス
タ

l
派
で
あ
っ
た
。

ニL
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説論

desertされた時期 l確実なもの|推定さ山の

ドームズディにしかあげられていないもの O 

1100 ~ 1350 5 3 

1350 ~ 1450 8 

1450 ~ 1700 23 17 

1700年以後 3 。
言十 48 

明らかでないもの 13 

E十 101 

Oxonの deserledvillag剖(第K表)

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
シ
ャ

l
は、

一
回
世
紀
の
始
め
に
は
、
英
国
で
最

《。。】

も
豊
か
な
州
の
一
つ
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
れ
る
。
し
か
し
、
黒
死
病
は
こ

の
州
を
も
激
し
く
襲
っ
た
。

エ
ン
シ
ャ
ム
近
辺
の
テ
イ
ル
ガ
ズ
リ
ー
で
は

一
三
四
九
年
以
来
一
人
も
こ
こ
に
住
ん
で
い
な
い
と
、

比
目
さ
れ
て
い
る
。

一
三
五
九
年
に
報

ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
・
ロ

l
ル
に
は
こ
こ
に
五

O
人
の
小
作

人
が
い
た
と
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
で
あ
る
。
州
の
中
部
に
あ
る

ウ
ッ
ド
・
イ
l

ト
ン
に
は
黒
死
病
ま
ん
え
ん
の
直
後
に
は
二
人
の
小
作
人

し
か
い
な
く
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
凶
戸
州
北
東
部
の
タ
ズ
モ
ア
ー
で
は

一
三
五
四
年
と
一
三
五
八
年
に
税
金
は
完
全
に
免
除
さ
れ
て
い
が
)
(
こ
の

一
つ
の
部
落
は
以
後
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
)
。

人
口
の
減
少
は
勿
論
、
黒
死
病
の
た
め
ば
か
り
で
は
な
く
(
事
実
、

四
世
紀
末
に
は
グ
リ
ン
プ
ト
ン
・
マ
ナ
!
の
農
奴
は
!
|
前
述
の
ご
と
く

ー
!
隣
村
の
ウ
ッ
ト
ン
に
逃
げ
て
い
た
)
、
す
で
に
黒
死
病
以
前
に
人
口

は
減
少
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
英
国
全
体
の
人
口
は
一
回
世
紀
は
じ
め

に
ピ

l
ク
に
達
し
、
そ
れ
以
後
は
減
少
し
始
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
ふ

し
が
あ
る
。
ウ
ッ
ド
ス
ト
y

ク
西
方
の
リ
l
フ
ィ
ー
ル
ド
の
ラ
ン
グ
リ
l

村
(
チ
ャ
ド
リ
ン
ト
ン
・
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
内
に
あ
り
、

ウ
ィ
ッ
チ
ウ
ッ
ド

の
森
の
な
か
に
介
在
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
)
に
は
、

一
二
七
九
年
に
は

北法引(1・60)60



一
一
一
二
六
年
に
は
す
で
に
四
人
の
小
作
人
し
か
い
な
い
。
山
林
の
な
か
の
こ
の
村
は
い
ち
は
や
く
人
口
の

一
八
人
の
小
作
人
が
い
た
が
、

減
少
を
み
て
い
る
の
で
あ
る
。
ウ
ッ
ト
ン
・
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
内
の
へ
イ
ス
ロ
ー
プ
で
も
、
二
一
二
六
年
に
は
小
作
人
は
三
人
と
な
っ
て
し

ま
っ
た
。
人
口
の
こ
う
し
た
縮
少
は
租
税
を
払
う
人
び
と
の
減
少
に
よ
っ
て
も
た
し
か
め
ら
れ
る
。

一
三
五

O
年
か
ら
一
四
五

O
年
ま
で
の
百
年
間
に
、
放
棄
さ
れ
た
村
落
は
、

放
棄
さ
れ
た
と
推
量
で
き
る
も
の
を
含
め
る
と
、
二
五
な
い
し
三
ム
ハ
と
極
め
て
多
い
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
以
前
に
も
す
で
に
八
つ
の
村
が

す
で
に
こ
の
時
期
に
舟
湾
立
え
邑
F
唱
が
で
て
い
る
。

放
棄
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
放
棄
ま
で
に
い
た
ら
な
い
村
も
、
そ
の
人
口
は
著
る
し
く
収
縮
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
少
く

と
も
、
著
る
し
く
収
縮
し
た
村
は
極
め
て
広
範
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

一
回
世
紀
半
ば
か
ら
一
五
世
紀
半
ば
ま
で
村
の
放
棄
は
極
め
て
著
る
し
い
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
黒
死

病
に
よ
る
村
の
人
口
の
著
る
し
い
収
縮
が
重
大
な
き
っ
か
け
に
な
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
、
黒
死
病
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
た
に
せ

第

K
表
で
わ
か
る
よ
う
に
、

中世におけるウッドストックとその近辺

ょ
、
領
主
経
営
に
お
け
る
労
働
力
の
需
要
と
供
給
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
、
労
働
力
不
足
、
小
作
料
や
レ
ン
ト
、
賃
銀
の
高
騰
等
の
要
因
に
よ

っ
て
、
大
き
な
人
口
の
移
動
が
お
こ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

一
五
世
紀
に
は
、
労
働
者
条
例
の
制
限
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
れ
以
前
に
も
、
人
口
移
動
は
極
め
て
激
し
く
な
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
黒
死
病
の
の
ち
、
ェ
イ
ン
シ
ャ
ム
僧
院
の
上
記
領
地
ウ
ッ

ド
・
イ
1

ト
ン
で
は
、
二
人
の
小
作
人
し
か
残
ら
な
か
っ
た
が
、
二
人
と
も
|
|
新
た
に
移
住
し
て
き
た
も
の
も
加
え
て
ー
ー
も
し
有
利
な

小
作
の
条
件
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
、
去
っ
て
し
ま
う
と
云
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

一
回
世
紀
後
半
に
は
、
賃
銀
は
疑
い
も
な
く
上
昇
し

て
い
る
。
た
と
え
ば
、

ビ
ス
タ

l
僧
院
で
雇
用
さ
れ
て
い
た
大
工
の
賃
銀
を
み
る
と
、

一
三
二
七
年
に
は
、
週
八
ペ
ン
ス
か
ら
一
シ
ル
二

一
三
七
七
年
に
は
、
日
に
五
ペ
ン
ス
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、
領
地

ペ
ン
ス
、

日
に
一
ペ
ニ
ー
半
か
ら
二
ペ
ン
ス
で
あ
っ
た
が
、

経
営
が
賃
労
働
に
頼
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
、

ま
た
労
働
を
確
保
す
る
こ
と
の
む
づ
か
し
さ
を
示
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い

で
あ
ろ
う
が
、

さ
ら
に
ま
た
人
口
移
動
が
激
し
く
な
り
、
賃
銀
を
引
き
あ
げ
な
け
れ
ば
労
働
力
を
捕
捉
し
え
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
も

ま
た
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示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
し
か
に
、

一
回
世
紀
後
半
に
も
、
こ
の
州
の
領
主
た
ち
は
、
《
ダ
イ
・
ハ

l
ド
》
で
あ
り
特
権
を
な
か
な
か
放
棄
し
な
か
っ
た
よ
う

論

に
思
え
る
。
少
く
と
も
エ
イ
ン
シ
ャ
ム
僧
院
や
セ
ン
ト
・
フ
ラ
イ
ズ
ワ
イ
ド
僧
院
は
そ
う
で
あ
っ
た
。
ア
ス
ト
ン
で
は
、
あ
る
農
奴
は
、

五
シ
ル
の
レ
ン
ト
及
び
コ
一
シ
ル
九
ペ
ン
ス
と
し
か
評
価
で
き
な
い
賦
役
を
、
年
一
一
一
シ
ル
で
コ
ミ
ュ

i
ト
す
る
ほ
か
は
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
僧
院
で
は
、
古
く
か
ら
の
賦
役
は
あ
ま
り
コ
ミ
ュ

l
ト
さ
れ
ず
に
残
っ
て
お
り
、

ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
・
ロ

l
ル
に
-
記
載
さ
れ
て
い
る
賦

役
を
削
り
と
る
に
は
僧
院
は
非
常
に
慎
重
な
態
度
を
と
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

一
三
八
一
年
の
農
民
一
援
の
リ
コ
ー
ド
は
、
現
在
ま
で
の

一
七
年
後
の
一
一
一
一
九
八
年
に
は
、
こ
の
州
に
も
重
大
な

暴
動
が
あ
っ
た
。
そ
の
中
心
は
西
部
の
パ
ン
プ
ト
ン
で
あ
り
、
参
加
し
た
も
の
は
、
主
と
し
て
、
パ
ン
プ
ト
ン
、
ウ
イ
ッ
ト
ニ

l
、

と
こ
ろ
、

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
に
つ
い
て
し
か
み
つ
か
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、

ン
シ
ャ
ム
等
、
州
西
部
に
住
む
人
た
ち
で
あ
っ
た
。
こ
の
地
区
の
人
た
ち
は
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
シ
ャ
!
の
歴
史
全
体
を
通
じ
て
反
抗
的

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
の
北
ど
な
り
グ
リ
ン
プ
ト
ン
の
農
奴
が
逃
亡
し
た
の
も
こ
の
頃
で
あ
っ
た
。

一
三
世
紀
に
も
あ
っ
た
が
、

一
四
世
紀
の
末
か
ら
一
五
世
紀
に
か
け
て
、
領
主
制
は
崩
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
借
地
契
約
は
、

は
極
め
て
ひ
ん
ぱ
ん
に
な
っ
た
。
黒
死
病
の
の
ち
、
領
主
た
ち
は
直
領
地
経
営
を
古
く
か
ら
の
や
り
方
で
維
持
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ

一
四
世
紀
に

一
三
五

O
年
か
ら
一
四
五

O
年
ま
で
に
、

農
奴
制
は
、
農
奴
が
逃
げ
去
っ
た
の
で
な
け
れ
ば
、
賃
労
働
者
に
な
っ
た
か
、
牧
羊
経
営
の
た
め
に
耕
地
が
牧
草
地
に
変
え
ら
れ
た
か
し

て
、
消
え
去
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
古
い
領
主
制
に
、
成
功
し
た
農
民
や
ジ
エ
ン
ト
リ
ー
の
農
地
経
営
が
か
わ
り
つ
つ
あ
っ
た
の
で

た
が
、
大
僧
院
を
除
け
ば
、
賦
役
は
消
滅
し
、
賃
労
働
に
よ
っ
て
取
っ
て
か
わ
ら
れ
て
い
た
。

れあ
て る

る潟事
。実

牧
羊
t土
す
で

始
ま
イフ

て
お

り

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
シ
ャ

l
の
羊
毛
は
、
英
国
で
最
も
良
質
の
部
類
に
属
す
る
と
も
さ

一
五
世
紀
に
は
コ
ッ
ツ
ウ
ォ
ル
ド
牧
羊
は
最
全
盛
期
を
迎
え
た
。
北
部
コ
ッ
ツ
ウ
ォ
ル
ド
の
羊
毛
産
地
は
、
多
く
は
グ
ロ

l

ス
タ
!
シ
ャ

l
に
あ
り
、
集
散
地
は
キ
ャ
ム
デ
ン
や
ス
ト
ウ
や
ウ
イ
ン
チ
ク
ム
で
あ
っ
た
が
、
パ
フ
ォ
ー
ド
や
チ
ッ
ピ
ン
グ
・
ノ

l
ト
ン
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も
集
散
地
と
し
て
の
機
能
を
十
分
に
果
し
て
い
た
。

さ
れ
て
お
り
、
ま
た
ウ
イ
ッ
ト
ニ
ー
で
は
、
す
で
に
一
回
世
紀
以
来
、
有
名
と
な
っ
た
毛
布
製
造
が
は
じ
め
ら
れ
て
い
た
。

一
四
五
一
年
以
前
に
、

チ
ッ
ピ
ン
グ
・
ノ

1
ト
ン
に
は
、
大
き
な
羊
毛
商
が
い
た
と

一
五
世
紀
前
半
に
は
急
速
に
も
り
か
え
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
お
そ
く

と
も
一
五
世
紀
前
半
に
は
、
町
は
独
立
の
都
市
と
し
て
の
組
織
を
も
っ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
町
は
、
一
四
五
三

年
に
、
自
治
体
と
し
て
正
式
に
認
め
ら
れ
た
が
、
そ
の
チ
ャ
ー
タ
ー
の
前
文
に
は
、
こ
の
チ
ャ
ー
タ
ー
以
前
に
も
「
パ
ラ

l
は
種
々
の
特

黒
死
病
で
打
撃
を
う
け
た
ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
・
バ
ラ
l
も、

権
、
自
由
の
慣
習
を
も
っ
て
い
た
が
、
パ
ラ
!
の
人
び
と
は
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
を
安
定
し
て
確
保
で
き
る
よ
う
に
な
る
」
と

信
じ
た
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
パ
ラ

l
は
、
「
リ
バ
テ
ィ
」
と
「
特
権
」
を
既
に
以
前
か
ら
与
え
ら
れ
て
も
っ
て
い
た

の
で
あ
り
、

そ
れ
ら
は
す
で
に
慣
習
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

中世におけるウッドストックとその近辺

ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
が
「
イ
ン
コ

l
ポ
レ
イ
ト
」
さ
れ
た
時
期
は
、
英
国
に
お
け
る
「
イ
ン
コ
ー
ポ
レ

l
シ
ョ
ン
」
の
波
の
第
二
波
に
あ

た
る
。

一
般
に
、
イ
ン
コ

i
ポ
レ
イ
卜
さ
れ
る
場
合
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
事
項
が
チ
ャ
ー
タ
ー
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
。
付
永
続
的
に
継

承
さ
れ
て
行
く
も
の
で
あ
る
こ
と
、
。
パ
ラ
ー
が
全
体
と
し
て
パ
ラ
!
の
名
に
お
い
て
訴
訟
を
お
こ
し
た
り
、
訴
訟
の
被
告
に
な
り
う
る

こ
と
、
同
土
地
を
保
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
帥
印
章
を
も
つ
こ
と
、
同
条
例
を
つ
く
り
う
る
こ
と
、
こ
の
五
つ
で
あ
る
。
エ
ド
ワ

ー
ド
一
世
の
時
代
に
は
す
で
に
、
大
き
な
パ
ラ
l
は
、
こ
う
し
た
属
性
や
権
利
を
も
っ
オ
ソ
リ
テ
イ
と
な
っ
て
い
た
。
従
っ
て
、
イ
ン
コ

ー
ポ
レ
l

シ
ョ
ン
の
チ
ャ
ー
タ
ー
も
、
事
実
上
す
で
に
そ
う
な
っ
て
い
る
パ
ラ
ー
を
、

チ
ャ
ー
タ
ー
に
よ
っ
て
法
的
に
確
認
す
る
こ
と
で

あ
っ
た
と
云
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

イ
ン
コ

l
ポ
レ

l
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
、
パ
ラ
ー
は
し
ば
し
ば
《
カ
ウ
ン
テ
ィ
》
の
地
位

を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
パ
ラ

i
は
州
の
官
吏
が
パ
ラ

l
に
く
る
の
を
排
斥
す
る
こ
と
が
で
き
、
パ
ラ
ー
は
広
範
な
権
利
を

も
つ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
イ
ン
コ

l
ポ
レ

l
シ
ョ
ン
の
第
一
波
は
、

一
三
七
三
年
の
プ
リ
ス
ト
ル
に
始
ま
り
、

一
四

O
九
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年
の
リ
ン
カ
ー
ン
の
そ
れ
で
終
り
、
第
二
波
は

一
四
三
九
年
の
プ
リ
マ
ス
の
イ
ン
コ

l
ポ
レ

l
シ
ョ
ン
に
始
ま
る
「
ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク

の
イ
ン
コ

l
ポ
レ

l
シ
ョ
ン
は
一
四
五
三
年
で
あ
る
。
こ
の
小
さ
な
パ
ラ
l
は、

五
つ
の
一
般
的
な
条
項
以
外
に
、
《
カ
ウ
ン
テ
ィ
》
と

論

し
て
の
地
位
を
認
め
ら
れ
、

か
っ
そ
の
ほ
か
い
く
つ
か
の
特
権
を
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

お
そ
ら
く
こ
の
バ
ラ
ー
が
ロ

i
ヤ

ル
・
パ
ラ
!
と
い
う
伝
統
を
背
景
に
も
ち
、

い
ま
も
王
族
が
愛
す
る
別
荘
地
で
あ
っ
た
と
い
う
事
情
に
よ
る
で
あ
ろ
う
。

チ
ャ
ー
タ
ー
に

は
、
パ
ラ
ー
が
ウ
イ
ン
ザ
!
と
同
じ
よ
う
な
《
リ
バ
テ
ィ
》
を
も
っ
と
、
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ウ
イ
ン
ザ
ー
は
こ
の
パ
ラ

l
の
イ

ン
コ

l
ポ
レ

l
シ
ョ
ン
の
前
例
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
二
つ
の
パ
ラ

i
は
、
大
き
さ
も
そ
れ
ほ
ど
ち
が
っ
て
い
な
か
っ
た
し
、
二
っ
と

も
、
王
や
王
族
が
し
ば
し
ば
訪
れ
る
別
荘
地
に
隣
接
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

す
で
に
の
ベ
た
前
文
に
つ
づ
い
て
、

チ
ャ
ー
タ
ー
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
趣
旨
の
条
項
が
記
さ
れ
て
い
る
。

付

パ
ラ

l
に
現
に
住
む
も
の
及
び
そ
の
子
孫
は
自
由
な
市
民
に
な
る
と
い
う
こ
と
。

同

新
し
い
団
体
は
、
吋

zzao円
臼
足
。
。
B
B
S同
日
々
。
片
手
巾
回
。

Hoaro同

Z
巾
名
詞
。
。
牛
田
吉
井
の
名
を
与
え
ら
れ
、
訴
訟
の
原

告
及
び
被
告
に
な
り
え
る
こ
と
。

同

。フ

l
ル
を
含
め
て
、

王
が
所
有
し
て
い
た
も
の
は
す
べ
て
パ
ラ
l

に
与
え
ら
れ
、

王
の
家
屋
か
ら
あ
が
る
レ
ン
ト
は
バ
ラ
l
に
収
め

ら
れ
る
こ
と
。

個

ハ
ラ
ー
は
印
章
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
。

伺

食
料
品
、
飲
物
等
の
質
、
価
格
な
ど
に
つ
い
て
の
規
則
を
定
め
、
こ
れ
を
強
制
し
え
、

一
年
の
う
ち
の
い
く
日
か
フ
ェ
ア
ー
を
た
て

る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
。

付

町
長
及
び

ω巾円
m
g
E
1
2
1冨
同
門
巾
は
フ
リ
l
メ
ン
に
よ
っ
て
選
ば
れ
る
と
い
う
こ
と
。

ωw 

王
の
官
吏
は
パ
ラ

l
の
自
由
な
行
政
に
介
入
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

ハ
ラ

l
は
独
自
の
法
廷
を
も
ち
え
、

シ
エ
リ
フ
、
州
裁
判
官
、
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し
、
こ
れ
ま
で
王
に
収
め
ら
れ
て
い
た
罰
金
、
没
収
品
等
々
は
す
べ
て
パ
ラ
ー
が
収
納
す
る
と
い
う
こ
と
。

判

マ
ー
チ
ャ
ン
ト
・
ギ
ル
ド
を
も
ち
う
る
こ
と
。

ω 

永
久
に
議
会
に
代
表
を
送
る
必
要
は
な
く
、
そ
の
「
義
務
か
ら
免
除
さ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
。

こ
う
し
て
こ
の
小
さ
い
パ
ラ
l
は
、
コ
ー
ポ
レ

l
シ
ョ
ン
の
地
位
を
え
る
と
と
も
に
、

カ
ウ
ン
テ
ィ
の
地
位
を
獲
得
し
た
。
そ
し
て
、

パ
ラ
ー
は
こ
の
ミ
ク
ロ
の
社
会
の
な
か
で
強
大
な
権
限
を
も
っ
た
の
で
あ
る
。

チ
ャ
ー
タ
ー
に
よ
っ
て
パ
ラ
l
は
ギ
ル
ド
・
マ
ー
チ
ャ
ン

ト
を
も
ち
、
食
料
品
、
飲
物
等
の
質
、
価
格
な
ど
に
つ
い
て
の
規
則
を
定
め
こ
れ
を
強
制
し
う
る
権
能
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
条
項

の
「
目
的
」
は
、
第
一
に
、

マ
ー
ケ
ッ
ト
の
監
督
に
よ
っ
て
、
適
切
な
価
格
で
の
食
料
の
供
給
を
確
保
す
る
こ
と
で
あ
り
、
第
二
に
、
生

産
物
の
一
定
の
質
を
強
制
し
消
費
者
の
利
益
を
保
護
す
る
こ
と
、
商
人
の
聞
で
の
独
占
、
賃
銀
労
働
者
の
聞
で
の
集
団
的
取
引
を
抑
制
す

る
こ
と
、
仲
買
の
利
得
の
率
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
で
あ
る
、

と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
「
目
的
」
も
、

ギ
ル
ド
や

中世におけるウッドストックとその近辺

コ
ー
ポ
レ

l
シ
ョ
ン
の
オ
リ
ガ
l
キ
ー
が
利
己
的
な
権
力
を
振
え
ば
、

か
え
っ
て
抑
圧
の
カ
モ
フ
ラ
ー
ジ
と
な
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
小
さ

い
パ
ラ
ー
で
は
、
二
名
の
下
院
議
員
を
ウ
エ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
ま
で
送
り
出
す
こ
と
は
、
大
変
な
負
担
と
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の

時
期
に
は
、
パ
ラ
ー
で
選
ば
れ
る
議
員
は
、
す
で
に
パ
ラ

i
の
人
間
で
は
な
く
、

ジ
エ
ン
ト
リ
ー
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
パ
ラ

ー
の
人
た
ち
は
、
下
院
議
員
に
な
ろ
う
と
い
う
野
心
な
と
は
余
り
も
た
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
パ
ラ
l
に
と
っ
て
は
、
議
会
に
議
員

を
送
り
出
す
「
義
務
」
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
は
、
特
権
と
感
じ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
王
や
州
の
官
吏
か
ら
の
干
渉
を
し
り
ぞ
け
独
立

を
か
ち
と
ろ
う
と
し
た
こ
の
パ
ラ

l
は
、
下
院
議
員
を
送
り
出
す
「
義
務
」
を
免
除
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

国
の
政
治
か
ら
も
「
解

放
」
さ
れ
、
切
り
離
さ
れ
て
し
ま
い

ミ
ク
ロ
・
コ
ス
モ
ス
の
な
か
に
閉
じ
こ
も
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

〆""' r、
2 1 

¥J  、ーノ

前
注
参
照
。

モ
l
テ
ィ
マ
l
も
エ
ド
ワ
ー
ド
二
世
の
未
亡
人
と
と
も
に
こ
こ
に
住
ん
だ
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。
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